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技術総合仕様 - 全クラス対象 
 

技術規則は、FIM アジアロードレース（ARRC）技術委員会またはレースディレクション

により、いつでも改正される場合がある。 

 

2.1 序論 

2.1.1  すべての ARRC 参加車両は、以下のいずれかの地域で有効な公道走行の認可を

取得していなければならない。アジア、オセアニア、EU。これらのモーターサイ

クルは、今年度選手権第 3 戦までに、上記のいずれかの地域において、メーカー

の正規販売店およびディーラーで一般向けに販売されていなる車両でなければな

らない。 

 

2.1.2 クラス 

市販車ベースのレースクラスは、エンジン排気量と技術的自由度によって区分さ

れている。 

 

2.1.3 一般事項 

材料 

フレーム、フロントフォーク、ハンドルバー、スイングアームの構造にチタ二ウ

ムを使用することは禁止される。チタン合金製のナットとボルトは、特定のクラ

スでその使用が認められている。 

a) 競技会場上で実施するチタ二ウム試験：磁気試験（チタンは非磁性） 

b) 3%硝酸試験（チタンは無反応。金属が鋼の場合、滴下すると黒い斑点が残 

る） 

c) チタ二ウム合金の比重は 4.5～5.0 kg/dm³に対し、鋼は 7.48 kg/dm³以上 

であり、比重は部品の重量を測定し、水を入れた目盛り付きガラス容器内で 

その体積を測定することで確認できる（吸気バルブ、ロッカーアーム、コネ 

クティングロッドなど）。 

d) 疑義が生じた場合、素材試験機関で試験を実施しなければならない。 

 

2.1.4 ハンドルバーとコントロールレバー 

2.1.4.1 露出したハンドルバーの端部は、固体材料で塞ぐか、ゴムで覆わなければならな 

い。 
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2.1.4.2 全ての車両において、センターラインまたは中間位置の両側におけるステアリン

グ回転角度は、最低でも 15°なければならない。 

ハンドルバーの位置に関わらず、フロントホイール、タイヤ及びマッドガードの

間には、最低 10mm の隙間が確保されていなければならない。 

 

ハンドルバーとレバーとタンク、フレーム、またはその他の車体との間に、ハン

ドルをフルロックした状態で最低 30mm のクリアランスを確保し、ライダーの

指が挟まれないように、（ステアリングダンパー以外の）固体ストッパーを取り

付けなければならない。 

 

2.1.4.3 軽合金製ハンドルバーの溶接による修理は禁止される。複合素材製ハンドルバー 

は、全てのクラスにおいて使用が認められない。 

 

2.1.4.4 すべてのハンドルレバー（クラッチ、ブレーキなど）は、ボールエンド（ボール

の直径は 16mm 以上）でなければならない。ボールは平らに加工されていても

構わないが、いずれの場合も、先端は丸みを帯びていなければならない（平らに

加工された部分の最小厚は 14mm とする）。これらの端部は恒久的に固定さ

れ、レバーと一体化していなければならない。 

 

2.1.4.5 各操作レバー（手動レバーおよび足踏みレバー）は、それぞれ独立した支点に取 

り付けなければならない。 

 

2.1.4.6 ブレーキレバー（フットレスト軸を支点とする場合）は、フットレストが曲がっ 

たり変形したりした場合でも、あらゆる状況下で確実に作動しなければならな

い。 

 

2.1.4.7 ライダーのコントロール部分の改造は、メディカルディレクターの報告に基づ 

き、可動性を考慮して検討される。ARRC テクニカルディレクターの決定が最終

的なものとされる。 

 

2.1.5  必須安全項目 

2.1.5.1 すべてのドレーンプラグは、セーフティーワイヤーで固定されなければならな 

い。外部オイルフィルター、オイルキャビティに入るネジやボルトは、セーフテ 

ィーワイヤーで固定されなければならない（例：クランクケース）。オイルフィ 

ルターには、オプションで二次保持機構を設けることができる。 
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2.1.5.2 ブリーザーパイプまたはオーバーフローパイプを取り付ける場合、既存の排出口 

から排出しなければならない。元の密閉システムは維持しなければならず、大気 

への直接排出は認められない。 

 

2.1.6  ホイールとリム 

2.1.6.1 タイヤ固定ネジの改造が時折行われる。タイヤがリムに対して動かないようにす 

るための改造は認められる。これら目的でリムを改造する場合、ボルト、ネジな

どを取り付けなければならない。 

 

2.1.6.2 リム幅の測定：リム壁間の距離は、ETRTO（欧州タイヤ・リム技術機構）の規 

格に従って、フランジ壁の内側で測定される。 

 

2.1.7  バラスト 

2.1.7.1 バラストの使用により最低重量規定を満たすことが認められる。バラストの使用 

は、事前検査時に ARRC テクニカルディレクターに申告しなければならない。

バラストは、アダプターを介して、メインフレームもしくはエンジンに直接、最

低 2 本の鋼製ボルト（直径 8mm 以上、8.8 グレード以上）で確実に固定される

頑丈な金属でなければならない。 

 

2.1.7.2 その他の同等の技術的解決策は、ARRC テクニカルディレクターに提出し、承認 

を得なければなりません。承認。 

 

2.1.7.3 燃料および燃料タンクはバラストとして使用することが出来る。ただし、測定さ 

れた重量は、規定の最低重量を下回ってはならない。 

 

2.1.8  公認部品 

2.1.8.1 公認部品とは、車両製造時に車両に装着され、納入された状態の OEM 部品とす 

る。特に明記されていない限り、これら部品は、再製造、再仕上げ、または処理

をすることは認められない。 

 

2.1.8.2 いかなる方法でもコーティングまたは改造は認められない。異なる公認の部品 

は、モデル名が同じ場合であっても、他の公認車両に使用する事は出来ない。た

だし、部品が製造上の理由で代替され、FIM および/または FIM Asia によって承

認されている場合を除く。 
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2.1.9 リアセーフティーライト 

2.1.9.1 すべての車両には、リアに機能する赤色灯を装備しなければならない。このライ 

トは、車両がコース上で、雨、霧やもや等の視界不良時に、フィニッシュライン

で「ライト点灯」のボードが提示される。コース上のすべてのライダーはライト

を点灯しなければならない。すべてのライトは以下の規定を遵守していなければ

ならない。 

 

2.1.9.2 ライトの方向は、マシン中心線（モーターサイクルの走行方向）と平行でなけれ 

ばならず、マシン中心線の左右両側から少なくとも 15 度の角度で後方から明瞭

に視認できなければならない。 

 

2.1.9.3 赤色灯は、シート/リアボディーワークの端付近、かつマシン中心線上に、テク 

ニカルディレクターが承認した位置に取り付けなければならない。取り付け位置

または視認性に関して議論が生じた場合、テクニカルディレクターの決定が最終

的なものとなる。 

 

a) 出力/光度は、白熱灯の場合は約 10～15W、LED の場合は約 0.6～1.8W に

相当するものとする。出力は連続的でなければならず、走行中は点滅してはな

らない。ピットレーンでは、ピットスピードリミッターが作動している場合に

限り、点滅することが認められる。 

b) 安全性：ライトの電源は、車両のメインバッテリーから分離することが出来る。

最小サイズは 4cm×1cm、最大サイズは 8cm×6cm とする。 

c) テクニカルディレクターは、この安全目的を満たしていないライトシステムを 

拒否する権利を有している。 

 

2.1.9.4 規定に従わない場合、最低 100 ドルの罰金が科せられる。 

 

2.1.10  音量レベル規制 

現在の音量規制値： 

最大音量レベルは、平均ピストン速度 11m/秒で測定される。 

事項 2.1.11 に規定されている固定回転数を使用する。 

・ マイクロホンは、排気管の中心線から 50cm 離れた位置、エキゾーストパイ

プの高さ（地面から少なくとも 20cm 上）で、エキゾーストパイプの中心線

から 45 度の角度で設置する。これが不可能な場合、45 度以上の角度で測定

することも可能とする。 
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・ 音量計測する際、ギアボックスのニュートラルギアを備えていない車両は、ス

タンドに設置しなければならない。 

音量計測中は、車両はニュートラルギアに入れ、スタンドに立てなければな

らない。 

・ ライダーはニュートラルギアに入れたまま、規定の回転数（RPM）に達するま

でエンジン回転数を上げなければならない。 

規定の RPM に達した時点で測定を行う。 

・ RPM は、エンジンのストロークに対応する平均ピストン速度によって決定さ

れる。 

 

RPM は次の式で求められます。 

N = 30,000 × cm 

   l 

ここで、 

N = 規定のエンジン回転数 

cm = 固定平均ピストン速度（m/s） 

l = ストローク（mm） 

 

2.1.11 音量コントロール 

・ 音量規制 – ASB1000 *事項 2.2.24 参照 

排気量クラスによってピストンストロークの構成が異なるため、音量計測は

以下の RPM で実施される。 

参考として、音量計測実施時の平均ピストンスピードは 11 m/秒とする。 

 

・ 音量規制 – SS600 *事項 2.3.22 参照 

排気量クラス内の異なるエンジン構成におけるピストンストロークの類似性

のため、音量計測は一定の回転数で実施する。 

 

・ 音量規制 – AP250 *事項 2.4.22 参照 

排気量クラス内の異なるエンジン構成におけるピストンストロークの差異の 

ため、音量計測は以下の回転数で実施する。参考として、音量計測時の平均 

ピストンスピードは 11m/秒と算出されている。 
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・ 音量規制 – UB150 *事項 2.5.28 参照 

排気量クラス内の異なるエンジン構成におけるピストンストロークの類似性 

のため、音量計測は一定の回転数で実施する。参考として、音量計測実施時 

の平均ピストンスピードは 11m/秒と算出されている。 

 

2.1.12 複数気筒エンジンの最大音量レベルは、各エキゾーストパイプで測定される。 

 

2.1.13 最大音量規制値を満たさない車両は、レース前に複数回検査される場合がある。 

 

2.1.14 計測中、動力源から半径 5 メートル以内の周囲騒音は 90 dB/A を超えてはなら 

ない。 

 

2.1.15 音量計測装置は、国際規格 IEC 651、タイプ 1 に準拠していなければならな 

い。音量計には、使用中の測定器の制御と調整を行うための校正器が装備されて

いなければならない。 

 

2.1.16 「スローレスポンス」設定を常に使用する。 

 

2.1.17 レース後の音量計測 

競技結果発表前に車両の最終検査が義務付けられている競技では、最終順位の上 

位 3 台以上の車両について、音量計測を実施しなければならない。 

最終の計測では、3 dB/A の許容範囲が設けられる。 

 

2.1.18 競技中の音量規制 

競技中に音量計測が義務付けられている競技では、車両は各クラスの排気規則の 

参照条項に定められた音量規制値を許容範囲なしで遵守しなければならない。 

 

2.1.19 音量計の使用に関するガイドライン 

a) 音量計には完全な校正器が付属していなければなりません。校正器は、休憩開 

始直前及び懲戒処分が科される可能性がある場合はその再テストの直前に必ず 

使用しなければならない。 

タコメーター、音量計や校正器が車検中に故障した場合に備え、予備として 2 

セットの機器を用意しなければならない。 

b) テストは雨天または多湿状態でも実施される場合がある。音量が過大と判断 

された車両は、状況が許せば別に音量計測を受けなければならない。 
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c) 中程度の風以外の場合、車両は風向きを正面にしていなければならない。（機 

械音はマイクから遠くの方向に向けて発せられる。） 

d) メーターの応答速度は「スロー」に設定する。 

e) 音量計は「A」加重設定とする。 

f) メーターの読み取り値は切り捨てしない。110.9 dB/A は 110.9 dB/A と 

表記する。 

g) 補正 

タイプ 1 メーター：1 dB/A を減算する。 

h) 測定方法の精度（許容誤差） 

i) すべての補正は累積される。措置および決定は、該当する競技種目及び ARRC 

テクニカルディレクターとの事前協議の決定による。 

 

2.1.20 ライダーの安全装備 

1. すべてのライダーは、各レースイベント開始時に、少なくとも 1 セットの損傷の無い完

全な安全装備を携行しなければならない。 

完全な安全装備には、以下のものが含まれる。 

- ヘルメット 

- レザースーツ（ワンピース） 

- レザーグローブ 

- レザーブーツ 

- バックプロテクター 

⁻ チェストプロテクター 

 

コースを走行中は常に装備を正しく装着し、しっかりと固定していなければならな

い。特定のケース（例えばエアバッグシステム）では、装備は各走行セッションの開

始時に少なくとも装着され、正常に機能しなければならない。 

 

ライダーの装備に関する決定は、テクニカルディレクターの裁定が最終のものとなる 

 

本規則を遵守しないライダーに対しては、レースディレクションにより最低 500 ドル

以上の罰金が科される。 

 

ライダーのレーシングスーツ、ブーツ、グローブは、事故発生時にライダーを保護す

ることのみを目的とされている。よって、ライダーの空力効果を補助することのみを

目的としているとみなされる装備の場合、認められない。空力効果のみを目的とした

装備についての判断は、テクニカルディレクターの決定が最終決定とされる。 
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2. 安全装備の管理 

シーズン中のすべてのレースにおいて、損傷のない安全装備一式を 1 セット持参し、 

以下の項目について検査を受けなければならない。 

- ヘルメットはフルフェイス型（インテグラル）で、以下の国際規格のいずれかに適 

合していなければならない。 

    

ヨーロッパ ECE 22-05（「P」タイプのみ）、ECE 22-06h 

日本 JIS T 8133:2015（「タイプ 2 フルフェイス」のみ） 

アメリカ SNELL M2020D または M2020R 

ＦＩＭ FRHPhe-01 - 2018（FIM レーシングホモロゲーショ

ンプログラムヘルメット） 

・ バイザーは飛散防止素材でできていなければならない。 

・ 使い捨てのティアオフシールドの使用は認められている。ライダーの装備およ

び／またはヘルメットの適合性またはその状態に関するあらゆる疑義は、テク

ニカルディレクターが決定するものとし、テクニカルディレクターは、最終判

断を下す前に、必要に応じて製品の製造元と協議することができる。 

・ レザースーツ、ブーツ、グローブ：これらの各アイテムのモデル名は、テクニ

カルディレクターに事前に提出された仕様書と一致していなければならない。 

・ バックプロテクター（認証済み） 

・ チェストプロテクター（認証済み） 

 

ラベル例は別に示す（ヨーロッパの場合、承認を与えた国の番号も記載）。 

 

2.1.21 タイヤ 

イベントで公式サプライヤーから配布されたタイヤのみが使用を認められる。 

 

2.1.22 タイヤウォーマーの使用 

タイヤウォーマーの使用が認められる。 

 

2.1.23 デカール 

i) 主催者は、全クラスに DUNLOP のデカールを提供する。 

レース車両とレーシングスーツへの貼付は義務とする。 

ii) 主催者は、全クラスに OFFICIAL FUEL EVENT のロゴデカールを提供する 

レース車両のスイングアームに必ず貼付しなければならない。 

iii) 主催者は AP250 クラス用に「aRacer」デカールを提供する。 

AP250 レース車両に必ず貼付しなければならない。 
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iv) 主催者は選手権期間中に他のデカールを提供する場合がある。その場合、全 

てのチームライダーおよびワイルドカードライダーはレース車両にデカール 

を貼付しなければならない。 

v) ライダーに割り当てられた番号は車両の 3 か所に表示していなければならな 

い。スポンサーロゴはレース車両、レーシングスーツ、ヘルメットに表示する 

ことが出来る。 

 

* これらの規則を遵守しないライダーに対し、レースディレクションは最低 500 

ドル以上のペナルティーを科す。 

 

2.1.24 レース後の活動とパルクフェルメ（ASB1000 のみ） 

i) 各チームにつきクルー1 名がパルクフェルメに入り、車両を数秒間、最大 3 回 

まで始動することが出来る。 

ii) このエリアは他のチームクルーの立ち入りは禁止される。 

iii) ノートパソコン、扇風機、送風機など、工具や機材をパルクフェルメに持ち込 

むことは認められない。 

iv) エンジンを空吹かしすることは禁止される。 
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ASB1000 技術仕様  
 

以下に記す規則は、公認車両に対して限られた変更を認め安全性及び各車両コンセプト間

の競技性の向上のためのものとする。 

 

本規則に明記されていない事項の一切の変更は禁止される。 

 

パーツまたはシステムで下記に明記されていないものは禁止される。 

 

ASB1000 車両は、FIM 公認を必要とし、FIM 公認車両リストのスーパーバイクカテゴ

リーにリストされた車両とする。特例的な状況下（COVID-19 の蔓延等）により公認と

することが出来ない場合、FIM 公認に代わり、以下の方法が用いられる。 

 

― 製造会社が所属する国の公認 

― FIM アジア ARRC 技術委員会による公認 

 

全ての車両は、すでに車両製造時点で満足する装備が備わっている場合を除き、本技術規

則に明記されたロードレースの要件の一つ一つに適合していなければならない。全車両自

然吸気でなければならない。 

 

一度公認となった車両は、当該クラスに新たな規則により公認が取り消されるまで、また

は当該クラスの技術規則が変更となるまでの最大 8 年間使用することができる。 

 

フロント、リアの外観及び ASB1000 車両のプロフィール（特記事項のない限り）公認

時の車両または生産された形状（マニュファクチャラーによって製作された状態）を保っ

ていなければならない。エキゾーストシステムの外観は除く。 

 

2.2 総合仕様 

 車両の全てのパーツおよびシステムは以下の事項に記載されていない限り 

  ― マニュファクチャラーが製作したオリジナルのままとする。 

― 公認車両に装備されたオリジナルのままとする。 

  同一モデル名、同一車両識別番号の製造年度の異なる公認車両同士のパーツの 

交換は、本規則に特別に同一モデル名、同一車両識別番号の製造年度の異なる公

認車両同士のパーツの交換を認めるとの記載がされているパーツを除き認められ

ない。 
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2.2.1  参加可能車両 

 本規則は、一般公道用車両にのみ適用される。車両が、FIM 公認車両リストに含 

まれているものの、本技術規則に合致しないものがある場合、FIM アジア ARRC

技術委員会は ASB1000 クラスに参加が可能かどうか決定する権限を有する。 

  

2.2.1.1 エンジン排気量、ボア及びストロークは公認時のサイズを維持してい 

なければならない。 

 

 2.2.1.2 以下の車両が参加可能とする。 

  2.2.1.2.1 Aprilia RSV4 1000 RF/RR(2017 年以降) 

2.2.1.2.2 BMWS1000RR（2017 年以降） 

  2.2.1.2.3 BMWM1000RR（2021 年以降） 

  2.2.1.2.4 DUCATI Panigale V4R（2017 年以降） 

  2.2.1.2.5 HONDA CBR1000RR SP2（2017 年以降） 

  2.2.1.2.6 HONDA CBR1000RR-R(2020 年以降) 

  2.2.1.2.7 HONDA CBR1000RR-R SP(2020 年以降) 

  2.2.1.2.8 KAWASAKI ZX10R（2018 年以降） 

  2.2.1.2.9 KAWASAKI ZX10RR（2019 年以降） 

  2.2.1.2.10 SUZUKI GSX-R 1000（2017 年以降） 

  2.2.1.1.11 SUZUKI GSX-R 1000R（2017 年以降） 

  2.2.1.1.12 YAMAHA YZF-R1（2017 年以降） 

  2.2.1.1.13  YAMAHA YZF-R1M（2017 年以降) 

  2.2.1.1.14  ASB Evolution 

   2.2.1.14.1 Aprilia RSV4 1100 Factory (2023 年以降） 

   2.2.1.14.2 Aprilia RSV4 1100 RR （2024 年以降） 

   2.2.1.14.3 このクラスにはバランス規定が適用される。 

   

注：上記リストは、FIM アジア ARRC 技術委員会によって変更される  

      場合がある。 

 

2.2.2 様々な車両のバランス理念 

FIM 及び ARRC 技術委員会は車両の相応しいバランス法を適用する権利を有す

る。FIM アジア及び ARRC 技術委員会は異なる車両間の性能差を見極めなけれ

ばならない。 
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以下が実行される方式であり、これらは随時更新される。 

・ 重量調整 

・ 基準最大回転数（ＥＣＵシステムへの調整による） 

・ BoP（性能バランス）エンジンマップ戦略を備えた専用の ECU タイプ/モ

デル。制御されるパラメータには、RPM 制限、トルク曲線、スロットル位

置、燃料流量、その他の必要な機能がある。 

・ スロットルボディーサイズによるバランス 

・ エンジンパーツコンセッション 

・ 取り回し及びサスペンションパーツコンセッション 

・ 必要に応じて適切な性能調整法が適用される。 

・ Aprllia RSV4 1100 の譲許部品は、MFJ が承認した部品に準拠するもの

とする。 

 

2.2.3 車両最低重量 

 競技会中、車両重量及び燃料タンクと残燃料を含む総重量は下記の最低重量より 

下回ってはならない。 

最低重量を満たすためのバラストの使用が認められる。バラストを使用する場

合、設置又は使用する度に FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに申告

し、変更のある場合は必ず再検査を受けなければならない。バラストは、総合算

目標重量に適合するように追加することが可能とする。 合計最大 9kg まで追加

することが認められる。 

ASB1000 ASB エボルーション 

最低車両重量 １７３Kg １８３Kg 

最大車両重量 １８２Kg １９２Kg 

目標合算重量※ ２４５Kg ２５５Kg 

※ 目標合算重量は、オートバイの重量とライダーがフルレーシングギアを着用

した状態での総重量の合算として定義される。 

 

プラクティス及びクォリファイセッション中、ライダーは車両を重量検査に提出

 することを要請される場合がある。ライダーは如何なる場合であってもこの要請

 に従わなければならない。 

 

レース終了後の最終車両検査において選ばれた車両は、レース終了時の状態で重

 量が計測され、この最低重量を満たしていなければならない。車両には如何なる

 物も付加されてはならない。これには全ての液体も含まれる。 

 最低車両重量及び総合算重量には、許容誤差値は設定されない。 
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2.2.4 ナンバー及びナンバープレート 

アジアロードレースに受理された各ライダーは、年間をとおして使用する自身の

ナンバーを選択することができる。１から 10 までは前年の選手権における選手

権ポイントランキング用とする。 

 

2.2.4.1 バックグラウンドの色は白とし、数字は黒または暗い色とする。 

 

2.2.4.2 フロントナンバーのサイズは 

i.  最低高:   140 mm 

ii.  最低幅:   80 mm 

iii.  数字の太さ:     25 mm 

iv.  数字間の最低間隔:   10 mm 

 

2.2.4.3 全てのサイドナンバーのサイズは 

v.  最低高:   120 mm 

vi.  最低幅:   60 mm 

vii. 数字の太さ：  25 mm 

viii.  数字間の最低間隔:   10 mm 

 

2.2.4.4 指定されたライダーのナンバー（及びプレート）は以下の通り車両に確実に取 

り付けられなければならない。 

 

i.  一つはフロントでフェアリングセンターまたは左右のどちらかとする。数字は 

ナンバープレートの全方向より 25 ㎜空け、如何なる広告も禁止されるエリア 

を開け、センターに入れなければならない。 

 

ii. 車両の左右両側に入れる。推奨する位置は車両の両サイドでメインフェアリン 

グ下部後端付近（ベリーパン）とする。ナンバーはバックグラウンドの中央に 

入れられなければならない。 

 

2.2.4.5 ナンバーの承認フォントタイプは下記とする。 

 i.  フュチュラヘヴィー及びフュチュラヘヴィー・イタリック 

ii.  ユニバースボールド及びユニバースボールド・イタリック 

iii. オリバースメッド及びオリバースメッド・イタリック 

iv. フランクリンゴシック及びフランクリンゴシック・イタリック 
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2.2.4.6 上記フォント以外の場合、その字体及びレイアウトが FIM ARRC テクニカルデ 

ィレクターの事前承認が第 1 戦の最低 2 週間前までに必要とされる。全ての数 

字はスタンダードフォームでなければならない。 

 

2.2.4.7 数字のアウトライン（縁取り）は対比色とし、最大幅は 3 ㎜とする。バックグ 

ラウンドの色は、数字の周り（縁取り含む）が明確に視認できるものでなけれ 

ばならない。蛍光または反射タイプの数字は認められない。 

 

2.2.4.8 数字を重ねることは認められない。 

数字の視認性に関する疑義が生じた場合、ARRC FIM アジアテクニカルディレ 

クターの裁定が最終のものとされる。 

 

 

 

2.2.5  燃料 

全ての ASB1000 車両は、オーガナイザー又はプロモーターが支給する無鉛ガ 

ソリンを使用しなければならない。 

 

2.2.6 タイヤ 

2.2.6.1 タイヤは公式タイヤサプライヤーであるダンロップから提供される。 

 

2.2.6.2 各大会毎に最大 8 本のフロントと８本のリアタイヤのみ使用が認められる。 

 

2.2.6.3 これらはレースウィークエンドに使用可能な最大本数とする。配給内容の変更 

のある場合、エントラントに連絡される。 
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2.2.6.4 最大 4 セットのウェットタイヤがレースウィークエンドに供給される。 

 

2.2.6.5 全ての使用済みタイヤ及び未使用のタイヤは、レース後に公式タイヤサプライ 

ヤーに返却されなければならない。 

 

2.2.6.6 如何なる変更（カットやグルービング）も認められない。 

  

2.2.6.7 フリープラクティス、クォリファイプラクティス、ウォームアップ及びレース 

で使用するドライタイヤは、公式タイヤサプライヤーンによる識別番号が付さ 

れたステッカーによりマークされる。 

  

2.2.6.8 ライダーまたはチームの判断により、レースで使用するタイヤをドライにする 

かウェットタイヤにするか選択することが出来る。 

 

2.2.6.9 タイヤの選択は、公式サプライヤー代表により無作為に行われる。チームメイ 

ト間であっても、また、レースディレクションの許可無しに公式タイヤサプラ 

イヤーによっても一度指定されたタイヤを交換することは認められない。 

 

2.2.6.10 ステッカーには、各ライダーの識別番号が記され、各配布時に異なる色の者が 

使用される。 

 

2.2.6.11 ステッカーは、タイヤのサイドウォール右側に貼付しなければならない。 

 

2.2.6.12 FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに任命されたオフィシャルまたは人 

員は、ピットレーンにおいて車両が正しくステッカーを貼付されているか確認 

する。ステッカーの無いタイヤ車両の場合、適切な指示を仰ぐため速やかにレ 

ースディレクションに報告しなければならない。 

 

2.2.6.13 特例的な事情において、ステッカーの損傷や誤って貼付した場合、FIM アジア 

ARRC テクニカルディレクターの判断により追加の 1 枚を支給することが出 

来る。 

 

2.2.6.14 しかし、その場合、損傷したステッカーの返還、または貼付した無傷のタイヤ 

を FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに提示しなければならない。 
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2.2.6.15 レッドフラッグが提示された場合、損傷を受けた車両のタイヤをピットレーン 

内で確認し、新たなタイヤへの交換となる場合がある。損傷の度合いは、公式 

サプライヤーにより確認される。 

 

2.2.7 エンジン 

2.2.7.1 各大会において、最大 2 基のエンジンの使用が認められる。全てのエンジン 

は、最初のプラクティス終了後に車検及び安全確認時に封印される。 

 

2.2.7.2 エンジン交換を行う場合、変更理由を明記し、書面による要望を行い、エンジ 

ンの封印は、FIM アジア ARRC テクニカルディレクターの承認を受けるまで開 

けてはならならない。FIM アジアテクニカルディレクターは、問題のある交換 

されたエンジンの確認を要請することが出来る。 

 

2.2.7.3 上記以外、大会期間中は、ARRC FIM アジアテクニカルディレクターによる必 

要性が生じ無い限り、エンジンは封印されていなければならない。 

 

2.2.8 フュエルインジェクションシステム 

2.2.8.1 以下のように特別に認められている場合を除き、フュエルインジェクションシ 

ステムは、公認時のものとし、如何なる改造も認められない。フュエルインジ 

ェクションシステムとは、スロットルボディー、フュエルインジェクター、可 

変インテークトラクトデバイス及びフュエルプレッシャーレギュレーターを指 

す。 

 

2.2.8.2 インジェクターは交換することが認められるが、一般生産型の物でなければな 

らない。インジェクターの数は、公認時または車両が生産された時と同じでな 

ければならない。 

 

2.2.8.3 可変長インテークトラクトデバイスはオリジナルの車両に装備されている場合 

に使用することが出来る。それは、装備されているものと同様に作動しなけれ 

ばならない。 

 

2.2.8.4 スロットルボディーは公認時に装備されているものとし、如何なる改造も認め 

られない。ただし、アプリリア RSV4 1100 については、以下のスロットル 

ボディの使用が認めらる。 

2.2.8.4.1 部品番号 1A026714 (スロットルボディー、フロント) 

2.2.8.4.2 部品番号 1A026715 (スロットルボディー、リア) 
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2.2.8.4.3 部品番号 1A026562 インシュレータープレートおよび部品番号  

1A026530 インテークインシュレーターホースバンド 

 

2.2.8.5 バタフライバルブは公認時に装備されていたものまたは以下の制限を遵守した 

公認パーツのみ認められる。 

2.2.8.5.1 セカンダリースロットルバルブ及びシャフトは取り外したりオープ 

ンポジションに取り付けることが出来、電子機器は接続を断つか取 

り外すことが出来る。 

 

2.2.8.6 ライドバイワイヤとして知られている電子制御式スロットルバルブは、公認時の 

車両に装備されている場合のみ使用することが認められる。 

 

2.2.8.7 大気及び空気と燃料の混合のみスロットルボディーバタフライを介して燃焼室 

に送り込むことが認められる。 

 

2.2.8.8 スロットルボディークランプは変更することが出来る。 

 

2.2.8.9 エアファンネルまたはベルマウスは、公認オートバイの製造元が製造した純正 

品でなければなりません。ただし、アプリリア RSV4 1100、ヤマハ YZF- 

R1、YZF-R1M、スズキ GSX-R 1000 については、以下の部品が承認され 

ている。 

 

2.2.5.9.1 アプリリア RSV4 1100 については、2B013432 および  

2B013433 エアファンネルセットが許可されている。 

 

2.2.8.9.2 ヤマハ YZF-R1 及び YZF-R1M、GYTR B3L14440B8000 エ 

アファンネルセットは認められる。 

 

2.2.8.9.2 スズキ GSX-R1000 は、第 1 及び第 4 シリンダーのセカンドファ 

ンネルを取り外すことが認められる。 
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2.2.9 燃料供給 

 2.2.9.1 フュエルポンプ及びフュエルプレッシャーレギュレーターは、公認さ 

れた車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでな 

ければならず、改造は認められない。ただし、Aprilia RSV4 1100  

は、部品番号 2B013251 の燃料ポンプの使用が認められる。 

 

 2.2.9.2 フュエルプレッシャーは、公認された車両用にマニュファクチャラー 

が生産したオリジナルのものでなければならない。 

 

 2.2.9.3 燃料タンクから供給パイプアッセンブリ―（除く）へのフュエルライ 

ンは交換することができる。 

 

 2.2.9.4 フュエルベントラインは交換することが出来る。 

 

 2.2.9.5 フュエルフィルターを追加することが出来る。 

 

 2.2.9.6 クイックコネクターの使用または追加が認められる。 

例：ドライブレーキコネクター等 

 

2.2.10 シリンダーヘッド 

 2.2.10.1 シリンダーヘッドは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生 

産したオリジナルのものでなければならず、改造は認められない。 

 

 2.2.10.2 ヘッドガスケットは自由とする。 
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2.2.10.3 バルブ、バルブシート、ガイド、スプリング、タペット、オイルシー 

ル、シム、コッタ―バルブ、ロッカーアーム、スプリングベース及 

びスプリングリテイナーは、オリジナルとして生産され、公認され 

た車両のマニュファクチャラーが供給した時と同じ位置になければ 

ならない。但し、ヤマハ YZF-R1、YZF-R1M 及びスズキ GSX- 

R1000 の以下のアイテムは例外とする。 

 

2.2.10.3.1 Yamaha YZF-R1 および YZF-R1M 用。 

GYTR 2CRA21107200 バルブスプリングセットの使用 

が認められる。 

 

2.2.10.3.2 Suzuki GSX-R 1000 用。 

ヨシムラ ST-R 220-50A-1000 吸気バルブスプリング 

セットの使用が認められる。 

 

 2.2.10.4 バルブスプリングシムは認められない。 

 

 2.2.10.5 通常のメンテナンスサービスにあるバルブラッピングは認められる。 

 

2.2.11 カムシャフト 

カムシャフトは公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナ 

ルのものでなければならず、改造は認められない。但し、ヤマハ YZF-R1、

YZF-R1M 及びスズキ GSX-R1000 の以下のアイテムは例外とする。 

 

2.2.11.1.1 ヤマハ YZF-R1 及び YZF-R1M、GYTR B3L14440B8000  

及び B3L121808000 カムシャフトは認められる。 

 

2.2.11.1.2 スズキ GSX-R1000、ヨシムラ ST-R カムシャフト 210-50A- 

0011 及び 210-50A-0021 カムシャフトは認められる。 

 

2.2.12 カムシャフトスプロケットまたはギヤ 

 2.2.12.1 カムシャフトスプロケット/ギアは手動調整式のタイプに変更するこ 

とが出来る、あるいは、ストックカムシャフトスプロケット/ギア 

は、そのような改造を行うために調整することが出来る。例：ボル 

トホールスロッティング 
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 2.2.12.2 加圧されたカムスプロケットを調整可能なボス及びカムスプロケット 

に交換されても良い。 

 

 2.2.12.3 バリアブル（可変）カムフェージング（位相）タイプのカムシャフト 

スプロケット/ギヤは、公認車両の一般生産車両に装備されている場 

合使用することが認められる。 

 

2.2.13 シリンダー（シリンダーブロック） 

シリンダーは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナル 

のものでなければならず、改造は認められない。 

 

2.2.14 ピストン、ピストンリング、ピン及びクリップ 

 2.2.14.1 公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも 

のでなければならず、改造は認められない。但し、スズキ GSX-R  

1000 の以下のアイテムは例外とする。 

 

2.2.14.2 ピストンのバルブポケットは追加の切削が認められる。 

 

 2.2.14.3 全てのピストンリングが取り付けられていなければならない。 

 

2.2.15 コネクティングロッドアッセンブリー 

公認されたパーツでなければならず、如何なる改造も認められない。しかし、信

頼性の向上を目的とし、チタニウム製のコネクティングロッドを、同一マニュフ

ァクチャラーの同じか似通ったモデル名または VIN 番号を持つスチール製のコネ

クティングロッドに交換することが出来る。 

 

2.2.16 クランクシャフト 

  公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなけれ 

ばならず、改造は認められない。 

 

2.2.17 クランクケース/ギアボックスハウジング 

 2.2.17.1 クランクケースは公認パーツとし、一切の改造は認められない。 

 

2.2.17.2 クランクケース内を真空にするためのポンプの追加は認められない。 
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2.2.17.2.1 公認された車両に真空ポンプが装備されている場合、公認 

された時の用途の場合のみ認められる。 

 

2.2.18 側面カバー（エンジンサイドカバー）及び保護 

 2.2.18.1 側面カバーは変更、改造または交換することが認められる。変更また 

は改造する場合、カバーはオリジナルと同等以上の耐久性を持たせな 

ければならない。 

 

 2.2.18.2 転倒時に路面と接触する恐れのあるオイルを含む全ての側面カバー/ 

エンジンケースは、金属製（アルミニウム合金、ステンレススチー 

ル、スチールまたはチタニウム）の追加のカバーで保護されなければ 

ならない。 

 

 2.2.18.3 追加のカバーは、オリジナルカバーの最低 1/3 をカバーしなければ 

ならない。トラック路面に損傷を与えるような鋭利な角であってはな 

らない。 

 

2.2.18.4 これらカバーは、確実かつ強固に最低３つのケースカバーボルトでオ 

リジナルカバー/エンジンケースをクランクケースに固定していなけ 

れならない。 

 

 2.2.18.5 貼付式の追加カバーは認められない。 

 

2.2.18.6 オイルを含むエンジンカバーはスチールボルトで固定しなければなら 

ない。 

 

 2.2.18.7 FIM 公認カバーは、その素材、寸法に関係なく使用が認められる。 

 

2.2.18.8 FIM アジア ARRC テクニカルダイレクターは、安全が確認されない 

側面カバー及びプロテクションカバーを拒否する権利を有する。 

 

 2.2.18.9 このカバーに追加し、アルミニウムまたはスチール製のプレートまた 

はクラッシュバーが認められる。このようなデバイスは全て突然起 

こりうる衝撃、磨滅及び転倒による損傷に耐えうるものでなければ 

ならない。 
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2.2.19 トランスミッション及びギアボックス 

 2.2.19.1 トランスミッション及びギアボックスは、公認された車両用にマニュ 

ファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならず、い 

かなる改造も認められない。 

 

2.2.19.2 ギア比及び変則ギア数は、公認された車両用にマニュファクチャラー 

が生産したオリジナルのものでなければならず、変化を持たせてはな 

らない。 

 

 2.2.19.3 FIM アジア ARRC 技術委員会が認めたもののみ、または公認クイッ 

クシフターシステムのみ認められる。（ワイヤ及びポテンショメータ 

ー含む） 

 

2.2.19.3.1 シフトロッドセンサーの追加が認められる。 

 

 2.2.19.4 ギアボックスへのオートセレクター機構の追加は認められない。 

 

2.2.19.5 電子式または油圧式作動シフターは認められない。 

 

2.2.19.6 カウンターシャフトスプロケット、リアホイールスプロケット、チェ 

ーンピッチ及びチェーンサイズは交換することが出来る。 

 

2.2.19.7 カウンターシャフトスプロケットカバーは装備されていなければなら 

ないが、改造することが認められ、安全上、追加の穴あけは 15mm 

より小さいものでなければならない。 

 

2.2.19.8 リアフェンダーと合体式でないトップチェーンガードは取り外すこと 

が出来る。 

 

2.2.20 クラッチ 

2.2.20.1 公認車両が使用している場合のみ、ドライクラッチの使用が認められ 

る。 

 

2.2.20.2 クラッチは、湿式を維持していなければならず、乾式への変更は認め 

られない。 
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 2.2.20.3 公認車両が装備している場合のみ、油圧式クラッチの使用が認められ 

る。 

 

  2.2.20.3.1 クラッチの作動方式はケーブル式を維持し、油圧作動式へ 

の変更は禁止される。 

 

 2.2.20.4 バックトルクリミットまたはスリッパ―クラッチシステムの使用が認 

められる。 

 

 2.2.20.5 クラッチスプリングは自由とし、プリロードされたものはシムの追加 

により変更が出来る。 

 

 2.2.20.6 クラッチプレートは自由とする。 

 

 2.2.20.7 クラッチケーブルのタイプは自由とする。 

 

2.2.21 オイルポンプ及びオイルライン 

 2.2.21.1 公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも 

のでなければならず、改造は認められない。 

 

 2.2.21.2 オイルラインは改造または交換が認められる。 

 

2.2.21.3 正圧を含むオイルラインが変更される場合、圧印コネクターを持つメ 

タル強化構造でなければならない。 

 

 2.2.21.4 オイルパンは、アフターマーケット製のユニットまたはその他プロダ 

クションモデルのものを使用することが出来る。 

 

2.2.22 クーリングシステム、ラヂエター及びオイルクーラー 

 2.2.22.1 ラヂエター及び全クーリングシステム内には水のみが認められる。 

一切の添加物、不凍液、ラヂエタークーラントまたはその他液体は 

認められない。 

 

 2.2.22.2 ラヂエターキャップは自由とする。 
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 2.2.22.3 ラヂエター及び取り付けブラケットは交換することが出来るが、取り 

付け位置は公認時の取り付け位置を維持していなければならない。 

 

 2.2.22.4 追加のラヂエター及びオイルクーラーが認められるが、フロント及び 

リアの外観は公認時のものと同じでなければならない。 

 

 2.2.22.5 公認時の熱交換器（オイル/水）はオイルクーラー及び冷却回路とは 

別のチューブに交換することが出来る。オリジナルのオイルラヂエタ 

ーが装備されている場合、それも交換することが出来る。 

 

2.2.22.6 ラヂエターに向かってエアの流れを増加させるための追加のラヂエタ 

ーシュラウド及びインナーエアダクトは認められるが、車両のフロン 

ト及びリアの外観並びにプロフィールを変更することは出来ない。 

 

2.2.22.7 オイル及び/あるいはウォーターラヂエター前部へのプロテクティブ 

メッシュの追加が認められる。 

 

 2.2.22.8 クーリングシステムのホース及びキャッチタンクは変更することが出 

来る。 

 

2.2.23 エアボックス 

2.2.23.1 以下に明確に許可されている場合を除き、エアボックスは公認された 

車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなけれ 

ばならない。 

 

  2.2.23.1.1 エアフィルターエレメントは自由とする。 

 

  2.2.23.1.2 エアボックスドレーン口は、封印されなければならない。 

 

2.2.23.1.3 全ての車両（エンジン）はクローズトブリーザーシステム 

なければならない。全てのオイルブリーザーラインは接 

続され、オイルキャッチタンクを介してエアボックス内 

に排出されなければならない。 

 

 

 



26 

 

 2.2.23.2 Aprilia RSV4 1100 には、エアフィルター上部ハウジングカバー 

（部品番号 2B013431）とフィルターハウジングベース（部品番号  

2B013429）の使用が認められる。 

 

 2.2.23.2 フェアリングとエアボックス間のオリジナルのエアダクトは公認時の 

ものまたは以下の改造範囲内の公認パーツとする。 

 

  2.2.23.2.1 開口部に装備されたオリジナルのパーティクルグリル又は 

ワイヤーメッシュは取り外されても良い。 

 

2.2.24 エキゾーストシステム 

 2.2.24.1 エキゾーストパイプ及びサイレンサーは改造及び変更することができる 

エキゾーストパイプ及びサイレンサーの材質は自由とする。 

 

 2.2.24.2 サイレンサーは、公認された車両と同じ側並びに位置になければなら 

ない。 

 

 2.2.24.3 安全上、エキゾーストパイプの露出した先端は鋭利な先端を避けるた 

め、丸められていなければならない。 

 

 2.2.24.4 カタリティックコンバーターは取り外されなければならない。 

 

 2.2.24.5 エキゾーストシステムのラッピングは認められないが、安全上、ライ 

ダーの足またはフェアリングが接触する部分については熱から保護 

するために例外とする。 

 

 2.2.24.6 ASB1000 の音量規制値は 107ｄB/A とする。（レース後は＋３ 

dB/A）音量測定は以下のとおり行われる。 

 

2.2.24.6.1 4 気筒車両の場合、5500rpm 

 

2.2.24.6.2 2 気筒車両の場合、5000rpm 
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2.2.25 電気及び電子装置 

2.2.25.1 イグニッション/エンジンコントロールユニット（ECU） 

 

  2.2.25.1.1 全てのエンジンコントロールユニット（ECU）は、FIM 

アジア ARRC 技術委員会の事前承認が必要とされる。 

 

  2.2.25.1.2 ECU とオリジナルのワイヤリングハーネスを繋げるため 

の特別なコネクター/アダプターが使用されても良い。 

 

  2.2.25.1.3 ソフトウェア、チューニングツール、ダウンロード/コネ 

クションケーブル、アクティベーション、ワイヤリング 

ハーネス及びアップグレードを含む総合計の価格は、社 

会一般的価格とし、選手権の全チームが購入できるもの 

でなければならない。 

 

  2.2.25.1.4  ECU（ソフトウェア及びアクティベーション）及びハー 

ネスパーツは、個々に料金設定され、販売されなければ 

ならない。 

 

2.2.25.1.5 ソフトウェア及びファームウェアは供給されなければなら 

ず、当該車両マニュファクチャラーによって承認されなけ 

ればならない。FIM アジア ARRC 技術委員会に対してソ 

フトウェア/ファームウェアは提供され、それが使用され 

る前に公認リストに掲載されなければならない。 

 

2.2.25.1.6 マニュファクチャラーは、FIM アジア ARRC 技術委員会 

にソフトウェアチェックのためのツールとソフトウェアを 

提供しなければならない。 

 

2.2.25.1.7 シーズンを通してマニュファクチャラーはソフトウェアの 

最新化を行うことが出来、その最新化は当該システムを利 

用するユーザー全てに無料かつ同時に行われなければなら 

ない。チームによる最新化は義務とはされない。 

 

  2.2.25.1.8 エンジンコントロールユニット（ECU）は位置を変更す 

ることが出来る。 
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2.2.25.1.9 コーナー特化型電子制御 - コーナー特化型電子制御の使 

用が認められる。 

  

   2.2.25.1.9.1 電子制御システムは、あらかじめ定義されたト 

ラック位置、GPS 位置情報、ラップ距離、ま 

たはマッピングされたサーキットセクターに基

づいて、エンジン性能、トルク伝達、トラクシ

ョンコントロール、エンジンブレーキ、アンチ

ウィリー、スライドコントロール、またはその

他の関連パラメータを変化させることが出来

る。 

 

2.2.25.1.9.2 システムは、型式認証または宣言されたとおり、 

モーターサイクルごとに単一の ECU を使用して 

動作しなければならない。 

 

2.2.25.1.9.3 レース中の外部通信、リモート調整、またはラ 

イブテレメトリに基づく制御パラメータの変更 

は許可されない。 

 

  2.2.25.1.10 公認モデル用にモーターサイクルマニュファクチャラー 

が販売するオプション装備は、車両の公認には含まれ 

ず、公認電子装置/データロガーの要件に従わなければな 

らない。 

 

  2.2.25.1.11 大会期間中、FIM ARRC テクニカルディレクターは、チ 

ームに対し ECU またはマニュファクチャラーから支給さ 

れたサンプルとともに外部モジュールを交換するよう要 

請する権限を有する。全チームは、この要請に従わなけ 

ればならない。 

 

  2.2.25.1.12 シフトロッドセンサー、ホイールスピードセンサー及び 

ラムダセンサー以外に制御方策のためのセンサーを追加

することは出来ない。これらセンサーは、方策（クロー

ズトループラムダ）として必要な場合、キット ECU 及び

ハーネスパッケージに含まれていなければならない。 
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  2.2.25.1.13 公認車両に装備されていないその他追加の電子ハードウ 

ェア装備は、以下を除き追加することは認められない。 

 

2.2.25.1.14 抵抗器/ロードは、ECU エラーを避けるため、取り外さ 

れた電気システム（ライト及びラムダセンサー含む）の 

パーツ交換時に追加することが出来る。 

 

2.2.25.1.15 ABS 交換/バイパスを取り付け及び/または ECU を残し 

ABS ユニットの取り外しをすることが出来る。 

 

  2.2.25.1.16 スタンドアローンユニットの場合、ロガーは全レースチ 

ームに対して販売可能とし、FIMARRC 公認データロガ

ーリストに掲載されていなければならない。 

 

  2.2.25.1.17 公認データロギングシステムの特徴は下記のとおりとす 

る。 

 

  2.2.25.1.18 販売価格は公共価格とし本選手権に参加する全チームが 

購入可能でなければならない。 

 

  2.2.25.1.19 下記のデータロギングは、車両のオリジナルセンサーに 

センサーを追加することによってなされなければならな 

い。センサーのリストは下記とする。 

i. フォークポジション 

ii.  ショックポジション 

iii.  フロントブレーキプレッシャー 

iv  リヤブレーキプレッシャー 

v.  ブレーキディスク温度センサー 

vi  フュエルプレッシャー（温度とは別） 

vii  オイルプレッシャー 

viii  オイル温度 

ix  トランスポンダー/ラップタイムシグナル 

x   GPS ユニット(ラップタイミング及びトラック位置) 

      Xi  タイヤ空気圧センサー（Tire Pressure Monitoring  

Ssytem） 
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2.2.25.1.20 センサーは単純機能でなければならない。公認された車両に完成 

プラットフォームがインストールされていない場合、慣性プラッ 

トフォームを追加することは認められない。 

 

2.2.25.1.21 ECU からの公認データロガーへの CAN（またはその他データプ 

ロトコール、k-line、lin）交信は、CAN チャンネルロガー数に制 

限無く認められる。データロガーは、如何なる方策または ECU セ 

ッティングを管理するものであってはならない。但し、オリジナル 

ダッシュボードが取り外されている場合、オリジナルのダッシュボ 

ードシグナルの複製をすることは出来る。ロガーは、このセッティ 

ング変更を自動化してはならない。 

 

 2.2.25.1.22 ラムダドライバーモジュール、クイックシフターや CAN へのアナ 

ログ等、他の活性化、管理、計算ユニットは、販売尾価格を公表 

し、選手権に参加する全てのチームが購入できなければならな 

い。これらデバイスは FIM ARRC 承認を必要とする。 

   

2.2.25.1.23 テレメトリーは禁止される。 

 

 2.2.25.1.24 エンジン作動状態または車両走行状態時の車両へのデータ交信や 

セッティングのための遠隔操作またはワイヤレスコネクションは 

認められない。 

 

 2.2.25.1.25 公認を受けるためには、ECU キット、キットハーネス及びチュー 

ニングツールを含む外部モジュールのサンプルがテクニカルデー 

タと販売価格と共にマニュファクチャラーから選手権シリーズ開 

催の最低 3 週間前までに FIM アジア ARRC 技術委員会に提出さ 

れなければならない。モーターサイクルマニュファクチャラーは 

FIM アジア ARRC 技術委員会に ECU ソフトウェア管理のための 

ツールを提供しなければならない。 

 

 2.2.25.1.26 外部モジュールは、ライドバイワイヤシステムまたはイグニッシ 

ョンコイル及びフュエルインジェクターを除く車両の如何なる部

分のコントロール/作動に関連するセンサーシグナルを変更するも

のであってはならない。 
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2.2.25.1.27 外部モジュールには、公認された車両に装備されている場合を除 

きトラクションコントロール方法を追加することは認められな 

い。 

 

2.2.25.1.28 外部ダウンシフトブリップモジュールは、スタンダードとして入 

手できない場合のみ認められる。 

 

 2.2.25.1.29 ダッシュボードは自由とするが、スタンダードのダッシュボード 

機能（スイッチロジック及びディスプレイを含む）に代わるもの 

であり、スーパーストックキットに含まれていない場合、車両の 

その他ロジック機能に影響してはならない。電子装置の操作上必 

要である場合、それはスーパーストックキットに含まれていなけ 

ればならない。これにはデータロガーも含まれる。作動するタコ 

メーターディスプレイは残されていなければならない。 

 

 2.2.25.1.30 スパークプラグは交換することが出来る。 

 

 2.2.25.1.31 バッテリー及びバッテリーのサイズは自由とし、取り付け位置の 

変更が認められる。 

 

  2.2.25.1.31.1 バッテリーは確実に固定され外部に露出されていては 

ならない。 

 

 2.2.25.1.32 レギュレーター/レクティファイア（整流器）は自由とする。 

 

2.2.25.2 ハーネス 

  2.2.25.2.1 メインのワイヤリングハーネスは、車両マニュファクチャ 

ラーが製作し FIM が公認したキット ECU モデルと共に供 

給されたキットワイヤハーネスに交換することが出来る。 

  

  2.2.25.2.2 キットウィングハーネスはデータロギングハーネスに併合 

することができる。 

 

  2.2.25.2.3 データロギングハーネスに併合されたキットハーネスには 

９つの追加センサーが認められる。 
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  2.2.25.2.4 キー/イグニッションロックは位置変更、交換、取り外す 

ことができる。 

 

  2.2.25.2.5 オリジナルのメインウィングハーネスのカットが認められ 

る。 

 

  2.2.25.2.6 データロガ―ハーネス： 

データロガーワイヤーハーネスには、９つの認められたセ 

ンサー以外の如何なるセンサーも含まれてはならない。デ 

ータロガーワイヤーハーネスに認められた機能は、７つの 

センサーとデータロガーを接続し、データの移送及びパワ 

ー供給することである。 

 

 2.2.25.3 ジェネレーター、アルタネーター、エレクトリックスターター 

2.2.25.3.1 ジェネレーター（ACG）は、公認された車両に装備され 

ているものとし、改造は認められない。 

 

2.2.25.3.2 スターターは、オリジナルの位置にオフセットせずに取り 

付けられていなければならない。 

 

2.2.25.3.3 エレクトリックスターターは正常に作動しなければならず 

大会期間中のいつでもエンジンを始動させることができなけ 

ればならない。 

  

   2.2.25.3.3.1 車両保管中、エレクトリックスターターは、ブ 

ーストバッテリーを使用せずに適切なスピード 

でクランクを回転させ、エンジンを最低 2 秒間 

始動させなければならい。ブーストバッテリー 

は認められない。 

 

2.2.26 メインフレームボディー及びリアサブフレーム 

 2.2.26.1 ライダーまたはチームでフレームを交換する場合、スペアフレーム使 

用嘆願を FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに提出しなけれ 

ばならない。 
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 2.2.26.2 フレームは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオ 

リジナルのものでなければならず、以下に記す以外の改造は認めら 

れない。 

 

 2.2.26.3 認められたパーツ（フェアリングブラケット、ステアリングダンパー 

マウント、センサー）を取り付けるための穴あけは認められる。 

  

2.2.26.4 フレームボディー側面は、複合素材製の保護用部品で覆うことが認め 

られる。このプロテクターはフレーム形状に合うものでなければなら 

ない。 

 

 2.2.26.5 クラッシュプロテクター（プロテクティブコーン）は、既存のポイン 

トを利用しフレームまたはホイールアクスル端部に圧入し取りつける 

ことができる。例外なく、アクスルは改造することは認められない。 

 

 2.2.26.6 フレームボディーへの追加や切削は、ステアリングダンパーの取り付 

け以外は禁止される。 

 

 2.2.26.7 全ての車両には車両識別番号（VIN）がフレームまたはボディーまた 

はサブフレーム上のメタルプレートに刻印されていなければならない 

 

 2.2.26.8 エンジンマウントブラケットまたはプレートは公認された車両用にマ 

ニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならない 

 

 2.2.26.9 フロントサブフレーム/フェアリングマウントは変更、交換が認めら 

れるが、カーボンまたはチタニウム製（または類似金属）のものは認 

められない。 

 

 2.2.26.10 リアサブフレームは変更、交換することが出来、材質は自由とする 

 

 2.2.26.11 追加のシートブラケットは認められるが、非ストレスで突出しない 

ブラケットとする。アッセンブリ―または構造上の安全性を損なわ 

なければ、取り外すことが認められる。リアサブフレームへのボル 

トオンアクセサリーも取り外すことが出来る。 
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 2.2.26.12 ブラケットまたはマウントポイントは、フレームに溶接してはなら 

ない。 

 

 2.2.26.13 ボルトオンタイプのブラケットは交換、改造、取り外すことが出来 

る。 

 

 2.2.26.14 ボルトオンアクセサリーは取り外すことが出来る。 

 

 2.2.26.15 ペイントスキームは制限されないが、フレームボディーまたはサブ 

フレームの研磨は認められない。 

 

2.2.27 事前に組まれたスペアフレーム及びスペア車両 

フレームの交換が必要となった場合、ライダーまたはチームは FIM アジア

ARRC テクニカルディレクターにスぺアフレームの使用について申請しなけれ 

ばならない。事前に組まれたスペアフレームが FIM アジア ARRC テクニカルデ 

ィレクターに提示され、車両組み込みの承諾を得なければならない。 

 

2.2.27.1 事前に組まれたフレームは下記のとおりとする。 

i. メインフレームアッセンブリ― 

ii. ベアリング（ステアリングヘッドアッパー及びロワートリプルクラン

プ、スイングアーム他） 

iii. スイングアーム 

iv. リアサスペンションリンケージ及びショックアブソーバー 

v. アッパー及びロワートリプルクランプ 

vi. ワイヤリングハーネス 

 

2.2.27.2 再生された車両は、使用前に車検員による安全確認を受け、車両のフ 

レームに新たなシールが貼付されなければならない。 

 

 2.2.27.3 完全なスペア車両を使用することも認められるが、その場合は、登録 

されたメインの車両が損傷を受け、競技者がセッションを逃してしま 

った場合やレースを完走できなかった場合とする。チームは書面で 

FIM アジア ARRC テクニカルダイレクターに車両変更を申請しなけ 

ればならない。 
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 22.27.4 それ以降の競技会において損傷車両は保管され、その車両のパーツが 

スペアパーツとして使用されないようにされる。 

 

手順の説明 

・ 1 台の車両のみ事前テクニカルチェックに提示することが認められ、そ

の車両のみがトラック上、プラクティス、予選、ウォームアップ及びレ

ース時にピットボックスの展示スペースに置くことが出来る。 

 

・ 転倒し損傷を受けた車両のフレーム交換が必要であると判断したチーム

は、FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに申告しなければなら

ない。車両が転倒その他事故により損傷を受けた場合、事前に組み込ま

れたスペアフレームを使用し車両を再生することが認められる。 

 

・ 再生した車両の組み上げが完了した時点で、車検及び安全チェックを受

け、公式にシールが貼付される。 

 

・ 損傷を受けた車両のシールは車検員によって破棄され、当該車両のシャ

ーシは当該大会期間中に使用することは認められない。 

 

・ 新たな識別番号が FIM アジア ARRC テクニカルディレクターによって

記録される。 

 

・ 損傷を受けた車両のパーツは、新たな再生車両に利用することが出来る 

 

・ 交換した新たな車両は、車両が損傷を受けたプラクティス、予選セッシ

ョンまたはレース終了後以降でなければトラック上で使用することは認

められない。 

 

・ 損傷を受けた車両は、速やかにピットボックスから取り除かれ、ピット

ボックスの展示エリアの外に保管されなければならない。 

 

・ 事前組み込みされたスペアパーツとしてのフレームが使用され、再度転

倒や事故によりフレーム変更が必要となった場合、全く構成部品の取り

付けられていない真新しいフレームを使用しなければならない。 
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・ FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、その真新しいフレーム

を車両再生作業開始前に確認しなければならない。 

 

・ 本手順の条項に反する場合、スポーツ規則に明記された罰則の対象とな

る。 

 

2.2.28 サスペンション – 総合 

2.2.28.1 電子制御式サスペンション 

  2.2.28.1.1 アフターマーケットまたはプロトタイプの電子制御サスペ 

ンションの使用は認められない。 

電子制御サスペンションは、公認された車両に生産時点 

で装備されている場合のみ使用することが認められる。 

 

  2.2.28.1.2  電子制御バルブは公認時の状態を維持していなければなら 

ない。シム、スペーサー及びフォーク/ショックスプリン 

グでこのバルブに接続されていない場合、変更すること 

が出来る。 

 

  2.2.28.1.3 電子式サスペンションの ECU は公認時の状態を維持し、 

如何なる車両の位置情報、セクター情報をも受信してはな 

らず、サスペンションはトラック位置に調整してはならな 

い。 

 

  2.2.28.1.4 ライダーとサスペンション間の電子インターフェースは公 

認時の状態を維持していなければならない。このインター 

フェースの取り外しまたは機能を停止させる事が出来る。 

 

2.2.28.2 フロントフォーク及びステアリングダンパー 

2.2.28.2.1 フロントフォークアッセンブリーと関連するブレーキパー 

ツは、同一モデルの異なる仕様の車両と交換することが 

出来る。 

例：YZF R1 に YZF R1M のもの、または 

CBR1000RR-R に CBR1000RR-R-SP の物 
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2.2.28.2.2 ステアリングステムピヴォット位置は公認された車両の位 

置と同じ（市販車両と同じ位置）でなければならない。市 

販車両にインサートがある場合、オリジナルインサートの 

オリエンテーション/位置は変更することが出来るが、イ 

ンサートの交換または改造は認められない。 

 

2.2.28.2.3 ダストシールは、フォークが完全にオイルシール（密封） 

状態の場合、改造、変更、取り外すことが出来る。 

 

2.2.28.2.4 フォークチューブ（支柱、フォークパイプ）の表面処理は 

変更することが出来る。追加の表面処理が認められる。 

 

 2.2.28.3 電子式フォーク 

   2.2.28.3.1 電子式フロントサスペンションは、メカニカルシ 

ステムに交換することが出来る。但し、同一マニュ 

ファクチャラーの同様の公認モデルのものとする。 

 

2.2.28.3.2 電子式フォークには従来のダンピングシステムに 

変更された完全な内部パーツ（全ての電子制御を含 

む）を持つことが認められ、それらはメカニカルフ 

ォークとして考慮される。 

 

 2.2.28.4   メカニカル（機械式）フォーク 

   2.2.28.4.1 フォーク（支柱、ステム、ホイールスピンドル、 

アッパー及びロワークラウン他）は、公認された 

車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジ 

ナルのものでなければならず、如何に記す以外の 

改造は認められない。   

 

   2.2.28.4.2 公認されたフォークのオリジナル内部パーツは改 

造または変更することが出来る。 

 

   2.2.28.4.3 アッパー及びロワーフォーククランプ（トリプル 

クランプ、フォークブリッジ）は公認された車両

用にマニュファクチャラーが生産したオリジナル

のものでなければならない。 
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   2.2.28.4.4 メカニカルフォークのフォークキャップは外的調 

整を可能とするためにのみ改造または変更するこ 

とが出来る。これには公認電子フォークセットに 

含まれるメカニカルフォークレッグは含まれな 

い。 

 

   2.2.28.4.5 ステアリングダンパーは、追加または非電子式ア 

フターマーケットのステアリングダンパーに交換

することが出来る。 

 

   2.2.28.4.6 ステアリングダンパーは、ステアリングロックリ 

ミティングデバイスとして作動してはならない。 

 

   2.2.28.4.7 電子制御ステアリングダンパーは、公認された車 

両または一般公道用モデルに装備されていない場 

合、使用することは出来ない。使用される場合、 

完全なスタンダード（テクニカルまたは電子パー 

ツも公認された状態または生産されたオリジナル 

の状態）でなければならない。 

 

2.2.28.5 リアスイングアーム（リアフォーク） 

   2.228.5.1 リアスイングアームは、公認された車両用にマニュ 

ファクチャラーが生産したオリジナルのものでな

ければならず、以下以外の改造は認められない。 

 

2.2.28.5.2 強固なプロテクティブカバー（シャークフィン） 

は、シングアームに取り付けられ、常にロワーチ 

ェーン可動部、スイングアーム及びリアホイール 

スプロケット開口部を覆い、リアホイールの位置 

に関係なくライダーの身体の一部がロワーチェー 

ン可動部とリアホイールスプロケット間に挟まれ 

ることを防がなければならない。 
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   2.2.28.5.3 リアホイールスタンドブラケットは、リアスイン 

グアームに溶接またはボルトにて追加することが 

出来る。ブラケットは端部が丸められていなけれ 

ばならない。（大きな直径で）締め付けボルトは 

はめ込まれていなければならない。オリジナルの 

リアブレーキキャリパーをアンカレッジシステム 

またはポイントで固定するものがリアスイングア 

ームに追加されても良い。 

 

2.2.28.5.4 スイングアームの側面は薄いビニールカバーでの 

み保護することが認められ、合成物または構造的 

カバーは認められない。（例：ハードボンド圧 

着・カーボンファイバーカバー） 

 

   2.2.28.5.5 リアスイングアームピボットボルトは、公認時の 

状態を維持していなければならず、改造は認めら 

れない。 

 

   2.2.28.5.6 リアスイングアームピボット位置は、公認された 

車両の位置と同じ（市販車両と同じ位置）でなけ 

ればならない。市販車両にインサートがある場合 

オリジナルインサートのオリエンテーション/位 

置は変更することが出来るが、インサートの交換 

または改造は認められない。 

 

  2.2.28.6 リアショックアブソーバー（リアサスペンションユニット） 

   2.2.28.6.1 リアショックアブソーバーは、交換することが認 

められるが、オリジナルのフレーム及びリアフォ 

ーク（スイングアームまたはリンケージ）の付属 

品は公認時の状態を維持しなければならない。 

 

   2.2.28.6.2 リアサスペンションリンケージ部品の全ては、公 

認された車両に装備されたものとし、如何なる改 

造も認められない。 
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2.2.28.6.3 取り外し可能なトップショックマウントは公認さ 

れた車両に装備されたものとし、如何なる改も認 

められない。ナットはトップショックマウント上 

に固定されても良い。また、シムスペーサーは車 

高調性のためにその後ろに取り付けることが出来 

る。 

 

   2.2.28.6.4 メカニカルサスペンション：リアショックアブソ 

ーバーユニット及びスピリングは変更することが 

出来る。 

 

   2.2.28.6.5 電子サスペンション：スタンダードのシステムが 

車高調性機能を備えていない場合で、もし油圧パ 

ーツが改造されていない場合、スタンダードのシ 

ョックを改造し、ショックの長さを調整すること 

が認められる。電子ショックアブソーバーは、メ 

カ二カル式の物に変更することが出きる。 

 

2.2.29 ホイール 

 2.2.29.1 全てのホイールは公認された車両に装備されたものか部品として製作 

されたものか、同一フレーム VIN 番号及び同一モデルのものは互換性 

が認められ、使用が認められる。 

 

2.2.29.2 カーボン（または同様の複合素材）ホイールは如何なる状況において 

も認められない。 

   

2.2.29.2.1 オリジナルの車両が、スタンダードの段階で装備されてい 

る場合、それはカーボン製以外のものに交換しなければな 

らない。 

 

 2.2.29.3 ホイールは上塗りが可能とされるが、オリジナルの仕上げは剥がされ 

てはならない。 

 

 2.2.29.4 ノンスリップコーティングまたは処理はリムのビード部分に施すこと 

が出来る。 
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 2.2.29.5 ベアリングスペーサーは変更することは出来ない。 

 

 2.2.29.6 スピードメータードライブは取り外しが認められ、スペーサーとの交 

換も認められる。 

 

2.2.29.7 ホイールスペーサー及びカラーは改造、追加、交換することが認めら 

れる。 

 

 2.2.29.8 ホイールバランスウェイトは、取り除き、変更、追加することが認め 

られる。 

 

 2.2.29.9 如何なるインフレーションバルブの使用も認められる。 

 

2.2.29.10 フロント及びリアホイールアクスルは、公認された車両用にマニュ 

ファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならない。 

 

2.2.30 ブレーキ 

 2.2.30.1 ブレーキディスクは、アフターマーケット製のディスクに交換する事 

が認められるが、下記の要件を満たしていなければならない。 

 

2.2.30.1.1 ブレーキディスク及びキャリアーは、公認された車両のデ 

          ィスク及びキャリアーと同じ材質とするか、またはスチー 

ル製（最大カーボン含有量は 2.1wt%）（全ての公認され 

た車両のディスクがスチール製ではない）とする。 

 

  2.2.30.1.2 非フローティングまたはシングルピースディスクは、フロ 

ーティングディスクに交換することが出来る。ディスクキ 

ャリアは、公認された車両と同じ材質とし、スチール製ま 

たはアルミニウム製とする。 

 

  2.2.30.1.3 ブレーキディスクの外径及び内径は、公認された車両の物 

より大きいものであってはならない。 
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2.2.30.1.4 ブレーキディスクの厚みは増加しても良いが、ディスクは 

公認された車両のブレーキキャリパーに改造することなく

装備できなければならない。フローターの数は自由とする 

 

 2.2.30.2 ホイール上へのキャリアーの取り付けは、公認ディスクと同じもので 

なければならない。 

 

 2.2.30.3 フロントブレーキキャリパー（マウント、キャリアー、ハンガーを含 

む）は、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジ 

ナルのものでなければならず、改造は認められない。 

 

 2.2.30.4 リアブレーキキャリパー（マウント、キャリアー、ハンガーを含む） 

は、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナ 

ルのものでなければならず、改造は認められない。 

 

 2.2.30.5 作動液の熱を軽減する為にキャリパー、パッドとキャリパー間へのメ 

タリックシムの追加及び穴痔キャリパー製作会社によるスチール製の 

ピストンから軽合金ピストンへの変更が認められる。 

 

 2.2.30.6 リアブレーキキャリパーブラケットはスイングアームに取り付けられ 

ても良いが、ブラケットは公認された車両で使用されているキャリパ 

ーの取付位置を使用しなければならない。 

 

 2.2.30.7 この理由から、スイグアームは、リアブレーキキャリパーブラケット 

を取り付けるため溶接、穴あけまたはヘリコイルによる改造が認めら 

れる。 

 

 2.2.30.8 フロントマスターシリンダー及びブレーキフルードリザーバーは変更 

することが出来、ハンド及びフットブレーキレバーは自由とする。 

 

2.2.30.9 リアマスターシリンダーは公認された車両用にマニュファクチャラー 

が生産したオリジナルのものでなければならず、改造は認められな 

い。 
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2.2.30.10 親指で操作できるリアブレーキシステムが認められる。親指操作ま 

たは手動操作式のリアブレーキは、標準の足で操作するリアブレー 

キシステムに加えるか、それに代えて使用することが認められる。 

 

2.2.30.10.1. 純正リアマスターシリンダーのリザーバー入口にアダ 

プターを取り付けることにより親指で操作するブレー 

キシステムを接続することが出来る。 

 

2.2.30.10.2. 全ての部品は確実に固定され、安全基準に適合してい 

なければならない。本規定に別記されている場合を除 

き、リアブレーキキャリパーの改造は認められない。 

 

 2.2.30.11 フロント及びリアの油圧ブレーキラインは変更することが出来る。 

両方のフロントブレーキキャリパー用のフロントブレーキラインの 

分岐点はロワーフォークブリッジより上になければならない。 

 

 2.2.30.12 ブレーキラインのクイック（またはドライーブレーク）コネクター 

が認められる。 

  

2.2.30.13 フロントとリアのブレーキパッドは変更することが出来る。ブレー 

キパッドロッキングピン及びスプリングクリップはクイックチェン 

ジタイプに変更することが出来る。 

 

 2.2.30.14 フロントブレーキシステム冷却ダクトまたはブレーキエアスクープ 

が認められる。 

 

  2.2.30.14.1 ブレーキを完全に覆うカバーは認められない。 

ASC 02 図を参照 

  

  2.2.30.14.2 非金属素材から製造されたものとする。（例：ナイロ 

ン、プラスチック、CRP 等） 

 

  2.2.30.14.3 フロントフェンダーは、冷却ダクトまたはブレーキエア 

スクープを取り付けを実行するために若干の改造が認め 

られる。 
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  2.2.30.14.4 FIM アジア ARRC 技術委員会は、ブレーキ冷却ダクト 

またはブレーキエアスクールアッセンブリーが危険であ

ると判断した場合、拒否する権限を有する。 

 

 2.2.30.15 アンチロックブレーキシステム（ABS）は、公認された車両に公道 

用として装備されている場合にのみ使用することが出来る。しか 

し、それは完全なスタンダードの状態でなければならない。（如何 

なる機械部品、電子部品も公認時の状態のままとする。ブレーキデ 

ィスクとマスターシリンダーは除く）ABS のソフトウェアのみ改 

造することが出来る。 

 

 2.2.30.16 アンチロックブレーキシステム（ABS）を切断し、ECU を取り除 

くことが出来る。ABS ローターホイールは、削除、改造または変 

更することが出来る。 

 

 2.2.30.17 ブレーキパッドは自由とする。ブレーキパッドロッキングピンは、 

クイックチェンジタイプに改造することが出来る。 

 

 2.2.30.18 車両には、他の車両との接触等により誤って作動しないようにハン 

ドルバーブレーキレバーを保護するためのブレーキレバープロテク 

ションが装備されていなければならない。複合素材のガードは認め 

られない。材質に関わらず、FIM 公認のガードの使用は認められる 

 

 2.2.30.19 FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、安全目的を満足しな 

いガードを拒否する権利を有する。 
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2.2.31 ハンドルバー及びハンドコントロール 

 2.2.31.1 ハンドルバーは交換することが出来る。 

 

 2.2.31.2 ハンドルバー及びハンドコントロールの位置を変更することは認めら 

れる。（ブレーキマスターシリンダーは除く） 

 

 2.2.31.3 スロットルコントロールは、手で握っていないときには自動的に元に 

戻るものでなければならない。 

 

 2.2.31.4 スロットルアッセンブリ―及び関連ケーブルは改造または変更するこ 

とが認められるが、スロットルボディーとスロットルコントロールと 

の接続は、公認車両の状態を維持していなければならない。ケーブル 

式のスロットル（グリップアッセンブリ―）は、リモートドライブバ 

イワイヤグリップ/デマンドセンサーの作動時を含むオープニング及 

びクロージングケーブルが装備されていなければならない。 

 

2.2.31.5 クラッチとブレーキレバーは、アフターマーケットのものと交換する 

ことが出来る。レバーの動きの調整並びにブレーキレバーアジャスタ 

ーは認められる。 

 

 2.2.31.6 スイッチは変更することが出来るが、エレクトリックスタータースイ 

ッチ及びエンジンストップスイッチはハンドルバーに装備されなけれ 

ばならない。 

 

 2.2.31.7 モーターサイクルには有効なイグニッションキルスイッチまたはボタ 

ンがハンドルバー右側（グリップに手がある時に届く範囲）に装備 

され、作動しているエンジンを止めることが出来なければならな 

い。ボタンまたはスイッチは赤色でなければならない。 

 

2.2.32 フットレスト/フットコントロール 

 2.2.32.1 フットレスト/フットコントロールの位置は変更することは出来るが、 

フレーム上のオリジナルの取り付け位置を維持しなければならない。 

 

 2.2.32.2 フットコントロール：ギヤシフト及びリアブレーキは足によって操作 

するものでなければならない。2.2.30.10 の場合を除く 
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 2.2.32.3 フットレストはリジッド（強固）タイプまたは折り畳み式のものとす 

る。折り畳み式フットレストは自動で戻るメカニズムを備えていなけ

ればならない。 

 

 2.2.32.4 フットレストの端部は最低直径 8mm の強固な球状とする。 

 

 2.2.32.5 リジッドタイプの金属製フットレストの端部にはプラスチック製、ナ 

イロンまたは同等の素材タイプ製のエンドプラグが取り付けられてい 

なければならない。プラグの表面は可能な限り大きくデザインされて 

いなければならない。 

 

FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、安全目的を満足しないガードを 

拒否する権限を有する。 

 

2.2.33 燃料タンク 

 2.2.33.1 スタンダードの燃料タンクは、追加で 3 リットルの燃料を収納でき 

るように改造することや、あるいはサブタンクを取り付けることも認 

められる。 

 

 2.2.33.2 タンクブリーザーパイプの装備された燃料タンクにはノンリターンバ 

ルブが装備され、適切な素材で作られた最低容量 250 ㏄のキャッチ 

タンクに排出されなければならない。 

 

 2.2.33.3 燃料キャップは変更が認められる。燃料キャップは閉じられた時に漏 

れ防止になっていなければならない。更に、誤って開いてしまわない 

ように確実にロックできるものでなければならない。 

 

 2.2.33.4 ライダースペーサー/パッドは、非永久接着剤によってタンクの後部 

に取り付けることが出来る。それは発泡体パッドまたは複合素材の物 

でも良い。 

 

 2.2.33.5 タンクには、公認された車両に装備されていない場合、全体をカバー 

で覆われていてはならない。 

 

 2.2.33.6 燃料タンクの側面は、複合素材製のカバーで保護されていなければな 

らない。このカバーは燃料タンクの形状と同じでなければならない。 
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2.2.34 フェアリングとボディーワーク 

 2.2.34.1 フェアリング及びボディーワークはオリジナルパーツの複製品と交換 

する事が出来るが、レース使用であり若干の変更はあるものの（異な 

る点数、取り付け位置、フェアリングボトム等）、外観は公認車両用 

に製作したオリジナルの形状と同じでなければならない。 

 

 2.2.34.2 全てのボディーワークに関して材質、ペイント及びデカールデザイン 

は自由とする。 

 

 2.2.34.3 全般的なサイズと寸法は、オリジナルパーツと同じとし、（許容誤差 

+/-10mm）可能な限り公認された時の特徴を適用しなければならな 

い。フロントエリアの全幅は最大+10mm まで可能とする。FIM アジ 

ア ARRC テクニカルディレクターが最終判断を下す。 

 

 2.2.34.4 フェアリングブラケットは交換または変更することが出来る。 

 

 2.2.34.5 ウィンドスクリーンは、アフターマーケットのものと交換することが 

できる。ウィンドスクリーンの高さは自由であるが、それはアッパー 

フォークブリッジから垂直方向に+/-15 ㎜を許容誤差とする。ダブル 

バブルまたはワイドタイプは認められない。ライダーのクリアランス 

を確保する為、上方から見たウィンドスクリーン長は最大 25mm 短 

くすることが出来る。ウィンドスクリーンの端部は鋭利であってはな 

らない。 

 

 2.2.34.6 RAM エアダクト及びその素材は変更することが認められる。 

RAM エアインテイクは、公認時の形状及び寸法を維持していなけれ 

ばならない。 

 

 2.2.34.7 ロワーフェアリングは、エンジン破損時に、エンジンに使用されてい 

るオイルおよびエンジンクーラント総量の最低半分（最低６リット 

ル）を維持できる構造とする。フェアリング開口部の下端は、フェア 

リングの底より最低 70mm 上に設けられなくてはならない。ロワー 

フェアリングの横行壁の上端は最下部より最低 70mm 上方でなけれ 

ばならない。この壁と床面との角度は≦90°とする。 
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 2.2.34.8 ロワーフェアリングの前方部分において、40mm より下並びに車両 

のホイールアクスル間のラインより下に排出菅を設けてはならない。 

FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、追加の通気口がオイ 

ル保持要件を満足している場合に限り許可することが出来る。 

 

 2.2.34.9 水またはオイルラヂエター後方にあるロワーフェアリング前方への排 

出菅の追加は認められない。 

 

 2.2.34.10 もし、マニュファクチャラーが製作し、FIM アジア ARRC テクニカ 

ルディレクターが完全合意し、ベリーパンに加えて FIM アジアが承認 

する密封オイル含有エンジンシュラウドが取り付けられている場合、 

(2.2.34.7 に対して)例外が認められる場合がある。この場合、OEM 

排出菅はロワーフェアリング前部に認められる。 

 

 2.2.34.11 フェアリングの下方にある如何なる排出菅の内面処理も外面と重複 

させることにより車両から液体が噴出される危険性を軽減できる。 

 

 2.2.34.12 ボディーワーク側面のオリジナルの冷却用オープニングはスポンサ 

ーロゴやレタリング貼り付けのため部分的に塞ぐことが認められる 

 

 2.2.34.13 この改造は、ワイヤーメッシュまたは穿孔プレートで行われなけれ 

ばならない。 

 

 2.2.34.14 材質は自由とするが、全ての開口部の孔の中心、円の中心は同間隔 

でなければならない）製が認められる。孔または点線状の孔の下位 

行面積は 60％未満でなければならない。 

 

 2.2.34.15 車両には、ラヂエターへの空気の流れを向上させるためにラヂエタ 

ーシュラウド（インナーダクト）を装備することが出来るが、フロン 

ト、リア、側面からのプロフィールの変更があってはならない。 

 

 2.2.34.16 ロワーフェアリングには、直径 25mm の孔がフロント底部に設けら 

れなくてはならない。この孔は、ドライコンディションでは閉じられ 

競技監督がウェットレースコンディションだと宣言した場合にのみ開 

けることができる。 
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 2.2.34.17 全ての露出した端部は丸められていなければならない。 

 

 2.2.34.18 オリジナルのコンビネーションインストルメント／フェアリン 

グブラケットは交換することができるがチタニウム及びカーボン（ま 

たは類似複合素材）は禁止される。 

 

2.2.34.19 本来、ストリームライニングを装備していないモーターサイクルに 

は、いかなる形状のストリームライニングも装着することができない 

但し、ロワーフェアリング（ベリーパン）を除く。このデバイスは、 

ホイールアクスルからホイールアクスルまで水平に引かれたラインよ 

り上に超えてはならない。 

 

 2.2.34.20 フロントフェンダー/マッドガードは、オリジナルパーツのコスメテ 

ィックデュプリケート（複製したもの）に交換する事が出来る。 

 

 2.2.34.21 リヤフォーク（スイングアーム）に固定されたリヤマッドガーは、 

大きい直径のリアスプロケット取付けの為に改造すること出来る。 

 

 2.2.34.22 チェーンガードはリアマッドガードと別に考慮される。 

 

2.2.35 シート 

 2.2.35.1 シート、シートベース及び関連するボディーワークは、マニュファク 

チャラーが公認車両の為に製作した物と同様の形状のものに交換する 

ことが出来る。 

 

 2.2.35.2 リアシート周りのリアボディーワーク上部はソロシートに改造するこ 

とが出来る。 

 

  2.2.35.2.1 材質は自由とする。 

 

 2.2.35.3 フロント及びリアからの外見及びプロフィールは公認車両の形状を維 

持していなければならない。 

 

 2.2.35.4 公認またはオリジナルに製作されたシートロッキングシステム（プレ 

ートピン、ラバーパッド等）は、取り外すことが出来る。 
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 2.2.35.5 全ての露出された端部は丸められていなければならない。 

 

2.2.36 ウィング及びエアロダイナミックエイズ 

 2.2.36.1 ウィング及びその他エアロダイナミックエイズは、アジア、オセアニ 

ア、ヨーロッパの公道用車両で公認された車両に装備されている場合 

認められる。 

 

 2.2.36.2 レースでウィングを使用する場合、以下のサイズ及び公認時のプロフ 

ィールに合致していなければならない。（+/-2mm） 

 

 2.2.36.3 先端（エンドプレート含む）は、最低周囲３ｍｍとする。 

 

 2.2.36.4 全てのウィングは先端が丸められて（直径８ｍｍ）いるか、フェアリ 

ングに含まれるか合体されていなければならない。 

 

 2.2.36.5 あるいは、オリジナルの公認された車両に装備され、公道用車両が使 

用できるウィングを、フェアリングマウント以外の改造無しに取り付 

ける。 

 

 2.2.36.6 ウィングの取り付け位置は、+/-5mm で抑え角+/-2mm とする。 

 

2.2.37 ファスナー 

 2.2.37.1 スタンダードのファスナーは、如何なるデザイン及び材質の物に変更 

することが認められる。しかし、チタニウムまたはその他特殊軽合金

素材のファスナーを除くことが本規則内に明記されていたり特筆され

ている場合を除く。 

 

 2.2.37.2 強度とデザインは十分なものとし、スタンダードファスナーと比較し 

同等以上のものでなければならない。 

 

 2.2.37.3 ファスナーには、セーフティーワイヤー取り付けのための穴あけが認 

められるが、故意に軽量化のための穴あけは認められない。 

 

 2.2.37.4 フェアリング/ボディーワークのファスナーはクイックディスコネク 

トタイプのものに交換することが出来る。 
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 2.2.37.5 アルミニウム製のファスナーは、車両構造に影響しない場所にのみ使 

用することが出来る。 

 

 2.2.37.6 如何なる特殊または特製ファスナーで性能向上またはエンジン性能の 

向上に関する物は禁止される。 

 

2.2.38 以下は変更することが出来るまたは公認された車両用に製作されたものから交 

換することが出来る。 

 2.2.38.1 如何なるブレーキオイルまたはサスペンションオイルも使用すること 

が出来る。 

 

 2.2.38.2 全てのガスケット及びその材質も自由とする。 

 

 2.2.38.3 オリジナルでないパーツ（フェアリング、エキゾースト、計器類等） 

をフレーム（またはエンジン）に取り付けるためのブラケットの材 

質は、チタニウムまたは強化繊維素材であってはならない。但し、 

カーボン製のエキゾーストサイレンサーハンガーは認められる。 

 

 2.2.38.4 フレーム、チェーン及びフットレストのプロテクティブカバーは、そ 

れが公認された車両に取り付けられたオリジナルのパーツの位置を変 

更しない場合、繊維複合材等、別の材質のものが認められる。 

 

 2.2.38.5 外部ペイントワーク、デカール及びカラースキームは自由とする。 

 

 2.2.38.6 計器、計器ブラケット及び関連ケーブルは交換することが出来る。 

 

2.2.39 以下のアイテムは取り除くことが出来る 

 2.2.39.1 エアボックス内及び周囲の排気ガスコントロール装置（非公害）及び 

エンジン（O2 センサーエアインジェクションデバイス） 

 

 2.2.39.2 リアサブフレームのボルトオンアクセサリー 

 

2.2.39.3 計器、計器ブラケット及び関連ケーブル 

 

2.2.39.4 ラヂエターファン及びワイヤリング 
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2.2.39.5 冷却システム内のサーマルスイッチ、水温センサー及びサーモスタッ 

トは取り除くことが出来る。 

 

2.2.39.6 余分なハンドルバースイッチ類 

 

2.2.40 以下のアイテムは取り除かれなければならない 

 2.2.40.1 ヘッドランプ、リヤランプ及び方向指示器は取り除かれなければなら 

ないが、前方からの外観プロフィールは維持されなければならない。 

 

2.2.40.2 バックミラー 

 

2.2.40.3 ホーン 

 

2.2.40.4 ライセンスプレートブラケット 

 

2.2.40.5 工具 

 

2.2.40.6 ヘルメットフック及び荷物用フック 

 

2.2.40.7 パッセンジャー用フットレスト及び取り付けブラケット（ある場合） 

 

2.2.40.8 パッセンジャー用グラブレール 

  

2.2.40.9 セーフティーバー、センター及びサイドスタンドは取り外されなけれ 

ばならない。(固定されたブラケットはそのまま残さなければならない) 

 

2.2.40.10 触媒装置 

 

2.2.41 以下のアイテムは変更されなければならない 

 2.2.41.1 全ての車両にはクローズトブリーザーシステムが装備されていなけれ 

ばならない。オイルブリーザーパイプ/ラインは以下のとおりに接続 

されていなければならない。 

a. オイルキャッチタンクを介してエアボックスに排出しなければな

らない。 

または 
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b. 1 リットルの容量のあるオイルキャッチタンクに直接排出されな

ければならない。 

 

2.2.41.2 如何なるブリーザーパイプ/ラインも直接大気に放出してはならない 

 

2.2.41.3 ワンウェイバルブの使用で上記に置き換えることは出来ない。 

 

2.2.41.4 全てのブリーザーまたはオーバーフローパイプ/ラインは既存の排出 

口から排出されなければならない。 

 

2.2.41.5 エアボックスドレーンは封印されなければならない。 

 

2.2.41.6 以下のパーツは確実にワイヤーロックが施されなければならない。 

i. オイルドレーンプラグ 

ii. オイルフィラーキャップ 

iii. 外部オイルフィルター 

iv. 全てのホイールアクスルナット（または代わりに適切な素材の 

セーフティーピンが取り付けられなければならない） 

 

2.2.42 追加の装備 

 2.2.42.1 データロガーの使用が認められるが、テレメトリーは禁止される。 

 

 2.2.42.2 エンジン作動中またはバイクが奏功している間のリモート又はワイヤ 

レス方式により、バイクから如何なるデータ交換やセッティングを行 

う事は認められない。 
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SS600 技術仕様  
 

以下に記す規則は、公認車両に対して限られた変更を認め安全性及び各車両コンセプト間

の競技性の向上のためのものとする。 

 

本規則に明記されていない事項の一切の変更は禁止される。 

 

パーツまたはシステムで下記に明記されていないものは禁止される。 

 

SS600 車両は、FIM 公認を必要とし、FIM 公認車両リストのスーパースポーツ/スーパー

ストックカテゴリーにリストされた車両とする。特例的な状況下（COVID-19 の蔓延

等）により公認とすることが出来ない場合、FIM 公認に代わり、以下の方法が用いられ

る。 

 

― 製造会社の所属する国の公認 

― FIM アジア ARRC 技術委員会による公認 

 

全ての車両は、すでに車両製造時点で満足する装備が備わっている場合を除き、本技術規

則に明記されたロードレースの要件の一つ一つに適合していなければならない。全車両自

然吸気でなければならない。 

 

一度公認となった車両は、当該クラスに新たな規則により公認が取り消されるまで、また

は当該クラスの技術規則が変更となるまでの最大 8 年間使用することができる。 

 

フロント、リアの外観及び SS600 車両のプロフィール（特記事項のない限り）公認時の

車両または生産された形状（マニュファクチャラーによって製作された状態）を保ってい

なければならない。エキゾーストシステムの外観は除く。 
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2.3 総合仕様 

 車両の全てのパーツおよびシステムは以下の事項に記載されていない限り 

  ― マニュファクチャラーが製作したオリジナルのままとする。 

  ― 公認車両に装備されたオリジナルのままとする。 

 

同一モデル名、同一車両識別番号の製造年度の異なる公認車両同士のパーツの 

交換は、本規則に特別に同一モデル名、同一車両識別番号の製造年度の異なる公

認車両同士のパーツの交換を認めるとの記載がされているパーツを除き認められ

ない。（例：ホイール） 

 

2.3.1  参加可能車両 

 本規則は、一般公道用車両にのみ適用される。車両が、FIM 公認車両リストに含 

まれているものの、本技術規則に合致しないものがある場合、FIM アジア ARRC

技術委員会が SS600 クラスに参加が可能かどうか決定する権限を有する。 

 

 2.3.1.1 エンジン排気量、ボア及びストロークは公認時のサイズを維持してい 

なければならない。 

 

 2.3.1.2 以下の車両が参加可能とする。 

  2.3.1.2.1 HONDA CBR600RR (2017 年以降) 

  2.3.1.2.2 HONDA CBR600R-RR（2024 年以降） 

  2.3.1.2.3 KAWASAKI ZX-6R（2017 年以降） 

  2.3.1.2.4 SUZUKI GSX-R L1（2011 年以降） 

  2.3.1.2.5 YAMAHA YZF-R6 （2012 年以降） 

  2.3.1.2.6 YAMAHA YZF-R6 （2017 年以降） 

  2.3.1.2.7 SS600 ネクストジェネレーション 

   2.3.1.2.7.1 KAWASAKI ZX-6 (636) (2017 年以降) 

 

  注：上記リストは、FIM アジア ARRC 技術委員会によって改訂される 

場合がある。 
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2.3.2 車両最低重量 

 2.3.2.1 競技会中、車両重量及び燃料タンクと残燃料を含む総重量は下記の最低 

重量より下回ってはならない。 

    

SS600 SS600 

ネクストジェネレーション 

最低車両重量 １６３Kg １７３Kg 

最大車両ターゲット重量 １７２Kg １８２Kg 

総合算重量 ２３５Kg ２４５Kg 

 

2.3.2.2 最低重量を満たすためのバラストの使用が認められる。バラストを使用

する場合、事前車検時に FIM ARRC テクニカルディレクターの確認を

受けなければならない。変更のある場合、その都度確認されなければな

らない。総合算重量を満たすためにバラストの使用が認められ、それは

最大９Kg までとする。 

  

 2.3.2.3 総合算重量を満たしていない場合で、既に車両の最大ターゲット重量を 

超えている場合、重量ペナルティーは与えられない。 

 

 2.3.2.4 プラクティス及びクォリファイセッション中、ライダーは車両を重量検 

査に提出することを要請される場合がある。ライダーは如何なる場合で

あってもこの要請に従わなければならない。 

 

2.3.2.5 レース終了後の最終車両検査において選ばれた車両は、レース終了時の

状態で重量が計測され、この最低重量を満たしていなければならない。

車両には如何なる物も付加されてはならない。これには全ての液体も含

まれる。 

 

 2.3.2.6 車両の最低重量に関する許容誤差値は設定されない。 

 

※総合算重量とは車両重量にレース用装備をしたライダーの体重の合算とする。 

 

2.3.3 ナンバー及びナンバープレート 

アジアロードレースに受理された各ライダーは、年間をとおして使用する自身の

ナンバーを選択することができる。１から 10 までは前年の選手権における選手

権ポイントランキング用とする。 
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2.3.3.1 バックグラウンドの色は黒とし、数字は白黒または明るいと 

する。 

 

2.3.3.2 フロントナンバーのサイズは 

2.3.3.2.1 最低高:  140 mm 

2.3.3.2.2 低幅:    80 mm 

2.3.3.2.3 数字の太さ:     25 mm 

2.3.3.2.4 数字間の最低間隔:   10 mm 

 

2.3.3.3 全てのサイドナンバーのサイズは 

2.3.3.3.1 最低高:  120 mm 

2.3.3.3.2 最低幅:   60 mm 

2.3.3.3.3 数字の太さ：   25 mm 

2.3.3.3.4 数字間の最低間隔:   10 mm 

 

2.3.3.4 指定されたライダーのナンバー（及びプレート）は以下の通り車両に 

確実に取り付けられなければならない。 

 

2.3.3.4.1  一つはフロントでフェアリングセンターまたは左右のどち 

らか。数字はナンバープレートの全方向より 25 ㎜空け、 

如何なる広告も禁止されるエリアを開け、センターに入れ 

なければならない。 

 

2.3.2.4.2   車両の左右両側に入れる。推奨する位置は車両の両サイ 

ドでメインフェアリング下部後端付近（ベリーパン）と 

する。ナンバーはバックグラウンドの中央に入れられな 

ければならない。 

 

2.3.3.5 ナンバーの承認フォントタイプは下記とする。 

2.3.3.5.1 フュチュラヘヴィー及びフュチュラヘヴィー・イタリック 

2.3.3.5.2 ユニバースボールド及びユニバースボールド・イタリック 

2.3.3.5.3 オリバースメッド及びオリバースメッド・イタリック 

2.3.3.5.4 フランクリンゴシック及びフランクリンゴシック・イタリ 

ック 
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2.3.3.6 上記フォント以外の場合、その字体及びレイアウトが FIM アジア 

ARRC テクニカルディレクターの事前承認が第 1 戦の最低 2 週間前ま 

でに必要とされる。全ての数字はスタンダードフォームでなければなら 

ない。 

 

2.3.3.7 数字のアウトライン（縁取り）は対比色とし、最大幅は 3 ㎜とする。 

バックグラウンドの色は、数字の周り（縁取り含む）が明確に視認でき 

るものでなければならない。蛍光又は反射タイプの数字は認められない 

 

2.3.3.8  数字を重ねることは認められない。 

 

2.3.3.9  数字の視認性に関する疑義が生じた場合、FIM アジア ARRC テクニカ 

ルディレクターの裁定が最終のものとされる。 

  

2.3.4 燃料 

全ての SS600 車両は、オーガナイザーが支給する無鉛ガソリンを使用しなけれ

ばならない。 

 

2.3.5 タイヤ 

2.3.5.1 タイヤは公式タイヤサプライヤーであるダンロップから提供される。 

 

2.3.5.2 各レース大会毎に最大 5 本のスリックタイヤのみ使用が認められる。 

更に、１本のクォリファイ用スリックタイヤが、クォリファイセッシ 

ョン時のみ使用するために供給される。 

 

2.3.5.3 これらはレースウィークエンドに使用可能な最大本数とする。配給内 

容の変更のある場合、エントラントに連絡される。 

 

2.3.5.4 最大 3 セットのウェットタイヤがレースウィークエンドに供給される 

 

2.3.5.5 全ての使用済みタイヤ及び未使用のタイヤは、レース後に公式タイヤ 

サプライヤーに返却されなければならない。 

 

2.3.5.6 如何なる変更（カットやグルービング）も認められない。 
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2.3.5.7 フリープラクティス、クォリファイプラクティス、ウォームアップ及 

びレースで使用するドライタイヤは、公式タイヤサプライヤーンによる 

識別番号が付されたステッカーによりマークされる。 

 

2.3.5.8 ライダーまたはチームの判断により、レースで使用するタイヤをドラ 

イにするかウェットタイヤにするか選択することが出来る。 

 

2.3.5.9 タイヤの選択は、公式サプライヤー代表により無作為に行われる。チ 

ームメイト間であっても、また、レースディレクションの許可無しに公

式タイヤサプライヤーによって一度指定されたタイヤを交換することは

認められない。 

 

2.3.5.10 ステッカーには、各ライダーの識別番号が記され、各配布時に異なる 

色の者が使用される。 

 

2.3.5.11 ステッカーは、タイヤの右側サイドウォールに貼付しなければならな 

い。 

 

2.3.5.12 FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに任命されたオフィシャル 

または人員は、ピットレーンにおいて車両が正しくステッカーを貼付 

されているか確認する。ステッカーの無いタイヤ車両の場合、適切な指

示を仰ぐため速やかにレースディレクションに報告される。 

 

2.3.5.13 特例的な事情において、ステッカーの損傷や誤って貼付した場合、 

FIM アジア ARRC テクニカルディレクターの判断により追加の 1 枚を 

支給することが出来る。 

 

2.3.5.14 しかし、その場合、損傷したステッカーの返還、または貼付した無傷 

のタイヤを FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに提示しなけれ

ばならない。 

 

 2.3.5.15 タイヤは、レースディレクションの許可なしに、タイヤ供給会社が指 

定したものをチームメートを含むライダー間で交換してはならない。 
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2.3.6 エンジン 

2.3.6.1 各大会において、最大 2 基のエンジンの使用が認められる。全てのエ 

ンジンは、最初のプラクティス終了後に車検及び安全確認時に封印さ 

れる。 

 

2.3.6.2 エンジン交換を行う場合、変更理由を明記し、書面による要望を行 

い、エンジンの封印は、FIM アジア ARRC テクニカルディレクターの 

承認を受けるまで開けてはならならない。FIM アジア ARRC テクニカ

ルディレクターは、問題のある交換されたエンジンの確認を要請するこ

とが出来る。 

 

2.3.6.3 上記以外、大会期間中は、ARRC FIM アジアテクニカルディレクター 

   による必要が生じ無い限り、エンジンは封印されていなければならない 

 

2.3.7 フュエルインジェクションシステム 

2.3.7.1 フュエルインジェクションシステムとは、スロットルボディー、フュ 

エルインジェクター、可変インテークトラクトデバイス及びフュエルプ

レッシャーレギュレーターを指す。 

 

2.3.7.2 インジェクターは、公認時または車両が生産された時と同じでなけれ 

ばならない。 

 

2.3.7.3 インジェクターの数は、公認時または車両が生産された時と同じでな 

ければならない。 

 

2.3.7.4 スロットルボディーは公認時に装備されているものとし、如何なる改 

造も認められない。 

 

2.3.7.5 ベルマウスは、公認時に装備されているものとし、如何なる改造も認 

められない。 

 

2.3.7.6 可変長インテークトラクトデバイスは、オリジナルの車両に装備され 

ていない場合、追加することは認められない。 
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2.3.7.7 可変長インテークトラクトデバイスは、オリジナルの車両に装備され 

ている場合、使用することが出来る。それは、装備されているものと同

様に作動しなければならない。 

 

2.3.7.8 可変インテークトラクトデバイスは、公認システムに装備されていた 

ものを如何なる改造もせずに維持されてなければならない。 

 

2.3.7.9 セカンダリースロットルバルブは取り外したりオープンポジションに 

取り付けることが出来、電子機器は接続を断つか取り外すことが出来 

る。 

 

2.3.7.10 大気及び空気と燃料の混合のみスロットルボディーバタフライを介し 

て燃焼室に送り込むことが認められる。 

 

2.3.7.11 ライドバイワイヤとして知られている電子制御式スロットルバルブ 

は、公認時の車両に装備されている場合または同一システムが一般生産

モデルとして存在する場合、使用することが認められる。ソフトウェア

を含むライドバイワイヤシステムは改造が認められず、公認時のものを

維持するか本来製作されたものでなければならない。 

 

2.3.7.12 スロットルボディークランプは変更することが出来る。 

 

2.3.8 燃料供給 

 2.3.8.1 フュエルポンプ及びフュエルプレッシャーレギュレーターは、公認さ 

れた車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなけ

ればならず、改造は認められない。 

 

 2.3.8.2 フュエルプレッシャーは、公認された車両用にマニュファクチャラー 

が生産したオリジナルのものでなければならない。 

 

 

2.3.8.3 燃料タンクから供給パイプアッセンブリ―（除く）へのフュエルライ 

ンは交換することができる。 

 

 2.3.8.4 フュエルベントラインは交換することが出来る。 
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 2.3.8.5 フュエルフィルターを追加することが出来る。 

 

 2.3.8.6 クイックコネクターの使用または追加が認められる。 

例：ドライブレーキコネクター等 

 

2.3.9 シリンダーヘッド 

 2.3.9.1 シリンダーヘッドは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産 

したオリジナルのものでなければならず、改造は認められない。 

 

 2.3.9.2 シリンダーヘッドは、如何なるものも追加あるいは切削してはならない 

 

 2.3.9.3 追加の溶接は禁止される。 

 

 2.3.9.4 ヘッドガスケットは自由とする。 

 

 2.3.9.5 HONDA CBR600RR（PC40: 2013 年以降）のみ： 

   バルブスプリングは、異なるスプリング比を持つ同等のスプリングに 

交換することが出来る。 

 

2.3.9.6 バルブ、バルブシート、ガイド、スプリング、リテイナーは、オリジ 

ナルとして生産され、公認された車両のマニュファクチャラーが供給 

したもの同じものでなければならず、如何なる改造も認められない。 

 

 2.3.9.7 通常のメンテナンスサービスにあるバルブラッピングは認められる。 

 

2.3.10 カムシャフト 

2.3.10.1 カムシャフトは公認された車両用にマニュファクチャラーが生産した 

オリジナルのものでなければならず、改造は認められない。 

 

 2.3.10.2 全てのカムシャフト変更：オリジナルのカムシャフトまたは同一ロー 

ブ仕様でオリジナルのモーターサイクルマニュファクチャラーが製作 

した強化版カムシャフトのみ使用することが出来る。 
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  2.3.10.2.1 強化カムシャフトは、パーツナンバーを持ち、事前に FIM 

アジア ARRC 技術委員会の事前承認を受けていなければ 

ならない。これは、カムシャフトの破損を防ぐためのもの 

であり、如何なる手法においてもエンジン性能を向上させ 

るものではない。交換するカムシャフトは、公認時のパー 

ツと同等以上の重量を持っていなければならない。 

 

2.3.11 カムシャフトスプロケットまたはギア 

 2.3.11.1 カムシャフトスプロケット/ギアは手動調整式のタイプに変更するこ 

とが出来る、あるいは、ストックカムシャフトスプロケット/ギア 

は、そのような改造を行うために調整することが出来る。例：ボル 

トホールスロッティング 

 

 2.3.11.2 加圧されたカムスプロケットを調整可能なボス及びカムスプロケット 

に交換されても良い。 

 

 2.3.11.3 バリアブル（可変）カムフェージング（位相）タイプのカムシャフト 

スプロケット/ギアは、公認車両の一般生産車両に装備されている場合 

使用することが認められる。 

 

2.3.12 シリンダー（シリンダーブロック） 

シリンダーは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナル

のものでなければならず、改造は認められない。 

 

2.3.13 ピストン、リング、ピン及びクリップ 

 2.3.13.1 公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも 

のでなければならず、改造は認められない。 

 

 2.3.13.2 全てのピストンリングが取り付けられていなければならない。 

 

2.3.14 コネクティングロッドアッセンブリー 

公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなけ 

ればならず、改造は認められない。 
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2.3.15 クランクシャフトアッセンブリー 

  公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなけ 

ればならず、改造は認められない。 

 

2.3.16 クランクケースエンジンカバー及びギアボックスハウジング 

 2.3.16.1 公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも 

のでなければならず、改造は認められない。 

 

 2.3.16.2 転倒時に路面と接触する恐れのあるオイルを含む全てのクランクケー 

スまたはエンジンカバーは、追加のカバーで保護されなければならな   

い。 

 

2.3.16.2.1 追加のカバーは、オリジナルカバーの最低 1/3 を覆って 

いなければならない。トラック路面に損傷を与えるよう 

な鋭利な角であってはならない。 

 

  2.3.16.2.2 これらカバーは、確実かつ強固に最低３つのケースカバー 

ボルトでオリジナルカバー/エンジンケースをクランクケ 

ースに固定しなければならない。 

 

  2.3.16.2.3 貼付式の追加カバーは認められない。 

 

2.3.16.2.4 オイルを含むエンジンカバーはスチール製ボルトで固定し 

なければならない。 

 

2.3.16.2.5 FIM アジア ARRC テクニカルダイレクターは、安全が確 

認されない側面カバー及びプロテクションカバーを拒否 

する権利を有する。 

 

2.3.17 トランスミッション及びギアボックス 

 2.3.17.1 公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも 

のでなければならない。 

 

  2.3.17.1.1 安全を目的として、トランスミッションギアの材質は、強 

度の向上を目的とした場合のみ変更することが出来る。 
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  2.3.17.1.2 ギア比及び変則ギア段数は、公認された車両用にマニュフ 

ァクチャラーが生産したオリジナルのものでなければなら 

ない。 

 

  2.3.17.1.3 トランスミッション及びギアに対する上記以外の改造は認 

められない。 

 

 2.3.17.2 メカニカルクイックシフターの追加が認められる。 

 

 2.3.17.3 ギアボックスへのオートセレクター機構の追加は認められない。 

 

2.3.17.4 電子式または油圧式作動シフターは認められない。 

 

2.317.5 フロント及びリアスプロケット、チェーンピッチ及びチェーンサイズ 

は交換することが出来る。 

 

2.3.17.6 リアフェンダーと合体式でないトップチェーンガードは取り外すこと 

が出来る。 

 

2.3.18 クラッチ 

 2.3.18.1 クラッチは、湿式を維持していなければならず、ドライタイプへの変 

更は認められない。 

 

 2.3.18.2 クラッチの作動方式はケーブル式を維持し、油圧作動式への変更は 

禁止される。 

 

 2.3.18.3 バックトルクリミッターまたはスリッパ―クラッチの使用が認められ 

る。 

 

 2.3.18.4 クラッチスプリングは自由とし、プリロードされたものはシムの追加 

により変更が出来る。 

 

 2.3.18.5 クラッチプレートは自由とする。 

 

 2.3.18.6 クラッチケーブルは自由とする。 
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2.3.19 オイルポンプ及びオイルライン 

 2.3.19.1 オイルポンプは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産し 

たオリジナルのものでなければならず、改造は認められない。 

 

 2.3.19.2 メタルオイルラインは溶接又は強化する事が認められる。 

 

2.3.19.3 正圧を含むオイルラインが変更される場合、型鉄コネクターを持つメ 

タル強化構造でなければならない。 

 

2.3.20 ラヂエター、クーリングシステム及びオイルクーラー 

 2.3.20.1 ラヂエター及び全クーリングシステム内には水のみが認められる。 

一切の添加物、不凍液、ラヂエタークーラントまたはその他液体は 

認められない。 

 

 2.3.20.2 ラヂエターキャップは自由とする。 

 

 2.3.20.3 ラヂエター及び取り付けブラケットは交換することが出来るが、取り 

付け位置は公認時の取り付け位置を維持していなければならない。 

 

 2.3.20.4 追加のラヂエター及びオイルクーラーが認められるが、フロント及び 

リアの外観は公認時のものと同じでなければならない。 

 

2.3.20.5 オイル及び/あるいはウォーターラヂエター前部へのプロテクティブ 

メッシュの追加が認められる。 

 

 2.3.20.6 クーリングシステムのホース及びキャッチタンクは変更することが出 

来る。 

 

2.3.21 エアボックス 

2.3.21.1 エアボックスは公認された車両用にマニュファクチャラーが生産した 

オリジナルのものとするが、以下の改造のみ認められる。 

 

  2.3.21.1.1 エアフィルターエレメントは自由とする。 
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2.3.21.1.2 全ての車両（エンジン）はクローズトブリーザーシステム 

なければならない。全てのオイルブリーザーラインは接 

続され、オイルキャッチタンクを介してエアボックス内 

に排出されなければならない。 

 

  2.3.21.1.3 エアボックスドレーンは、封印されていなければならい。 

 

 2.3.21.2 フェアリングとエアボックス間のオリジナルのエアダクトは公認時の 

ものから改造または変更することが出来る。カーボン複合素材又は、 

ケブラー素材は禁止される。 

 

2.3.22 エキゾーストシステム 

 2.3.22.1 エキゾーストパイプ及びサイレンサーは自由とする。 

 

 2.3.22.2 チタニウム及びカーボン製エキゾースト及びサイレンサーの使用が認 

められる。 

 

2.3.22.3 エキゾーストシステムのラッピングは認められないが、安全上、ライ 

ダーの足またはフェアリングが接触する部分については熱から保護す 

るために例外とする。 

 

 2.3.22.4 SS600 の音量規制値は 105ｄB/A とする。（レース後は＋３ 

dB/A）音量測定は以下のとおり行われる。この計測は 5500rpm 

で行われる。 

 

 2.3.22.5 安全上、エキゾーストパイプの端部は鋭利なエッジとならないように 

丸められていなければならない 

 

2.3.23 イグニッション/エンジンコントロールシステム 

 2.3.23.1 ECU は自由とし、交換が認められる。 

 

 2.3.23.2 以下の電子ライディングエイドが認められる。 

  2.3.23.2.1 ダウンシフトブリッパーを含む 2 方向クイックシフター 

 

  2.3.23.2.2 トラクションコントロール及びラーンチコントロール 
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  2.3.23.2.3 これら電子ライディングエイド及び関連ハードウェアは、 

車両のスタンダード時に搭載されていない場合、追加する 

ことが認められる。 

 

 2.3.23.3 ピットレーンスピードリミッターが認められる。 

 

 2.3.23.4 ECU マップセレクションスイッチの追加が認められる。 

 

 2.3.23.5 ECU の位置を変更することが出来る。 

 

 2.3.23.6 抵抗器/ロードは、ECU エラーを避けるため、取り外された電気シス 

テム（ライト及びラムダセンサー含む）のパーツ交換時に追加するこ 

とが出来る。 

 

 2.3.23.7 イグニッションコイルの位置変更が出来る。 

 

 2.3.23.8 スパークプラグは変更することが出来る。 

 

 2.3.23.9 コーナー間または距離/位置を基準とする調整方式は認められない。 

 

 2.3.23.10 以下の車両についてはクランクセンサーの交換が認められる。 

   

2.3.23.10.1 ホンダ CBR６００RR で以下のフレーム番号で始まる車 

         両 

1 PC40-1800001 以降 

2 JH2PC40S※MK970001 以降 

3 JH2PC40T※RK100001 以降 

 

2.3.24 ジェネレーター、オルタネーター、エレクトリックスターター 

2.3.24.1 ジェネレーター（ACG）は、公認された車両に装備されているもの 

とし、改造は認められない。 

 

2.3.24.2 スターターは、オリジナルの位置にオフセットせずに取り付けられて 

いなければならない。 
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2.3.24.3 エレクトリックスターターは正常に作動しなければならず、大会期間 

中のいつでもエンジンを始動させることができなければならない。 

  

 2.3.24.4 車両保管中、エレクトリックスターターは、ブースとバッテリーを使 

用せずに適切なスピードでクランクを回転させ、エンジンを最低 2 

秒間始動させなければならい。ブーストバッテリーの使用は認めら 

れない。 

 

2.3.25 ワイヤリングハーネス 

 2.3.25.1 ワイヤリングハーネス及びコネクターは自由とする。 

 

2.3.25.2 キー/イグニッションロックは位置変更、交換または取り外しが認め 

られる。 

 

2.3.26 バッテリー 

 2.3.26.1 バッテリー及びそのサイズは自由とし、位置変更も認められる。 

 

 2.3.26.2 バッテリーは確実に固定され、露出されてはならない。 

 

 2.3.26.3 レギュレーター/レクティファイヤ（整流器）は自由とする。 

 

2.3.27 メインフレームボディー及びリアサブフレーム 

 2.3.27.1 ライダーまたはチームでフレームを交換する場合、スペアフレーム使 

用嘆願を FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに提出しなけれ 

ばならない。 

 

 2.3.27.2 フレームは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオ 

リジナルのものでなければならず、如何に記す以外の改造は認めら 

れない。 

 

 2.3.27.3 フレームボディー側面は、複合素材製の保護用部品で覆うことが認め 

られる。このプロテクターはフレーム形状に合うものでなければな 

らない。 
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 2.3.27.4 承認された部品（例：フェアリングブラケット、ステアリングダンパ

   ーマウント、センサー）を取り付けるため、フレームにドリルで穴 

をあけることが認められる。 

 

2.3.27.5 フレームボディーへの追加や切削は、ステアリングダンパーの取り付 

け以外は禁止される。 

 

 2.3.27.6 全ての車両には車両識別番号（VIN）がフレームまたはボディーまた 

はサブフレーム上のメタルプレートに刻印されていなければならな 

い。 

 2.3.27.7 エンジンマウントブラケットまたはプレートは公認された車両用にマ 

ニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならない 

 

 2.3.27.8 追加のシートブラケットは認められるが、非ストレスで突出しない 

ブラケットとする。アッセンブリ―または構造上の安全性を損なわ 

なければ、取り外すことが認められる。リアサブフレームへのボル 

トオンアクセサリーも取り外すことが出来る。 

 

2.3.27.9 ペイントスキームは制限されないが、フレームボディーまたはサブ 

フレームの研磨は認められない。 

 

 2.3.27.10 ブラケットまたはマウントポイントは、フレームに溶接してはなら 

ない。 

 

 2.3.27.11 ボルトオンタイプのブラケットは交換、改造、取り外すことが出き 

          る。 

 

 2.3.27.12 ボルトオンアクセサリーは取り外すことが出来る。 

 

 2.3.27.13 クラッシュプロテクター（プロテクティブコーン）は、既存のポイ 

ントを利用しフレームまたはホイールアクスル端部に圧入し取りつ 

けることができる。例外なく、アクスルは改造することは認められ 

ない。 
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2.3.28 プレアッセンブリー（事前に組まれた）スペアフレーム 

 2.3.28.1 大会期間中、各ライダーは、車検に提示し、フレームに識別シールを 

貼付された１台の車両のみ使用することが出来る。 

 

2.3.28.2 フレームの交換が必要な場合、ライダーまたはチームは FIMARRC 

テクニカルディレクターにスペアフレームの使用を申請しなければな 

らない。 

 

 2.3.28.3 事前に組まれたスペアフレームが FIM ARRC テクニカルディレクタ 

ーに提示され、車両組み込みの承諾を得なければならない。 

 

 2.3.28.4 フレームのプレアッセンブリーとは下記に限定される。 

 

  2.3.28.4.1 メインフレームアッセンブリ― 

 

  2.3.28.4.2 ベアリング（ステアリングヘッドアッパー及びロワートリ 

プルクランプ、スングアーム他） 

 

  2.3.28.4.3 スイングアーム 

 

  2.3.28.4.4 リアサスペンションリンケージ及びショックアブソーバー 

 

2.3.28.4.5  アッパー及びロワートリプルクランプ 

 

  2.3.28.4.6 ワイヤリングハーネス 

 

 2.3.28.5 リビルトされた車両は、使用前に車検員による安全確認を受け、車両 

のフレームに新たなシールが貼付されなければならない。 

 

 2.3.28.6 登録したメインの車両が損傷を受け競技者のセッション参加機会を失 

う原因となった、またはレースを終えることが出来なかった場合、完 

全なスペア車両への変更が認められる。 

 

2.3.28.7 それ以降の競技会において損傷車両は保管され、その車両のパーツ 

がスペアパーツとして使用されないようにされる。 
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 2.3.28.8 手順の説明 

2.3.28.8.1 1 台の車両のみ事前テクニカルチェックに提示することが 

認められ、その車両のみがトラック上、プラクティス、予 

選、ウォームアップ及びレース時にピットボックスの展示 

スペースに置くことが出来る。 

 

  2.3.28.8.2 転倒し損傷を受けた車両のフレーム交換が必要であると判 

断したチームは、FIM ARRC テクニカルディレクターに申 

告しなければならない。車両が転倒その他事故により損傷 

を受けた場合、事前に組み込まれたスペアフレームを使用 

し車両を再生することが認められる。 

 

  2.3.28.8.3 再生した車両の組み上げが完了した時点で、車検及び安全 

チェックを受け、公式にシールが貼付される。 

 

  2.3.28.8.4 損傷を受けた車両のシールは車検員が破棄し、当該車両の 

シャーシは当該大会期間中に使用する事は認められない。 

 

2.3.28.8.5 新たな識別番号が FIM ARRC テクニカルダイレクターに 

よって記録される。 

 

  2.3.28.8.6 損傷を受けた車両のパーツは、新たな再生車両に利用する 

ことが出来る。 

 

2.3.28.8.7 交換した新たな車両は、車両が損傷を受けたプラクティ 

ス、予選セッションまたはレース終了後以降でなければト 

ラック上で使用することは認められない。 

 

2.3.28.8.8 損傷を受けた車両は、速やかにピットボックスから取り除 

かれ、ピットボックスの展示エリアの外に保管されなけれ 

ばならない。 

 

  2.4.28.8.9 事前組み込みされたスペアパーツとしてのフレームが使 

用され、再度転倒や事故によりフレーム変更が必要とな 

った場合、全く構成部品の取り付けられていない真新し 

いフレームを使用しなければならない。 
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  2.3.28.8.10 FIM ARRC テクニカルディレクターは、その真新しいフ 

レームを車両再生作業開始前に確認しなければならない。 

 

2.3.28.8.11 本手順の条項に反する場合、スポーツ規則に明記された 

罰則の対象となる。 

 

2.3.29 フロントフォーク及びステアリングダンパー 

2.3.29.1 フロントサスペンションシステム（支柱ステム、ホイールスピンド 

ル、アッパー及びロワークラウン等を含むがそれに限られたものでは 

ない）は、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリ 

ジナルのものでなければならず、以下に記す以外の改造は認められな 

い。 

 

2.3.29.2 フロントフォークインナーチューブサイズは公認された車両用にマニ 

ュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならない 

 

2.3.29.3 アッパー及びロワーフォーククランプ（トリプルクランプ、フォーク 

ブリッジ）は、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産した 

オリジナルのものでなければならない。 

 

 2.3.29.4 以下のスタンダードのフォークのインナーパーツは改造することが出 

来る。 

 

  2.3.29.4.1 シム、ダンパー、油圧ピストン、オイルパッセージ、スプ 

リング及びスペーサー 

 

2.3.29.4.2 アフターマーケットダンパーキットまたはバルブを取り付 

けることが出来る。 

 

2.3.29.4.3 フォークオイルのタイプ及びオイルの量は自由とする。 

 

 2.3.29.5 フロントフォークキャップは改造または交換することが出来る。 

 

 2.3.29.6 フロントフォークのフロントクラウンに対する高さ及び位置は自由と 

する。 

 



74 

 

 2.3.29.7 フォークチューブガードが認められる。 

 

 2.3.29.8 ステアリングダンパーの追加やアフターマーケット製の者への交換が 

認められる。 

 

 2.3.29.9 アフターマーケット製の非電子制御式スタリングダンパーが認められ 

    る。 

 

  23.3.29.9.1 ステアリングダンパーはステアリングロックデバイスと 

しての機能を持たせてはならない。 

 

 2.3.29.10 電子制御ステアリングダンパーは、公認された車両または一般公道 

用モデルに装備されていない場合、使用することは出来ない。使用 

される場合、完全なスタンダード（テクニカルまたは電子パーツも 

公認された状態または生産されたオリジナルの状態）でなければな 

らない。 

 

 2.3.29.11 ダストシールは、改造、変更または交換することが出来る。 

 

2.3.30 ショックアブソーバー（リアサスペンションユニット） 

 2.3.30.1 ショックアブソーバーユニット及びスプリングは自由とする。 

 

2.3.30.2 取り付け位置及びリンク/リンケージは、公認された状態または生産 

されたオリジナルの状態）でなければならず、改造は認められない。 

 

2.3.30.3 電子制御式ショックアブソーバーは認められず、それは、通常のショ 

ックアブソーバーに交換されなければならない。 

 

2.3.31 リアスイングアーム（リアフォーク） 

2.3.31.1 リアスイングアームは、公認された状態または生産されたオリジナル 

の状態）でなければならず、改造は認められない。 

 

  2.3.31.1.1 リアホイールスタンドブラケットが、リアスイングアーム 

に溶接又はボルトによって追加することが出来る。ブラケ 

ットの端部は丸め（大きな半径）られていなければならな 

い。閉めボルトは凹んでいなければならない。オリジナル 
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のブレーキキャリパーを維持する為のアンカレッジシステ 

ムまたはポイントはリアスイングアームに追加することが 

出来る。 

 

  2.3.31.1.2 全ての車両には、チェーンガード（シャークフィン）が、 

スイングアームの後部に取り付けられ、リアスプロケット 

を覆い、ライダーの身体の一部がロワーチェーン可動部と 

リアホイールスプロケット間に挟まれることを防がなけれ 

ばならない。 

 

2.3.31.2 リアスイングアームピボット位置は公認された状態または生産され 

たオリジナルの状態）でなければならず、改造は認められない。 

 

 2.3.31.3 スタンダードの車両がインサートを装備されている場合、オリエンテ 

ーション/オリジナルのインサート位置を変更することが出来る。し 

かし、インサート自体の効果や改造は認められない。 

 

2.3.32 ホイール 

2.3.32.1 全てのホイールは公認された車両に装備されたものか部品として製作 

されたものか、同一フレーム VIN 番号及び同一モデルのものは互換性 

が認められ、使用が認められる。 

 

 2.3.32.2 ホイールの直径及びリム幅は、公認時のままでスタンダート同じでな 

ければならない。 

 

 2.3.32.3 ホイールスペーサー及びカラーは、改造、追加または変更することが 

出来る。 

  

2.3.32.4 リアホイールのクッションドライブを含むオリジナルのデザインの場 

合、公認時の車両と同じオリジナルの状態が維持されていなければ 

ならない。 

 

 2.3.32.5 ホイールバランスウェイトは取り外し、変更、追加することが出来る 

 

 2.3.32.6 ノンスリップコーティング/処理が、リムのビードエリアに施すこと 

が出来る。 
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 2.3.32.7 インフレーションバルブ及びバルブキャップの使用が認められる。 

 

 2.3.32.8 フロント及びリアホイールアクスルは、公認された車両用にマニュフ 

ァクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならない。 

  

 2.3.32.9 スピードメータードライブは取り外し、またはスペーサーへの交換が 

認められる。 

 

2.3.33 ブレーキ 

 2.3.33.1 公認車両又はオリジナルの車両が ABS を装備している場合、それは 

非活動化しなければならない。 

 

 2.3.33.2 ABS 交換品/バイパスは、取り付けることが認められるが、ABS ユ 

ニットを取り外し ECU のみ残すことも出来る。 

 

 2.3.33.3 フロント及びリアブレーキディスクは、アフターマーケット製のブレ 

ーキディスクに交換することが出来るが、オリジナルのキャリパー及 

びマウントに取り付けられなければならない。しかし、外径、オフセ 

ット、ホイールマウント及びヴェンチレーションシステムはリジナル 

のものまたは公認パーツと同じものとし、改造は認められない。イン 

ターナルヴぇンチレーテッドディスクは、公認時の車両が装備してい 

ない場合、認められない。 

 

2.3.33.4 スチール製（最大カーボン含有量は 2.1wt%）ブレーキディスクに 

のみ交換が認められる。 

 

2.3.33.5 ブレーキディスクローターの厚みを増加することが出来るが、ディス 

クは公認された車両のブレーキキャリパーに改造することなく装備で 

きなければならない。 

 

2.3.33.6 フロント及びリアブレーキキャリパーは、公認された車両用にマニュ 

ファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならない。 

 

 2.3.33.7 フロントマスターシリンダーは交換することが出来る。ハンド及びフ 

ットブレーキレバーは自由とする。 
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 2.3.33.8 リアマスターシリンダーは、公認された車両用にマニュファクチャラ 

ーが生産したオリジナルのものでなければならない。 

 

2.3.33.9 親指で操作できるリアブレーキシステムが認められる。親指操作また 

は手動操作式のリアブレーキは、標準の足で操作するリアブレーキ 

システムに加えるか、それに代えて使用することが認められる。 

 

2.3.33.9.1. 純正リアマスターシリンダーのリザーバー入口に 

アダプターを取り付けることにより親指で操作す 

るブレーキシステムを接続することが出来る。 

 

2.3.33.9.2. 全ての部品は確実に固定され、安全基準に適合し 

ていなければならない。本規定に別記されている 

場合を除き、リアブレーキキャリパーの改造は認 

められない。 

 

 2.3.33.10 フロント及びリアの油圧ブレーキラインは変更することが出来る。 

両方のフロントブレーキキャリパー用のフロントブレーキラインの 

分岐点はロワーフォークブリッジより上になければならない。 

 

 2.3.33.11 ブレーキパッド自由とする。 

 

 2.3.33.12 ブレーキパッドロッキングピン及びスプリングクリップは、取り外 

     すか、クイックチェンジタイプに改造することが出来る。 

 

 2.3.33.13 作動液の熱を軽減する為にキャリパーにシムの追加が認められる。 

 

 2.3.33.14 追加のエアスクープまたはダクトは認められない。 

 

テクニカルディレクターは、安全上、本規則に適合しないガードの使用を拒否す 

る権限を有する。 

 

2.3.34 ハンドルバー及びハンドコントロール 

 2.3.34.1 ハンドルバーは交換することが出来る。 
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 2.3.34.2  ハンドルバー及びハンドコントロールの位置を変更することは認めら 

れる。（ブレーキマスターシリンダーは除く） 

 

2.3.34.3 クラッチとブレーキレバーは、アフターマーケットのものと交換する 

ことが出来る。ブレーキレバーアジャスターが認められる。 

 

2.3.34.4 スイッチは変更することが出来るが、エレクトリックスタータースイ 

ッチ及びエンジンストップスイッチはハンドルバーに装備されなけれ 

ばならない。 

 

 2.3.34.5 スロットルアッセンブリ―及び関連ケーブルは改造または変更するこ

   とが認められるが、スロットルボディーとスロットルコントロールと 

の接続は、公認車両の状態を維持していなければならない。ケーブル 

式のスロットル（グリップアッセンブリ―）は、リモートドライブバ 

イワイヤグリップ/デマンドセンサーの作動時を含むオープニング及 

びクロージングケーブルが装備されていなければならない。 

  

2.3.34.6 車両には有効なイグニッションキルスイッチまたはボタンがハンドル 

バー右側（グリップに手がある時に届く範囲）に装備され、作動し 

ているエンジンを止めることが出来なければならない。ボタンまた 

はスイッチは赤色でなければならない。 

 

 2.3.34.7 スロットルコントロールは、手で握っていないときには自動的に元に 

戻るものでなければならない。 

 

 2.3.34.8 車両には、他の車両との接触等により誤って作動しないようにハンド 

ルバーブレーキレバーを保護するためのブレーキレバープロテクショ 

ンが装備されていなければならない。 

 

2.3.35 フットレスト/フットコントロール 

 2.3.35.1 フットレスト/フットコントロールの位置は変更することは出来るが 

フレーム上のオリジナルの取り付け位置を維持しなければならない。 

 

 2.3.35.2 フットレストはリジッド（強固）タイプまたは折り畳み式のものとす 

る。折り畳み式フットレストは自動で戻るメカニズムを備えていなけ 

ればならない。 
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 2.3.35.3 フットレスト端部は最低直径 8mm の強固な球状とする。 

 

 2.3.35.4 リジッドタイプの金属製フットレストの端部にはプラスチック製、ナ 

イロンまたは同等の素材タイプ製のエンドプラグが取り付けられてい 

なければならない。 

 

FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、安全目的を満たしていない如何

なるプラグも拒否する権限を有する。 

 

2.3.36 燃料タンク 

 2.3.36.1 燃料タンクは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産した 

オリジナルのものでなければならない。 

 

 2.3.36.2 燃料キャップは変更が認められる。燃料キャップは閉じられた時に漏 

れ防止になっていなければならない。更に、誤って開いてしまわない 

 

 2.3.36.3 タンクブリーザーパイプの装備された燃料タンクにはノンリターンバ 

ルブが装備され、適切な素材で作られた最低容量 250 ㏄のキャッチ 

タンクに排出されなければならない。 

 

 2.3.36.4 タンクパッドは、非永久接着剤によってタンクの後部に取り付けるこ 

とが出来る。それは発泡体パッドまたは複合素材の物でも良い。 

 

2.3.37 フェアリングとボディーワーク 

 2.3.37.1 フェアリング及びボディーワークはオリジナルパーツの複製品と交換 

する事が出来るが、レース使用であり若干の変更はあるものの（異な 

る点数、取り付け位置、フェアリングボトム等）、外観は公認車両用 

に製作したオリジナルの形状と同じでなければならない。 

 2.3.37.2 材質は変更可能とするが、カーボンファイバーまたはカーボン福蔵素 

材は認められない。 

 

 2.3.37.3 全般的なサイズと寸法は、オリジナルパーツと同じとする。 

 

 2.3.37.4 フェアリングブラケットは交換または変更することが出来るが、チタ 

ニウム及びカーボンファイバーや似通った複合素材の使用は禁止され 

る。 
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 2.3.37.5 フェアリングの通風路上のオリジナルのエアシュラウドは、取り外す 

ことが出来る。 

 

2.3.37.6 ロワーフェアリングは、エンジン破損時に、最低４リットルのオイル 

/液体を保持でる構造でなければならない。 

 

  2.3.37.6.1 ロワーフェアリングの横行壁の下端は、フェアリング最下 

部より少なくとの 70 ㎜上方になければならない。 

 

  2.3.37.6.2 ロワーフェアリングの横行壁の上端は最下部より最低 

70mm 上方でなければならない。 

 

2.3.37.6.3 この壁と床面との角度は≦90°とする。 

 

2.3.37.6.4 ロワーフェアリングには、直径 25mm の孔がフロント底 

部に設けられなくてはならない。 

  

2.3.37.6.5 この孔は、ドライコンディションでは閉じられていなけれ 

ばならない。 

 

  2.3.37.6.6 全ての露出する端部は丸められていなければならない。 

 

 2.3.37.7 ウィンドスクリーンは複製品と交換することが出来るが、それは透 

明素材でなければならない。 

 

 2.3.37.8 交換するウィンドスクリーンの高さはオリジナルのものより最大 15 

㎜まで認められる。垂直方向の寸法はアッパーフォークブリッジよ 

りウィンドスクリーンリップまでを計測する。 

 

 2.3.37.9 オリジナルのコンビネーションインストルメント／フェアリングブ 

ラケットは交換することができるがチタニウム及びカーボン（また 

は類似複合素材）は禁止される。 

 

2.3.37.10 本来、ストリームライニングを装備していない車両には、いかなる 

形状のストリームライニングも装着することができない。但し、ロ 

ワーフェアリング（ベリーパン）を除く。 
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2.3.37.11 このデバイスは、ホイールアクスルからホイールアクスルまで水平 

に引かれたラインより上に超えてはならない。 

  

2.3.37.12 フロントフェンダー/マッドガードは、オリジナルパーツのコスメテ 

ィックデュプリケート（複製したもの）に交換する事が出来る。 

 

2.3.37.13 リアフォーク（スイングアーム）に固定されたリヤマッドガーは、 

大きい直径のリアスプロケット取付けの為に改造すること出来る。 

 

 2.3.37.14 チェーンガードはリアマッドガードとは別のものと考慮される。 

 

2.3.38 シート 

 2.3.38.1 シート、シートベース及び関連するボディーワークは、マニュファク 

チャラーが公認車両の為に製作した物と同様の形状のものに交換する 

ことが出来る。 

 

 2.3.38.2 リアシート周りのリアボディーワーク上部はソロシートに改造するこ 

とが出来る。 

 

 2.3.38.3 フロント及びリアからの外見及びプロフィールは公認車両の形状を維 

持していなければならない。 

 

 2.3.38.4 全ての露出された端部は丸められていなければならない。 

 

 2.3.38.5 公認またはオリジナルに製作されたシートロッキングシステム（プレ 

ートピン、ラバーパッド等）は、取り外すことが出来る。 

 

2.3.39 ファスナー 

 2.3.39.1 スタンダードのファスナーは、如何なるデザイン及び材質の物に変更 

することが認められる。しかし、チタニウムまたはその他特殊軽合金 

素材のファスナーを除くことが本規則内に明記されていたり特筆され 

ている場合を除く。 

 

 2.3.39.2 強度とデザインは十分なものとし、スタンダードファスナーと比較し 

同等以上のものでなければならない。 
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 2.3.39.3 ファスナーには、セーフティーワイヤー取り付けのための穴あけが認 

められるが、故意に軽量化のための穴あけは認められない。 

 

 2.3.39.4 フェアリング/ボディーワークのファスナーはクイックディスコネク 

トタイプのものに交換することが出来る。 

 

 2.3.39.5 アルミニウム製のファスナーは、車両構造に影響しない場所にのみ使 

用することが出来る。 

 

2.3.40 以下は変更することが出来るまたは公認された車両用に製作されたものから交 

換することが出来る。 

 

 2.3.40.1 如何なるブレーキオイルまたはサスペンションオイルも使用すること 

が出来る。 

 

 2.3.40.2 如何なるタイプのスパークプラグも認められる。 

 

 2.3.40.3 全てのガスケット及びその材質も自由とする。 

 

 2.3.40.4 外部ペイントワーク、デカール及びカラースキームは自由とする。 

 

 2.3.40.5 ボルト及びナットは変更または交換することが出来る。しかし、材質 

は、特記されているか上記規則で認められている場合を除き、オリ 

ジナルのものと同じでなければならない。 

 2.3.40.6 計器、計器ブラケット及び関連ケーブルは交換することが出来る。 

 

 2.3.40.7 オリジナルでないパーツ（フェアリング、エキゾースト、計器類 

等）をフレーム（またはエンジン）に取り付けるためのブラケットの 

材質は、チタニウムまたは強化繊維素材であってはならない。但し、 

カーボン製のエキゾーストサイレンサーハンガーは認められる 

 

 2.3.40.8 フレーム、チェーン及びフットレストのプロテクティブカバーは、そ 

れが公認された車両に取り付けられたオリジナルのパーツの位置を変 

更しない場合、繊維複合材等、別の材質のものが認められる。 
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 2.3.40.9 全ての燃料タンクは防爆剤が充填されていなければならない。（オー 

プンコールドメッシュまたは Explosafe®） 

 

2.3.41 以下のアイテムは取り除くことが出来る 

 2.3.41.1 計器、計器ブラケット及び関連ケーブル 

 

 2.3.41.2 タコメーター及びスピードメーター 

 

 2.3.41.3 ラヂエターファン及びワイヤリング 

 

2.3.41.4 冷却システム内のサーマルスイッチ、水温センサー及びサーモスタッ 

トは取り除くことが出来る。 

 

 2.3.41.5 リアサブフレームのボルトオンアクセサリー 

 

 2.3.41.6 余分なハンドルバースイッチ類 

 

 2.3.41.7 エアボックス内及び周囲の排気ガスコントロール装置（非公害）及び 

エンジン（O2 センサーエアインジェクションデバイス） 

 

 2.3.41.8 リアフェンダーに干渉しないチェーンガード上部 

 

 2.3.41.9 リアサブフレーム上のボルトオンアクセサリー 

 

2.3.42 以下のアイテムは取り除かれなければならない 

 2.3.42.1 ヘッドランプ、リヤランプ及び方向指示器は取り除かれなければなら 

ないが、前方からの外観プロフィールは維持されなければならない 

 

2.3.42.2 バックミラー 

 

2.3.42.3 ホーン 

 

2.3.42.4 ライセンスプレートブラケット 

 

2.3.42.5 工具キット 
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2.3.42.6 ヘルメットフック及び荷物用フック 

 

2.3.42.7 パッセンジャー用フットレスト及び取り付けブラケット（ある場合） 

 

2.3.42.8 パッセンジャー用グラブレール 

 

2.342.9 セーフティーバー、センター及びサイドスタンドは取り外されなけれ 

ばならない。（固定されたブラケットはそのまま残さなければならな 

い） 

 

2.3.42.10 触媒装置 

 

2.3.43 以下のアイテムは変更されなければならない 

 2.3.43.1 全ての車両にはクローズトブリーザーシステムが装備されていなけれ 

ばならない。オイルブリーザーパイプ/ラインは以下のとおりに接続  

されていなければならない。 

a. オイルキャッチタンクを介してエアボックスに排出しなければな

らない。 

または 

b. 1 リットルの容量のあるオイルキャッチタンクに直接排出されな

ければならない。 

 

2.3.43.2 如何なるブリーザーパイプ/ラインも直接大気に放出してはならない 

 

2.3.43.3 ワンウェイバルブの使用で上記に置き換えることは出来ない。 

 

2.3.43.4 全てのブリーザーまたはオーバーフローパイプ/ラインは既存の排出 

口から排出されなければならない。 

 

2.3.43.5 エアボックスドレーンは封印されなければならない。 

 

2.3.43.6 以下のパーツは確実にワイヤーロックが施されなければならない。 

 

2.3.43.7 オイルドレーンプラグ 

 

2.3.43.8 オイルフィラーキャップ 
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2.3.43.9 外部オイルフィルター 

 

2.3.43.10 全てのホイールアクスルナット（または代わりに適切な素材のセー 

フティーピンが取り付けられなければならない） 

 

2.3.44 ウィング及びエアロダイナミックエイズ 

 2.3.44.1 ウィング及びそのたエアロダイナミックエイズは、アジア、オセアニ 

ア、ヨーロッパの公道用車両で公認された車両に装備されている場 

合、認められる。 

 

 2.3.44.2 レースでウィングを使用する場合、以下のサイズ及び公認時のプロフ 

ィールに合致していなければならない。（+/-2mm） 

 

 2.3.44.3 先端（エンドプレート含む）は、最低周囲３ｍｍとする。 

 

 2.3.44.4 全てのウィングは先端が丸められて（直径８ｍｍ）いるか、フェアリ 

ングに含まれるか合体されていなければならない。 

 

 2.3.44.5 あるいは、オリジナルの公認された車両に装備され、公道用車両が使 

用できるウィングを、フェアリングマウント以外の改造無しに取り付 

ける。 

 

 2.3.44.6 ウィングの取り付け位置は、+/-5mm で抑え角+/-2mm とする。 

 

2.3.45 追加の装備 

 2.3.45.1 テレメトリーは認められない。 

 

 2.3.45.2 エンジン稼働状態または車両の走行中は、如何なるデータ交換やセッ 

ティングの為であってもリモートまたはワイヤレスで車両と接続す 

ることは禁止される。 

 

 2.3.45.3 データロガーの使用が認められ車両に搭載されているオリジナルの 

センサーに以下のデータロガー用センサーの追加することが出来る。 

  2.3.45.3.1 フォークポジションセンサー 

  2.3.45.3.2 ショックポジションセンサー 

  2.3.45.3.3 フロント及びリアブレーキプレッシャーセンサー 
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  2.3.45.3.4 ブレーキディスク温度センサー 

  2.3.45.3.5 燃料プレッシャーセンサー（温度以外） 

  2.3.45.3.6 オイルプレッシャーセンサー 

  2.3.45.3.7 オイル温度センサー 

  2.3.45.3.8 トランスポンダーまたはラップタイムシグナル 

  2.3.45.3.9 GPS ユニット（ラップタイミング及びトラック位置） 

2.3.45.3.10 タイヤ空気圧センサー（Tire Pressure Monitoring  

System） 
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AP250 技術仕様  
 

以下に記す規則は、公認車両に対して限られた変更を認め安全性及び各車両コンセプト間

の競技性の向上のためのものとする。 

 

本規則に明記されていない事項の一切の変更は禁止される。 

パーツまたはシステムで下記に明記されていないものは禁止される。 

 

AP250 車両は、FIM アジア ARRC 技術委員会の公認を受けていなければならない。全

ての車両は自然吸気でなければならない。全ての車両は、すでに車両製造時点で満足する

装備が備わっている場合を除き、本本技術規則に明記されたロードレースの要件の一つ一

つに適合していなければならない。 

 

一度公認となった車両は、当該クラスに新たな規則により公認が取り消されるまで、また

は当該クラスの技術規則が変更となるまでの最大 8 年間使用することができる。 

 

AP250 車両の正面、背面、側面からの外観は、（別途規定がある場合を除き）公認を受

けた形状、または製造時に規定された形状（製造元が最初に製造した形状）に準拠してい

しなければならない。エキゾーストシステムの外観は本規則対象外とする。 

 

2.4 総合仕様 

 車両の全てのパーツおよびシステムは以下の事項に記載されていない限り 

― マニュファクチャラーが製作したオリジナルのままとする。 

― 公認車両に装備されたオリジナルのままとする。 

― すべての車両は自然吸気でなければならない。 

― 同一モデル名、同一車両識別番号の製造年度の異なる公認車両同士のパーツ     

  の交換は認められない。ホイールリムは除く。 

 

2.4.1  参加可能車両 

 以下の車両が競技に参加することができる。 

 

i. Honda CBR250RR 

ii. Honda CBR300R 

iii. Kawasaki Ninja 250R  

iv. Kawasaki ZX25R & ZX25RR 
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v. KTM RC390 

vi. TVS Apache RR310 

vii. Yamaha YZF-R25  

viii. Yamaha YZX-R3 

 

注：上記にリストされたモデルは、FIM アジア ARRC 技術委員会の公認申請を 

行わなければならない。 

 

この規則は一般生産型車両のみ適用する。一般生産型のストリートエンデューロ

/モトクロスベースのオフロード車両は除く。FIM アジア ARRC 技術委員会は当

該クラスに参加可能な車両を特定する。 

 

 注：このリストはいつでも FIM アジア ARRC 技術委員会によって変更する事が 

できる。  

 

2.4.2 車両最低重量 

 競技会中、車両重量及び総重量は下記の最低重量より下回ってはならない。 

 定義  

車両重量：燃料タンク内の燃料を含む車両重量 

 総重量：車両重量及びレース装備を装着したライダーの合計重量 

  

重量（KG） 

車両 車両 総重量 

Honda CBR250RR 138 203 

Honda CBR300R 125 190 

Kawasaki Ninja 250R 137 205 

Kawasaki ZX25R & ZX25RR 155 220 

KTM RC390 135 200 

TVS Apache RR310 125 190 

Yamaha YZF-R25 135 200 

Yamaha YZF-R3 143 208 

 

 2.4.2.1 各モデルに規定された最低重量を満たすためバラストの使用が認めら 

れる。 
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 2.4.2.2 バラストを使用する場合、事前車検時に ARRC テクニカルディレクタ 

ーに申告しなければならない。 

 

 2.4.2.3 重量が低い場合であっても、車両重量が最低重量より 5Kg 多い場合、 

当該車両に対する重量加算のペナルティーは科されない。 

 

 2.4.2.4 最終車検時に、無作為抽出された車両は、レースを終えた状態で重量 

が検査され、この状態で最低重量を満たしていなければならない。車 

両には何ら加えてはならない。如何なる液体も含む。 

 

2.4.2.5 プラクティス及びクォリファイセッション中、ライダーは、重量測定 

のために車両の提示を要求される場合がある。如何なる場合にせよ、ラ 

イダーは、要求に従わなければならない。 

 

2.4.2.6 最低車両重量に対する許容誤差は設定されない。 

 

2.4.3 ナンバー及びナンバープレート 

アジアロードレースに受理された各ライダーは、年間をとおして使用する自身の

ナンバーを選択することができる。１から 10 までは前年の選手権における選手

権ポイントランキング用とする。 

 

2.4.3.1 地色は白とし数字は黒色に限定する。 

 

2.4.3.2 フロントナンバーのサイズは 

2.4.3.2.1 最低高:  140 mm 

2.4.3.2.2 最低幅:  80 mm 

2.4.3.2.3 数字の太さ:    25 mm 

2.4.3.2.4 数字間の最低間隔:  10 mm 

 

2.4.3.3 全てのサイドナンバーのサイズは 

2.4.3.3.1 最低高:  120 mm 

2.4.3.3.2 最低幅:  60 mm 

2.4.3.3.3 数字の太さ：  25 mm 

2.4.3.3.4 数字間の最低間隔:  10 mm 
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2.4.3.4 指定されたライダーのナンバー（及びプレート）は以下の通り車両に 

確実に取り付けられなければならない。 

 

2.4.3.4.1 一つはフロントでフェアリングセンターまたは左右のどち 

らか。数字はナンバープレートの全方向より 25 ㎜空け、如 

何なる広告も禁止されるエリアを開け、センターに入れなけ 

ればならない。 

 

2.4.3.4.2 車両の左右両側に入れる。推奨する位置は車両の両サイド 

でメインフェアリング下部後端付近（ベリーパン）とする。 

ナンバーはバックグラウンドの中央に入れられなければなら 

ない。 

 

2.4.3.5 ナンバーの承認フォントタイプは下記とする。 

 

 2.4.3.6 フュチュラヘヴィー及びフュチュラヘヴィー・イタリック 

 

   2.4.3.7 ユニバースボールド及びユニバースボールド・イタリック 

 

   2.4.3.8 オリバースメッド及びオリバースメッド・イタリック 

 

 2.4.3.9 フランクリンゴシック及びフランクリンゴシック・イタリック 

 

2.4.3.10 上記フォント以外の場合、その字体及びレイアウトが FIM アジア  

ARRC テクニカルディレクターの事前承認が第 1 戦の最低 2 週間前ま 

でに必要とされる。全ての数字はスタンダードフォームでなければな 

らない。 

 

2.4.3.11 数字のアウトライン（縁取り）は対比色とし、最大幅は 3 ㎜とする。 

バックグラウンドの色は、数字の周り（縁取り含む）が明確に視認でき 

るものでなければならない。蛍光または反射タイプの数字は認められな 

い。 

 

24.3.12 数字を重ねることは認められない。 
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2.4.3.13 数字の視認性に関する議論が生じた場合、FIM アジア ARRC テクニカ 

ルディレクターの裁定が最終のものとされる。 

 

2.4.4  燃料 

全ての AP250 車両は、オーガナイザーが支給する無鉛ガソリンを使用しなけ

ればならない。 

 

2.4.5 タイヤ 

2.4.5.1 タイヤは公式タイヤサプライヤーであるダンロップから提供される。 

 

2.4.5.2 各レース大会毎に５セットのドライタイヤと 2 セットのウェットタイ 

ヤが支給される。この本数が 1 レースで使用できる最大限となる。支給

内容の変更のある場合、エントラントに連絡される。 

 

2.4.5.3 レース用に支給された使用済または未使用の全てのタイヤは、公式サ 

プライヤーに返還されなければならない。 

 

2.4.5.4 公式指定タイヤ以外のタイヤは認められない。 

 

2.4.5.5 如何なる変更（カットやグルービング）も認められない。 

 

2.4.5.6 ライダーまたはチームの判断により、レースで使用するタイヤをドラ 

イにするかウェットタイヤにするか選択することが出来る。 

 

2.4.5.7 タイヤの選択は、公式サプライヤー代表により無作為に行われる。チ 

ームメイト間であっても、また、レースディレクションの許可無しに公

式タイヤサプライヤーによっても一度指定されたタイヤを交換すること

は認められない。 

 

2.4.5.8 フリープラクティス、クォリファイプラクティス、ウォームアップ及 

びレースで使用するドライタイヤは、公式タイヤサプライヤーンによる

識別番号が付されたステッカーによりマークされる。 

 

2.4.5.9 ステッカーには、各ライダーの識別番号が記され、各配布時に異なる 

色の者が使用される。 
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2.4.5.10 ステッカーは、タイヤのサイドウォール右側に貼付しなければならな 

い。 

 

2.4.5.11 FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに任命されたオフィシャル 

または人員は、ピットレーンにおいて車両が正しくステッカーを貼付さ 

れているか確認する。ステッカーの無いタイヤ車両の場合、適切な指示 

を仰ぐため速やかにレースディレクションに報告しなければならない。 

 

2.4.5.12 特例的な事情において、ステッカーの損傷や誤って貼付した場合、 

ARRCFIM アジアテクニカルディレクターの判断により追加の 1 枚を 

支給することが出来る。しかし、その場合、損傷したステッカーの返 

還、または貼付した無傷のタイヤを ARRC FIM アジアテクニカルディ 

レクターに提示しなければならない。 

 

2.4.6 エンジン 

2.4.6.1 全てのエンジンは、クォリファイセッション終了後に封印され、エン 

ジンに損傷のある場合を除き交換することはできない。 

 

2.4.6.2 使用が認められるエンジンの最大数は 1 大会当たり 2 基とする。 

 

2.4.6.3 クォリファイ終了後にエンジン交換を行う場合、変更理由を明記し、 

書面による要望を行い、エンジンの封印は承認されるまで開けてはなら

ならず、FIM アジア ARRC テクニカルディレクターはエンジンの確認

を要求することが出来る。 

 

2.4.6.4 上記以外、大会期間中は、FIM アジア ARRC テクニカルディレクター 

による必要が生じ無い限り、エンジンは封印されていなければならない 

 

2.4.7 フュエルインジェクションシステム 

フュエルインジェクションシステムとは、スロットルボディー、フュエルインジ

ェクター、可変長インテークトラクトデバイス及びフュエルポンプ並びにフュエ

ルプレッシャーレギュレーターを指す。 

 

    2.4.7.1 エアファンネル、ベルマウス、ヴェロシティースタックは自由とする。 

 

    2.4.7.2 フュエルインジェクターは、公認時の物か公認部品でなければならない 
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2.4.7.2.1 インジェクターの数は公認時と同じとする。 

 

2.4.7.2.2 インジェクターの位置変更は認められず、公認時の場所又 

は車両生産時と同じ場所とする。 

 

2.4.7.3 可変長インテークトラクトデバイスはオリジナルの車両に装備されて 

いる場合か装備されて公認となった場合に使用することが出来る。それ 

は、装備されているものと同様に作動しなければならない。可変インテ 

ークトラクトデバイスは、公認システムに装備されていたものを如何な 

る改造もせずに維持されてなければならない。 

 

2.4.7.4 燃料ポンプ及びフュエルプレッシャーレギュレーターは、公認時にさ  

れていたものと同じとし如何なる改造も認められない。 

 

2.4.7.4.1 フュエルプレッシャーは、公認時に装備されたものと同じ 

でなければならない。 

 

2.4.7.5 フュエルベントラインは交換することが出来る。 

 

2.4.7.6 フュエルフィルターを追加することが出来る。 

 

2.4.7.7 クイックコネクター使用する事も追加することも出来る。 

  例：ドライブレーキコネクター 

 

2.4.7.８ スロットルボディー 

以下に特筆されていない限り、全てのスロットルボディーは公認時に 

装備されているものまたは公認パーツで如何なる改造も認められない 

 

  2.4.7.8.1 アフターマーケットまたはカスタムビルドのスロットルボ 

ディーは認められない。 

 

  2.4.7.8.2 ライドバイワイヤ 

    ライドバイワイヤとして知られている電子制御式スロット 

ルバルブは、公認時の車両に装備されている場合または同 

一システムが一般生産モデルとして存在する場合、使用す 

ることが認められる。 
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  2.4.7.8.3 ソフトウェアを含むライドバイワイヤは、全ての安全機能 

及び手順がオリジナルの製作モデルと同じ場合、改造する 

ことが認められる。 

 

2.4.7.8.4 シャフトを含まないセカンダリースロットルバルブは取り 

外したりオープンポジションに取り付けることが出来、電 

子機器は接続を断つか取り外すことが出来る。 

 

  2.4.7.8.5 スロットルバルブ（バタフライバルブ）スピンドルに隣接す  

るべンチュリーの最大直径は、 

 

2.4.7.8.5.1 ホンダ CBR250RR 及びカワサキ ninja250R 

                及びヤマハ R3 は、32 ㎜ 

    

   2.4.7.8.5.2 ヤマハ YZF25 は、34 ㎜（ストックのスロッ 

トルボディーのみ改造可能） 

 

      2.4.7.8.5.2.1 ストックスピンドルシャフトは改造す 

ることが出きる。 

      2.4.7.8.5.2.2 スロットルバルブプレート（バタフラ 

イバルブ）は、改造または交換する 

ことが出来る。 

 

      2.4.7.8.5.2.3 スロットルバルブプレート（バタフラ 

イバルブ）の止めネジは改造または 

交換することが出来る。 

 

   2.4.7.8.5.3 単気筒車両：46 ㎜とする。 

    

      2.4.7.8.5.3.1 単気筒車両においては、他の一般生産 

型車両のスロットルボディーを取り付

けることが出来る。その他関連部品は

変更可能とする。例：ゴム製栓、ホー

スクリップ、ＴＰＳ等。 
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      2.4.7.8.5.3.2 他の一般生産型車両からの全スロット 

ルボディーは FＩＭアジアＡＲＲＣテ

クニカルチームに詳細仕様及び公認車

両のスロットルボディー製作会社によ

るパーツナンバーと共に申告しなけれ

ばならない。 

 

2.4.8 シリンダーヘッド 

2.4.8.1 シリンダーヘッドは公認車両に装備されているものまたは公認パーツ 

とし、下記改造が認めらる。 

 

 2.4.8.2 不要なセンサー用の穴は栓で塞ぐか溶接することができる。 

 

 2.4.8.3 シリンダーヘッドへのその他部分の溶接は認められない。 

 

 2.4.8.4 バルブは公認車両に装備されたものまたは公認パーツとし、一切の改 

造は認められない。 

 

 2.4.8.5 バルブラッピング（バルブ及びバルブシート）は、通常のメンテナン 

スの範囲で認められる。 

 

  2.4.8.5.1 バルブシート輪郭外径とバルブシート角の変更は認められ 

ない。 

 

 2.4.8.6 ヘッドガスケットは自由とする。 

 

2.4.9 カムシャフト 

 2.4.9.1 カムシャフトは公認時のものまたは公認パーツとし、如何なる改造も 

認められない。 

 

 2.4.9.2 カムシャフト端部の突起物は、カムタイミングのダイアリングを容易 

にするために取り除くことが出来る。その他改造は一切認められない。

下記図を参照。 
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 2.4.9.3 全ての公認カムシャフトの交換は、正規のカムシャフトまたは同一の 

ローブプロフィールを持つオリジナルのモーターサイクルマニュファ 

クチャラーが製造した表面を有する強化版のものが認められる。 

 

 2.4.9.4 強化カムシャフトは、パーツナンバーを持ち、事前に FIM アジア 

ARRC 技術委員会の事前承認を受けていなければならない。 

 

 2.4.9.5 これは、カムシャフトの破損を防ぐためのものであり、如何なる手法 

においてもエンジン性能を向上させるものではない。交換するカムシャ 

フトは、公認時のパーツと同等以上の重量でなければならない。 

  

2.4.10  カムシャフトスプロケットまたはギア 

 2.4.10.1 カムシャフトスプロケット又はギアは、手動で調整可能なタイプに変 

更可能とする。また、ストックのカムシャフトスプロケット/ギアを変

更し、そのような調整ができるようにすることも可能とする。 

例：ボルト穴の溝加工 

 

 2.4.10.2 圧入カムスプロケットを調整可能なボスとカムスプロケットに交換可 

能とする。 

 

 2.4.10.3 位相可変カムタイプのカムシャフトスプロケット/ギアは、公認時の 

車両に搭載されている場合にのみ使用が認められる。 

 

 2.4.10.4 カムチェーンテンショナーは、自由とする。 

 

2.4.11 シリンダー（シリンダーブロック） 

 シリンダーは、公認時に装備されているものとし、一切の改造は認められない。 

 

2.4.12 ピストン 

 2.4.12.1 複数気筒車両のピストン 

 

  2.4.12.1.1 ピストンは、公認時に装備されているものまたは改造され 

ていない公認パーツでなければならない。 
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 2.4.12.2 単気筒車両のピストン 

 

  2.4.12.2.1 信頼性を目的としたアフターマーケットピストンが認めら 

れ、以下が守られなければならない。 

 

  2.4.12.2.2 形状はスタンダーと同じでなければならない。 

 

 2.4.12.3 重量はスタンダードと同じかそれ以上でなければならない。 

 

 2.4.12.4 ピストンの材質及び製作方法は自由とする。（鋳造、ビレット等） 

 

 2.4.12.5 表面処理は、スタンダードと同じでなければならない。 

 

 2.4.12.6 これらピストンは、パーツナンバー及び仕様とともに FIM アジア 

ARRC 技術委員会に提出され、使用許可を受けなければならない。 

 

2.4.13 ピストンリング、ピン及びクリップ 

 2.4.13.1 ピストンリング、ピン及びクリップは公認時に装備されているものま

   たは改造されていない公認パーツでなければならない。 

 

 2.4.13.2 全てのピストンリングは装備されていなければならない。 

 

2.4.14 コネクティングロッドアッセンブリー 

2.4.14.1 コネクティングロッドアッセンブリーは、公認時に装備されているも 

のまたは改造されていない公認パーツでなければならない。 

 

2.4.15 クランクシャフト 

  公認時に装備されているものまたは改造されていない公認パーツでなければな 

らない。 

 

2.4.16 クランクケース、エンジンカバー 

 2.4.16.1 オイルを含むエンジンカバーは、金属製のボルトで確実に固定しなけ 

ればならない。 

 

 2.4.16.2 公認時に装備されているものまたは公認パーツで以下の範囲内の改造 

が認められる。 
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  2.4.16.2.1 転倒時に路面と接触する恐れのあるオイルを含む全ての側 

面カバー/エンジンケースは、金属製（アルミニウム合 

金、ステンレススチール、スチールまたはチタニウム）の 

追加のカバーで保護されなければならない。 

 

  2.4.16.2.2 追加のカバーは、オリジナルカバーの最低 1/3 をカバー 

していなければならない。トラック路面に損傷を与えるよ 

うな鋭利な角であってはならない。 

 

2.4.16.2.3 これらカバーは、確実かつ強固に最低３つのケースカバー 

ボルトでオリジナルカバー/エンジンケースをクランクケ 

ースに固定しなければならない。 

 

  2.4.16.2.4 貼付式の追加カバーは認められない。 

 

  2.4.16.2.5 FIM 公認カバーは、その材質、寸法に関係なく使用が認め 

られる。 

 

  2.4.16.2.6 フェアリングが、オリジナルエンジンカバーの 1/3 を覆 

っている場合、追加のカバーは要求されない。 

  

2.4.16.3 このカバーに追加し、アルミニウムまたはスチール製のプレートま 

たはクラッシュバーが認められる。このようなデバイスは全て突然起こ

りうる衝撃、磨滅及び転倒による損傷に耐えうるものでなければならな

い。 

 

FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、安全性を満足していな

い如何なるカバーの使用をも拒否することが出来る。 

 

2.4.17 トランスミッション及びギアボックス 

 2.4.17.1 トランスミッション及びギアボックス比は公認された車両用にマニュ 

ファクチャラーが生産したオリジナルのものと同じ仕様でなければなら

ない。下記の改造が認められる。 

 

  2.4.17.1.1 構造の強度向上のためのギアの再設計 
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  2.4.17.1.2 トランスミッションギアの材質は、構造上の強度向上を 

目的とする変更が認められる。 

 

 2.4.17.2 ギア比及び変則ギア段数は、公認された車両用にマニュファクチャラ 

ーが生産したオリジナルのものでなければならない。 

 

 2.4.17.3 クイックシフトシステムが認められる。 

 

 2.4.17.4 電子式または油圧式作動シフターは認められず、ギヤシフトは足によ 

る操作が維持されていなければならない。 

 

 2.4.17.5 フロント及びリアのスプロケット、チェーンピッチ及びチェーンサイ 

ズは交換することが出来る。 

 

 2.4.17.6 リアフェンダーと合体式でないトップチェーンガードは取り外すこと 

が出来る。 

 

2.4.18 クラッチ 

 2.4.18.1 クラッチは湿式タイプを維持してなければならず、ドライタイプへの 

変更は禁止される。 

 

 2.4.18.2 クラッチの作動は、ケーブルによるものとし、油圧作動式に変更する 

ことは認められない。 

 

 2.4.18.3 バックトルクリミットまたはスリッパ―クラッチシステムの組み込み 

が認められる。 

 

 2.4.18.4 クラッチスプリングは自由とし、事前に装備されたものはシムの追加 

により変更が出来る。 

 

 2.4.18.5 クラッチプレートは自由とする。 

 

 2.4.18.6 クラッチケーブルは自由とする。 
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2.4.19 オイルポンプ及びピルライン 

2.4.19.1 公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも 

のでなければならず、改造は認められない。 

 

2.4.19.2 オイルパンはアフターマーケットのものと交換または他の一般生産型 

モデルのものを使用することが出来る。 

 

2.4.20 ラヂエター、冷却システム及びオイルクーラー 

2.4.20.1 ラヂエター及び全クーリングシステム内には水のみが認められる。   

 

2.4.20.2 一切の添加物、不凍液、ラヂエタークーラントまたはその他液体は認 

められない。 

 

 2.4.20.3 オリジナルのラヂエター位置にメインフレームへの改造なしで取り付 

けられる場合、アフターマーケットのラヂエターへの変更または追加 

ラヂエターを追加することが出来る。 

 

 2.4.20.4 オイルクーラーの追加が認められる。 

 

2.4.20.4.1 柔軟なオイルラインコネクションを持つ如何なる 

追加オイルクーラーも、モーターサイクルに取り 

付ける場合、全てのオイルラインは強化タイプと 

し、外部防御素材でオリジナルのファクトリの取 

り付け基準を満たす高性能なものでなければなら 

ない。 

 

   2.4.20.4.2 全てのオイルラインの接続部はスウェージタイプ 

でなければならない。スクリュークランプはタイ 

プは禁止される。 

 

   2.4.20.4.3 追加のラヂエターのための追加の取り付けブラケ 

ットを取り付けることが出来る。 

 

 2.9.20.5  フレームの一部に近接するオイルライン、ボルトまたはその他突起 

物は、ストラップ、クランプまたは他のメカニカル器材で保持されてい

なければならない。 
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 2.4.20.6  全てのクーリングシステムのホース及びキャッチタンクは変更する 

ことが出来る。 

 

 2.4.20.7  ラヂエターキャップは自由とする。 

 

 2.4.20.8  オイル及び/あるいは水ラヂエターの前部に追加の保護用メッシュを 

追加することが出来る。 

 

2.4.21 エアボックス 

 2.4.21.1 ＲＡＭエアシステム 

 

2.4.21.1.1  エアボックスは、ラムエアシステムを取り入れるため改造 

することが出来る。 

 

2.4.21.1.2 フロントフェアリングは、ラムエアシステムを取り入れる 

ために改造することが出来る。 

 

 2.4.21.2 ストックのエアボックスが装備されていなければならず、それを改造 

することが認められる。 

 

 2.4.21.3 エアフィルターエレメントは自由とし、取り外すことも出来る。 

 

2.4.22 エキゾーストシステム 

 2.4.22.1 スチール製アフターマーケット製エキゾーストパイプのみ認められる 

 

2.4.22.1.1 チタニウム又チタニウム類似の金属製のアフターマーケッ 

ト製のエキゾーストパイプは認められない。 

 

  2.4.22.1.2 サイレンサー/マフラーキャニスターはチタニウムまた 

はカーボンファイバーの使用が認められる。 

 

 2.4.22.2 安全上、エキゾーストパイプの露出した先端は鋭利な先端を避けるた 

め、丸められていなければならない。 
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2.4.22.3 エキゾーストシステムのラッピングは認められないが、安全上、ライ 

ダーの足またはフェアリングが接触する部分については熱から保護する

ために例外とする。 

 

 2.4.22.4 エキゾーストシステムの音量値は 115dB/A とする。 

 

  2.4.22.4.1 レース後の許容誤差は+3dB/A とする。 

 

 2.4.22.5 サイレンサー排気口が複数ある車両の場合の音量計測は、各サイレン 

サー排気口で行う。 

 

 2.4.22.6 音量計測時の固定回転数は下記のとおりとする。 

  

車両 回転数 

Honda CBR250RR 7500 

Honda CBR300R 5500 

Kawasaki Ninja 250R 7500 

Kawasaki ZX25R & ZX25RR 10500 

KTM RC390 5500 

TVS Apache RR310 5500 

Yamaha YZF-R25 7500 

Yamaha YZF-R3 7500 

 

2.4.23 イグニッション及びエンジンコントロールユニット（ＥＣＵ） 

2.4.23.1 ARRC 技術委員会は、下記に明記する aRacer システムのみ承認し 

ており、全参加者が使用しなければならない。以下が承認パーツとす 

る。 

 

  2.4.23.1.1 aRacer SpecX ECU 

  2.4.23.1.2 aRacer クイックシフターモジュール及びセンサー 

  2.4.23.1.3 aRacer Spec スピードチューニング X カリブレーショ 

ンツール 

2.4.23.1.4 aRacer Link ECU と PC 用リンク・コミュニケーショ 

ンケーブル   

2.4.23.1.5 aRacer Race Function Module GPS 及びジャイロモ 

ジュール 
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 2.4.23.2 大会期間中、FIM ARRC テクニカルダイレクターまたは公式 ECU 

技術者は、以下の権限を有する。 

 

2.4.23.2.1 不正行為確認のためのデータログダウンロード 

 

2.4.23.2.2 性能の統一化のための最大回転数規制 

 

2.4.23.2.3 ECU ハードウェア及び関連部品の交換 

 

2.4.23.2.4 ECU ソフトウェアの変更または最新化 

 

2.4.23.2.5 別のハードウェアまたはソフトウェア ECU サプライヤー 

の変更 

 

2.4.23.3 そのような変更が行われる場合、全参加者の ECU ハードウェア及び 

ソフトウェアも変更される。 

 

2.4.23.4 ワイヤリングハーネス及びワイヤリングコネクターは、以下の改造を 

除きオリジナルのものでなければならない。 

 

2.4.23.5 未使用及び/あるいは余分なワイヤハーネス及びコネクターは取り外 

しても接続を切っても良い。 

 

2.4.23.6 ECU マップスイッチの追加が認められる。 

 

2.4.23.7 イグニッションコイル及びスパークプラグは自由とする。 

 

2.4.23.8 キー/イグニッションロックは位置の変更、交換、取り外すことが出 

来る。 

 

2.4.24 ジェネレーター、オルタネーター、エレクトリックスターター 

 2.4.24.1 これらパーツは、公認された車両に装備されているものとし、改造は 

認められない。 

 

 2.4.24.2 スターターは、オフセットすることなく、オリジナルの取り付け位置 

になければならない。 
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 2.4.24.3 エレクトリックスターターは正常に作動しなければならず、大会期間 

中のいつでもエンジンを始動させることができなければならない。 

 

 2.4.24.4 車両保管中、エレクトリックスターターは、ブースとバッテリーを使 

用せずに適切なスピードでクランクを回転させ、エンジンを最低 2 秒 

間作動させなければならい。ブーストバッテリーは認められない。 

 

2.4.25 バッテリー 

 2.4.25.1 バッテリー及びバッテリーのサイズは自由とし、その位置の変更も 

認められる。 

 

 2.4.25.2 バッテリーは、確実に取り付けられ、外部に露出していてはならない 

 

 2.4.25.3 レギュレーター/レクティファイヤは自由とする。 

 

2.4.26 メインフレームボディー及びリアサブフレーム 

2.4.26.1 フレーム及びサブフレームは、公認された車両用にマニュファクチャ 

ラーが生産したオリジナルのものまたは以下の改造を施した公認部品 

でなければならない。 

 

2.4.26.2 クラッシュプロテクター（プロテクティブコーン）は、既存の取り付 

け位置を利用しフレームまたはホイールアクスル端部に圧入し取りつけ 

ることができる。 

 

 2.4.26.3 認められたパーツ（フェアリングブラケット、ステアリングダンパー 

マウント、センサー）を取り付けるための穴あけは認められる。 

 

 2.4.26.4 フレームボディー側面は、複合素材製の保護用部品で覆うことが認め 

られる。 

 

2.4.26.4.1 このプロテクターはフレーム形状に合うものでなければな 

らない。 

 

  2.4.26.4.2 これらカバーは、フレームに構造的剛性を与えて追加する 

永久接着タイプであってはならない。 
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2.4.26.5 エンジンマウントブラケットまたはプレートは公認された車両用にマ 

ニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならない。 

 

2.4.26.6 ブラケット又はマウントポイントをフレームに溶接してはならない。 

 

.4.26.7 ボルトオンタイプのブラケットは交換、改造、取り外すことが出きる。 

 

2.4.26.8 ボルトオンアクセサリーは取り外すことが出来る。 

 

2.4.26.9 追加のシートブラケットは認められるが、非ストレスで突出しないブ 

ラケットは、モーターサイクルの安全構造またはアッセンブリーに影響 

を与えない場合、取り外すことが出来る。 

 

2.4.26.10 全ての車両には車両識別番号（VIN）がフレームまたはボディーまた 

はサブフレーム上のメタルプレートに刻印されていなければならない 

 

2.4.27 事前に組まれたスペアフレーム 

 2.4.27.1 大会期間中、各ライダーは、車検に提示し、フレームに識別シールを 

貼付された１台の車両のみ使用することが出来る。フレームの交換が必

要な場合、ライダーまたはチームは FIM アジア ARRC テクニカルディ

レクターにスペアフレームの使用を申請しなければならない。 

 

 2.4.27.2 事前に組まれたスペアフレームが FIM アジア ARRC テクニカルディ 

レクターに提示され、車両組み込みの承諾を得なければならない。 

 

 2.4.27.3 事前に組まれたフレームとは下記のとおりとする。 

 

 2.4.27.4 メインフレームアッセンブリ― 

 

 2.4.27.5 ベアリング（ステアリングヘッドアッパー及びロワートリプルクラン 

プ、スングアーム他） 

 

 2.4.27.6 スイングアーム 

 

 2.4.27.7 リアサスペンションリンケージ及びショックアブソーバーアッパー及 

びロワートリプルクランプ 
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 2.4.27.8 ワイヤリングハーネス 

 

 2.4.27.9 リビルトされた車両は、使用前に車検員による安全確認を受け、車両 

のフレームに新たなシールが貼付されなければならない。 

 

2.4.27.10 それ以降の競技会において損傷車両は保管され、その車両のパーツ 

がスペアパーツとして使用されないようにされる。 

 

2.4.28 完全なスペア車両 

 2.4.28.1 完全なスペア車両への交換は認められない。 

 

 2.4.28.2 完全な車両は、登録した車両へのスペアパーツとして個々のパーツを 

利用するために準備される。 

 

 手順の説明 

2.4.28.3 1 台の車両のみ事前テクニカルチェックに提示することが認められ、 

その車両のみがトラック上、プラクティス、予選、ウォームアップ及

びレース時にピットボックスの展示スペースに置くことが出来る。 

 

 2.4.28.4 転倒し損傷を受けた車両のフレーム交換が必要であると判断したチー 

ムは、FIM ARRC テクニカルダイレクターに申告しなければならない 

車両が転倒その他事故により損傷を受けた場合、事前に組み込まれた 

スペアフレームを使用し車両を再生することが認められる。 

 

 2.4.28.5 再生した車両の組み上げが完了した時点で、車検及び安全チェックを 

受け、公式にシールが貼付される。 

 

 2.4.28.6 損傷を受けた車両のシールは車検員によって破棄され、当該車両のシ 

ャーシは当該大会期間中に使用することは認められない。 

 

2.4.28.7 新たな識別番号が FIM ARRC テクニカルダイレクターによって記録 

される。 

 

2.4.28.8 損傷を受けた車両のパーツを新たな再生車両に利用することが出来る 
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2.4.28.9 交換した新たな車両は、車両が損傷を受けたプラクティス、予選セッ 

またはレース終了後以降でなければトラック上で使用することは認め 

られない。 

 

2.4.28.10 損傷を受けた車両は、速やかにピットボックスから取り除かれ、ピ 

ットボックスの展示エリアの外に保管されなければならない。 

 

 2.4.28.11 事前組み込みされたスペアパーツとしてのフレームが使用され、再 

度転倒や事故によりフレーム変更が必要となった場合、全く構成部品 

の取り付けられていない真新しいフレームを使用しなければならな 

い。 

 

 2.4.28.12 FIM ARRC テクニカルディレクターは、その真新しいフレームを車 

両再生作業開始前に確認しなければならない。 

 

2.4.28.13 本手順の条項に反する場合、スポーツ規則に明記された罰則の対象 

となる。 

 

2.4.29 フロントフォーク及びステアリングダンパー 

 2.4.29.1 フロントサスペンションシステム（インナーチューブ、ホイールスピ 

ンドル等）は、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産した 

オリジナルのものでなければならず、以下に記す以外の改造は認めら 

れない。 

 

 2.4.29.2 ダンピング調整の為、フォーク内部の改造は認められる。 

 

 2.4.29.3 内部ダンパーは改造、交換または取り外すことが出来る。 

 

 2.4.29.4 内部フォークスプリングは他の似通った異なるレートの物に交換する 

ことが出来る。 

 

2.4.29.5 内部フォークスプリングは、追加または取り外すことが出来る。 

 

2.4.29.6 アッパー及びロワーフォーククランプ（トリプルクランプ、フォーク 

ブリッジ）は、交換又は改造することが出来る。 
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 2.4.29.7 フォークキャップ（フォークの上端部にある）は、スプリングのプリ 

ロード又はダンピングを外部から調整するために改造、または交換す 

ることが出来る。 

 

 2.4.29.8 電子制御式ステアリングダンパーは、公認された車両または一般公道 

用モデルに装備されていない場合、使用することは出来ない。 

 

 2.4.29.9 公認車両に装備された物か、公認されたシステムを如何なる改造もせ 

ずに使用しなければならない。 

 

 2.4.29.10 アフターマーケットの非電子式ステアリングダンパーは認められ 

る。ステアリングダンパーは、ステアリングロックデバイスとして機 

能してはならない。 

 

 2.4.29.11 ダストシールは改造、変更または取り外すことが出来る。 

 

 2.4.29.12 オイルシールは、完全な状態を維持し、フロントフォークは適切に 

オイルシールされていなければならない。 

 

2.4.30 ショックアブソーバー（リアサスペンションユニット） 

 2.4.30.1 ショックアブソーバーユニット及びスプリングは自由とする。 

 

 2.4.30.2 取り付け位置及びリンク/リンケージは公認時の位置が維持されてい 

なければならず、改造は認められない。 

  

2.4.30.3 電子制御式ショックアブソーバーは認められず、それらは通常タイプ 

のショックアブソーバーに交換されなければならない。 

 

2.4.31 リアスイングアーム（リアフォーク） 

2.4.31.1 リアスイングアームは、公認された車両用にマニュファクチャラーが 

生産したオリジナルのものでなければならず、以下に記す以外の改造は 

認められない。 

 

 2.4.31.2 リアスイングアームピボット位置はオリジナルまたは公認車両と同 

じ位置に無ければならない。 
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 2.4.31.3 市販車両にインサートがある場合、オリジナルインサートの位置は変 

更することが出来るが、インサートの交換または改造は認められない。 

 

2.4.31.4 リアホイールスタンドブラケットは、リアスイングアームに溶接また 

はボルトにて追加することが出来る。ブラケットは端部が丸められてい

なければならない。（大きな直径で）締め付けボルトは凹所になければ

ならない。オリジナルのリアブレーキキャリパー取り付け位置を維持す

る為の固定システムまたはポイントをリアスイングアームに追加するこ

とが出来る。 

 

2.4.31.5 強固なプロテクティブカバー（シャークフィン）は、シングアームに 

取り付けられ、リアホイールの位置に関係なく、常にロワーチェーン可

動部、スイングアーム及びリアホイールスプロケット開口部を覆ってい

なければならない。 

 

2.4.32 ホイール 

 2.4.32.1 ホイールは交換することが認められる。アフターマーケットのホイー 

ルはアルミニウム製でなければならない。 

 

 2.4.32.2 ホイールの直径は 17 インチとし、以下の仕様が認められる。 

 

 2,4,32,2,1 認められる最大リム幅は以下のとおりとする。 

 

  2.4.32.2.1.1 フロントホイール最大リム幅 3.0 インチ 

   

  2.4.32.21..2 リアホイール最大リム幅： 4.5 インチ 

 

 2.4.32.3 ホイールスペーサーは改造または交換することが出来る。 

 

 2.4.32.4 ホイールバランスウェイト取り外し、変更、追加することが出来る。 

 

 2.4.32.5 オリジナルのスプロケットキャリアは交換することが出来る。 

 

 2.4.32.6 ノンストップコーティング/処理はリムのビードエリアに施すことが 

出来る。 
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 2.4.32.7 如何なるインフレーションバルブも使用することが出来る。 

 

2.4.33 ブレーキ 

 2.4.33.1 オリジナルの車両又は公認時に車両に ABS が装備されている場合、 

システムを切断することが出来る。 

 

 2.4.33.2 フロント及びリアブレーキディスクは、アフターマーケットのブレー 

キディスクに交換することが出来るが、オリジナルのキャリパー及びマ 

ウントに取り付けることが出来なければならない。 

 

 2.4.33.3 しかし、外径、オフセット、ホイールマウント及びベンチレーション 

システムはオリジナルの車両の物か公認時の寸法及びシステムが改造 

なしで取り付けることが出来る。 

 

 2.4.33.4 オリジナル又は公認時の車両がインターナルベンチレーテッドディス 

クを装備していない場合、その使用は認められない。 

 

2.4.33.5 交換する場合、スチール製（最大カーボン含有量は 2.1wt%）のも 

ののみとする。 

 

 2.4.33.6 ブレーキローターの厚みを増加することは出来るが、オリジナル又は 

公認時のキャリパーに改造なしで取り付けられなければならない。 

 

 2.4.33.7 ブレーキディスクローターの数または量（シングルまたはダブル） 

は、オリジナル又は公認時のものと同じでなければならない。 

 

 2.4.33.8 フロント及びリアブレーキキャリパー（マウント、キャリアー、ハン 

ガー）は、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジ

ナルのものでなければならず、改造は認められない。 

 

2.4.33.9 フロント及びリアのマスターシリンダーは、公認された車両用にマニ 

ュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならず、改造

は認められない。 
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2.4.33.10 フロント及びリアの油圧ブレーキラインは変更することが出来る。 

両方のフロントブレーキキャリパー用のフロントブレーキラインの分岐

点はロワーフォークブリッジより上になければならない。 

 

2.4.33.11 ブレーキパッドは自由とする。 

 

2.4.33.12 ブレーキパッドロッキングピンは改造またはクイックタイプに変更 

することが出来る。 

 

2.4.33.12.1 β タイプのものは、安全にワイヤーロックが施されなけ 

ればならない。 

 

2.4.33.13 作動液の熱を軽減する為にキャリパーシムの追加が認められる。 

 

2.4.33.14 追加のエアスクープまたはダクトは認められない。 

 

2.4.33.15 車両には、他の車両との接触等により誤って作動しないようにハン 

ドルバーブレーキレバーを保護するためのブレーキレバープロテクショ

ンが装備されていなければならない。 

 

2.4.33.15.1 テクニカルディレクターは、安全を確保できないと判断 

するガード類の使用を拒否する権限を有する。 

 

2.4.34 ハンドルバー及びハンドコントロール 

 2.4.34.1 ハンドルバーは交換することが出来る。 

 

 2.4.34.2 ハンドルバー及びハンドコントロールの位置を変更することは認めら 

れる。 

 

 2.4.34.3 クラッチパーチ（留め具）とクラッチレバー及びブレーキレバーは、 

アフターマーケットのものと交換することが出来る。レバーの動きの 

調整並びにブレーキレバーアジャスターは認められる。 

 

2.4.34.4 スイッチは変更することが出来るが、エレクトリックスタータースイ 

ッチ及びエンジンストップスイッチはハンドルバーに装備されなけれ 

ばならない。 
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 2.4.34.5 スロットルアッセンブリ―及び関連ケーブルは改造または変更するこ 

とが認められるが、スロットルボディーとスロットルコントロールと 

の接続は、公認車両の状態を維持していなければならず、如何なる改 

造も認められない。 

 

2.4.34.6 ケーブル式のスロットル（グリップアッセンブリ―）は、リモートに 

よるライドバイワイヤセンサーを含み、解放及び閉鎖を行うケーブル

が装備されていなければならない。 

 

2.4.34.7 スロットルコントロールは、手で握っていないときには自動的に元に 

戻るものでなければならない。 

 

2,4,34,8 モーターサイクルには有効なイグニッションキルスイッチまたはボタ 

ンがハンドルバー右側（グリップに手がある時に届く範囲）に装備さ 

れ、作動しているエンジンを止めることが出来なければならない。ボ 

タンまたはスイッチは赤色でなければならない。 

 

2.4.35 フットレスト及びフットコントロール 

 2.4.35.1 フットブレーキペダルは自由とする。 

 

 2.4.35.2 フットレスト、ブラケット及び固定具は交換や位置変更も認められる 

が、ブラケット自体はオリジナルの取り付け位置を維持しなければな 

らない。 

 

 2.4.35.3 フットレストは固定タイプまたは折り畳み式のものが認められる。折 

り畳み式フットレストは自動で戻るメカニズムを備えていなければな 

らない。 

 

 2.4.35.4 フットレストの端部は最低直径 8mm の強固な球状でなければならな 

い。 

 

 2.4.35.5 リジッドタイプの金属製フットレストの端部にはプラスチック製、ナ 

イロンまたは同等の素材タイプ製のエンドプラグが取り付けられてい 

なければならない。 

 

 



113 

 

 2.4.35.6 FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、安全目的を満足しな 

いプラグを拒否する権限を有する。 

 

2.4.36 燃料タンク 

2.4.36.1 燃料タンクは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産した 

オリジナルのものでなければならず、改造は認められない。 

 

 2.4.36.2 タンクパッドはタンク後部に簡易に取り付けることが出来るが、永久 

接着は不可とする。 

 

 2.4.36.3 タンクブリーザーパイプの装備された燃料タンクにはノンリターンバ 

ルブが装備され、適切な素材で作られた最低容量 250 ㏄のキャッチ 

タンクに排されなければならない。 

 

2.4.36.4 燃料キャップは変更が認められる。 

 

2.4.36.5 誤って開いてしまわないように確実にロックできるものでなければな 

らない。 

 

2.4.36.6 燃料キャップは閉じられた時に漏れ防止でなければならない。 

 

2.4.37 フェアリング/ボディーワーク 

 2.4.37.1 ウィンドスクリーンのデザイン及び形状は自由とする。 

 

 2.4.37.2 フェアリング/ボディーワークのデザイン及び形状は自由とする。 

 

  2.4.37.2.1 カーボンファイバーまたはカーボン複合材料を使用したフ 

ェアリング/ボディーワークの製造は認められない。 

     ― 穴および圧力がかかる取り付け領域の周囲の追加の補 

強のみ、カーボンファイバーまたはカーボン複合材料 

で追加の層を設ける事ができる。 

 

     ― オリジナルの RAM エアダクトは取り除きまたは変更 

することが出来る。 
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2.4.37.3 オリジナルのコンビネーションインストルメント／フェアリング・ブ 

ラケットは交換することができるがチタニウム及びカーボン（または 

類似複合素材）は禁止される。 

 

 2.4.37.4 ロワーフェアリングは、エンジン破損時に、最低６リットルを保持で 

きる構造でなければならない。フェアリング開口部の下端は、フェア 

リングの底より最低 70mm 上に設けられなくてはならない。ロワー 

フェアリングの横行壁の上端は最下部より最低 70mm 上方でなけれ 

ばならない。この壁と床面との角度は≦90°とする。 

 

 2.4.37.5 ロワーフェアリングには、直径≦25mm の孔がフロント底部に設け 

られなくてはならない。この孔は常に閉じられていなければならない 

 

 2.4.37.6 フロントフェンダー/マッドガードは、オリジナルパーツのコスメテ 

ィックデュプリケート（複製したもの）に交換する事が出来る。 

 

 2.4.37.7 リアマッドガードは交換または取り外すことが認められる。 

 

 2.4.37.8 チェーンガードは、リアマッドガードと別に装備されなければなら 

ない。 

 

2.4.38 シート 

 2.4.38.1 シートベース及び関連するシートボディーワークは交換することが出 

来る。 

 

 2.4.38.2 リアシート周りのリアボディーワーク上部はソロシートに改造するこ 

とが出来る。 

 

 2.4.38.3 シートロッキングシステム（プレート、ピン、ラバーパッド等）は、 

取り外すことが出来る。 

 

2.4.39 ファスナー 

 2.4.39.1 スタンダードのファスナーは、如何なるデザイン及び材質の物に変更 

することが認められる。しかし、チタニウムまたはその他特殊軽合金 

素材のファスナーを除くことが本規則内に明記されていたり特筆され 

ている場合を除く。 
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 2.4.39.2 強度とデザインは十分なものとし、スタンダードファスナーと比較し 

同等以上のものでなければならない。 

 

 2.4.39.3 ファスナーには、セーフティーワイヤー取り付けのための穴あけが認 

められるが、故意に軽量化のための穴あけは認められない。 

 

 2.4.39.4 フェアリング/ボディーワークのファスナーはクイックディスコネク 

トタイプのものに交換することが出来る。 

 

 2.4.39.5 アルミニウム製のファスナーは、車両構造に影響しない場所にのみ使 

用することが出来る。 

 

2.4.40 以下は変更することが出来るまたは公認された車両用に製作されたものから交 

換することが出来る。 

2.4.40.1 如何なるブレーキオイルまたはサスペンションオイルも使用すること 

が出来る。 

 

2.4.40.2 如何なるスパークプラグも使用することが出来る。 

 

2.4.40.3 全てのガスケット及びその材質も自由とする。 

 

2.4.40.4 外部ペイントワーク、デカール及びカラースキームは自由とする。 

 

2.4.40.5 計器、計器ブラケット及び関連ケーブルは交換することが出来る。 

 

2.4.40.6 オリジナルでないパーツ（フェアリング、エキゾースト、計器類等） 

をフレーム（またはエンジン）に取り付けるためのブラケットの材質 

は、チタニウムまたは強化繊維素材であってはならない。 

 

2.4.40.7 フレーム、チェーン及びフットレストのプロテクティブカバーは、そ 

れが公認された車両に取り付けられたオリジナルのパーツの位置を変 

更しない場合、繊維複合材等、別の材質のものが認められる。 

 

  2.4.40.7.1 ただし、構造上の剛性や強度を高めるためにフレームやス 

イングアームに複合材料を接着することは許可されない。 
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 2.4.40.8 全ての燃料タンクは防爆剤が充填されていなければならない。（オー 

プンコールドメッシュまたは Explosafe®） 

 

2.4.41 以下のアイテムは取り除くことが出来る 

 2.4.41.1 計器、計器ブラケット及び関連ケーブル 

 

 2.4.41.2 タコメーター及びスピードメーター 

 

 2.4.41.3 ラヂエターファン及びワイヤリング 

 

 2.4.41.4 サーモスタット、サーマルスイッチまたは水温センサー 

 

 2.4.41.5 リアサブフレームのボルトオンアクセサリー 

 

 2.4.41.6 余分なハンドルバースイッチ類 

 

 2.4.41.7 エアボックス内及び周囲の排気ガスコントロール装置（非公害）及び 

エンジン（O2 センサーエアインジェクションデバイス） 

 

 2.4.41.8 リアフェンダーに干渉しないトップチェーンガード 

 

2.4.42 以下のアイテムは取り除かれなければならない 

 2.4.42.1 ヘッドランプ、リヤランプ及び方向指示器は取り除かれなければなら 

ないが、前方からの外観プロフィールは維持されなければならない。 

開口部は適切な素材のもので覆われなければならない。 

 

 2.4.42.2 バックミラー 

 

 2.4.42.3 ホーン 

 2.4.42.4 ライセンスプレートブラケット 

 

 2.4.42.5 工具 

 

 2.4.42.6 ヘルメットフック及び荷物用フック 

 

 2.4.42.7 パッセンジャー用フットレスト及び取り付けブラケット（ある場合） 
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2.4.42.8 パッセンジャー用グラブレール 

 

2.4.42.9 セーフティーバー、センター及びサイドスタンドは取り外されなけれ 

ばならない。（固定されたブラケットはそのまま残さなければならない） 

 

2.4.42.10 触媒装置 

 

2.4.43 以下のアイテムは変更されなければならない 

2.4.43.1 全てのエンジンにはクローズドブリーザーシステムが装備されていな 

ければならない。全てのオイルブリーザーパイプ/ラインは、 

a. オイルキャッチタンクに接続され、エアボックスに排出される。 

または 

b. 容量 1 リットルのオイルキャッチタンクに直接排出される。 

 

2.4.43.2 如何なるブリーザーパイプ/ラインも直接大気に放出してはならない 

 

2.4.43.3 ワンウェイバルブの使用が、上記に代わることはない。 

 

2.4.43.4 全てのブリーザーパイプ/ラインは、既存に排出口より排出されるも 

のでなければならない。 

 

2.4.43.5 エアボックスドレーンは封印されなければならない。 

 

2.4.43.6 以下のパーツは確実にワイヤーロックが施されなければならない。 

a. オイルドレーンプラグ 

b. オイルフィラーキャップ 

c. 外部オイルフィルター 

 

2.4.44 追加の装備 

 2.4.44.1 テレメトリーは禁止される。 

 

 2.4.44.2 エンジンの作動中またはモーターサイクルの走行中は、データ交換ま 

たは設定のためモーターサイクルへのリモートまたはワイヤレス接続 

は認められない。 
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2.4.44.3  データロガーを使用することができ、以下のデータロギングセンサー 

（追加のデータロガーに接続）をオートバイのオリジナルのセンサーに

追加することができる。  

 

2.4.44.3.1 フォーク位置センサー  

 

2.4.44.3.2  衝撃位置センサー  

 

2.4.44.3.3  前後ブレーキ圧力センサー  

 

2.4.44.3.4  ブレーキディスク温度センサー  

 

2.4.44.3.5  燃圧センサー (温度ではない)  

 

2.4.44.3.6  油圧センサー  

 

2.4.44.3.7  油温センサー  

 

2.4.44.3.8  トランスポンダーまたはラップタイムシグナル  

 

2.4.44.3.9  GPS ユニット（ラップタイミングとトラック位置）  

 

2.4.44.3.10 タイヤ空気圧センサー (TPMS)  

 

2.4.45 車両のバランス理念 

 FIM アジア及び ARRC 技術委員会は、車両マーケット内における公平性を維 

持する為同一クラス内の車両のバランス方法に関する権限を有する。FIM アジ 

ア及び ARRC 技術委員会は車両毎の性能を比較検討する。 

 

以下に実行可能ないくつかの方法を示すが、これらはレースシーズン中に随時 

見直しが行われる。  

・ 重量調整 

・ 基本的な最大 RPM 制限 (ARRC aRacer Spec ECU システム経由で調整) 

・ スロットルボディーサイズのバランス調整  

・ エンジン部品のコンセッション（譲歩） 

・ ハンドリングおよびサスペンション部品のコンセッション（譲歩） 
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・ 必要に応じてその他の適切なバランスをとる方法  

 

※注：詳しくは以下の記事を参照。13500 

車両 回転数 

Honda CBR250RR 14000 

Honda CBR300R 指定なし 

Kawasaki Ninja 250R 14000 

Kawasaki ZX25R & ZX25RR 16500 

KTM RC390 11150 

TVS Apache RR310 11500 

Yamaha YZF-R25 14000 

Yamaha YZF-R3 12500 

 

2.4.46 ライダーの均衡化 

 2.4.46.1 最初の均衡化 - 最初の均衡化は以下の通り実行される。 

 

  2.4.46.1.1 誘因：上位 5 名（ランキング）のポイントが、選手権の 

他のライダー（6 位以下）に対するポイント差が 25 ポイ 

ントとなった場合。 

 

  2.4.46.1.2 調整：次戦より、当該ライダーの車両の最高 rpm 規制値 

から 200rpm 差し引かれる。 

 

  2.4.46.1.3 期間：調整された最高 pm 規制値はレースシーズンを通し 

て適用さるか、または、2 度目の均衡化が実施され調整さ 

れる迄。 

 

 2.4.46.2 第 2 次均衡化 

   第 2 次均衡化は以下の通り実施される。 

  2.4.46.2.1 誘因：上位 5 名（ランキング）のポイントが、選手権の 

他のライダー（6 位以下）に対するポイント差が 50 ポイ 

ントとなった場合。 

 

2.4.46.2.2 調整：次戦より、当該ライダーの車両の最高 rpm 規制      

値から 200rpm 差し引かれる。 
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2.4.46.2.3 期間：調整された最高 rpm 規制値はレースシーズンを通 

して適用さるか、または、2 度目の均衡化が実施され調整

されたものの必要に応じて調整が図られる迄。 

 

2.4.46.3 第 3 次均衡化 

   第 3 次均衡化は以下の通り実施される。 

  2.4.46.3.1 誘因：上位 5 名（ランキング）のポイントが、選手権の 

他のライダー（6 位以下）に対するポイント差が 75 ポイ 

ントとなった場合。 

 

  2.4.46.3.2 調整：次戦より、当該ライダーの車両の最高 rpm 規制 

                      値から 100rpm 差し引かれる。 

 

  2.4.463.3 期間：調整された最高 rpm 規制値はレースシーズンを 

通して適用さる。 
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UB（アンダーボーン）150 技術仕様  
 

以下に記す規則は、公認車両に対して限られた変更を認め安全性及び各車両コンセプト間

の競技性の向上のためのものとする。 

 

本規則に明記されていない事項の一切の変更は禁止される。 

 

パーツまたはシステムで下記に明記されていないものは禁止される。 

 

UB150 車両は、FIM アジア ARRC 技術委員会による公認を必要とする。全ての車両

は自然吸気でなければならない。全ての車両は、すでに車両製造時点で満足する装備が

備わっている場合を除き、本本技術規則に明記されたロードレースの要件の一つ一つに適

合していなければならない。 

 

一度公認となった車両は、当該クラスに新たな規則により公認が取り消されるまで、また

は当該クラスの技術規則が変更となるまでの最大 8 年間使用することができる。 

 

フロント、リアの外観及び UB150 車両のプロフィール（特記事項のない限り）公認時の

車両または生産された形状（マニュファクチャラーによって製作された状態）を保ってい

なければならない。エキゾーストシステムの外観は除く。 

 

2.5 総合仕様 

 車両の全てのパーツおよびシステムは以下の事項に記載されていない限り、 

― マニュファクチャラーが製作したオリジナルのままとする。 

― 公認車両に装備されたオリジナルのままとする。 

― すべての車両は、電子的モーターアシスト（ハイブリッドモーター等）を使 

用しない自然吸気でなければならない。 

 

2.5.1  参加可能車両 

 以下の車両が競技に参加することが認められる。 

― 136cc～150cc の 4 ストローク垂直傾斜エンジンを搭載したアンダーボー 

ン車両。ただし、Honda RS150R│RSX│Winner X 150│Supra GTR  

150 では、コンセッションオプション（事項 2.5.49.5 参照）が選択されて 

いる場合、排気量は 155.4cc に制限される。 
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これらの規則は一般公道用車両の為のものである。一般生産型エンデューロモト

クロスをベースとしたオフロード車両は特に認められない。FIM アジア ARRC

技術委員会がこのクラスに参加が可能かどうか決定する権限を有する。 

 

2.5.2 重量規制 

プラクティス及びクォリファイセッション中、ライダーは車両を重量検査に提出

することを要請される場合がある。ライダーは如何なる場合であってもこの要請

に従わなければならない。競技会中、車両重量及び燃料タンクと残燃料を含む総

重量は下記の最低重量より下回ってはならない。 

 

 2.5.2.1 最低総重量： １６８Kg 

 

 2.5.2.2  レース終了後の最終車両検査において選ばれた車両は、レース終了時 

の状態で重量が計測され、この最低重量を満たしていなければならな 

い。車両には如何なる物も付加されてはならない。これには全ての液 

体も含まれる。 

 

2.5.2.3  車両の最低重量に関する許容誤差値は設定されない 

 

2.5.2.4  総重量に適合するために、以下のことが認められる。 

 

2.5.2.4.1 重量バラストの追加 

2.5.2.4.1.1 すべての重量バラストは、適切な強度/サイズ (M8) のボ 

ルトでしっかりと取り付けられ、固定され、車両安全検査

中に車検チームに申告しなければならない。 

 

2.5.2.4.2 軽量の外部部品への変更は許可される。ただし、回転部品、ホイー 

ル、エンジン部品は除外されます。 

 

2.5.2.4.3 カーボン複合材、チタン、その他の軽量金属は許可される。 

 

2.5.2.4.4 サブフレームは変更することが出来、その素材の変更も認められ 

る。 

 

    ※ 総重量とは、車両重量に加えフル装備のライダー重量を合算した重量 
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2.5.3 スターティングナンバー 

アジアロードレースに受理された各ライダーは、年間をとおして使用する自身のナ

ンバーを選択することができる。１から 10 までは前年の選手権における選手権ポ

イントランキング用とする。 

 

 フロントナンバー 

2.5.3.1 バックグラウンドの色は黒とし、数字は白または明るい色とする。 

 

2.5.3.2 フロントナンバーのサイズは 

i.  最低高:   130140 mm 

ii.  最低幅:   7480 mm 

iii.  数字の太さ:     2325mm 

iv.  数字間の最低間隔:   910mm 

 

 2.5.3.3 サイドナンバーは、ベリーパンの両側に装着しなければならない。 

ナンバー及びバックグラウンドの色はフロントナンバーと同様とする。 

 2.5.3.4 サイドナンバーのサイズは下記とする。 

     i.  最低高:   95 mm 

ii.  最低幅:   55 mm 

iii. 数字の太さ：   12mm 

iv.  数字間の最低間隔:   ６mm 

 

2.5.3.5 ナンバーの承認フォントタイプは下記とする。 

  i.  フュチュラヘヴィー及びフュチュラヘヴィー・イタリック 

ii.  ユニバースボールド及びユニバースボールド・イタリック 

iii. オリバースメッド及びオリバースメッド・イタリック 

iv. フランクリンゴシック及びフランクリンゴシック・イタリック 

 

2.5.3.6 指定されたライダーのナンバー（及びプレート）は以下のとおり車両 

に確実に取り付けられなければならない。 

 

2.5.3.7 一つはフロントでフェアリングセンターまたは若干左右のどちらかに 

寄らすことが出来る。数字はナンバープレートのセンターに入れなけ 

ればならない。 
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 2.5.3.8  ロワーフェアリングの両側（ベリーパン）に装備されなければならな 

い。ナンバーはバックグラウンドの中央に位置しなければならない。 

 

 2.5.3.9 アウトラインは対照的な色としアウトラインの最大幅は３mm とする 

 

 2.5.3.10 数字を重ねることは出来ない。 

 

2.5.3.11  バックグラウンドの色は、数字の周り（縁取り含む）が明確に視認で 

きるものでなければならない。蛍光または反射タイプの数字は認められ 

ない。 

 

2.5.3.12  数字の視認性に関する疑義が生じた場合、ARRC FIM アジアテクニ 

カルディレクターの裁定が最終のものとされる。 

 

 

 

2.5.4  燃料 

全ての UB150 車両は、オーガナイザーが支給する無鉛ガソリンを使用しなけれ

ばならない。 

 

2.5.5 タイヤ 

2.5.5.1 タイヤは公式タイヤサプライヤーであるダンロップから提供される。 
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2.5.5.2 各大会最大 2 本のフロントと 3 本のリアスリックタイヤのみ使用が認 

められる。 

 

2.5.5.3 最大 1 本のフロントと 2 本のリアウェットタイヤのみ使用が認められ 

る。 

 

2.5.5.4 これらはレースウィークエンドに使用可能な最大本数とする。配給内容 

の変更のある場合、エントラントに連絡される。 

 

2.5.5.5 全ての使用済みタイヤ及び未使用のタイヤは、レース後に公式タイヤサ 

プライヤーに返却されなければならない。 

 

2.5.5.6 如何なる変更（カットやグルービング）も認められない。 

 

2.5.5.7 フリープラクティス、クォリファイプラクティス、ウォームアップ及び 

レースで使用するドライタイヤは、公式タイヤサプライヤーンによる識 

別番号が付されたステッカーによりマークされる。 

 

2.5.5.8 ライダーまたはチームの判断により、レースで使用するタイヤをドライ 

にするかウェットタイヤにするか選択することが出来る。 

 

2.5.5.9 タイヤの選択は、公式サプライヤー代表により無作為に行われる。チー 

ムメイト間であっても、また、レースディレクションの許可無しに公式 

タイヤサプライヤーによっても一度指定されたタイヤを交換することは 

認められない。 

 

2.5.5.10 ステッカーには、各ライダーの識別番号が記され、各配布時に異なる色 

の者が使用される。 

 

2.5.5.11 ステッカーは、タイヤのサイドウォール右側に貼付しなければならな 

い。 

 

2.5.5.12 FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに任命されたオフィシャル 

または人員は、ピットレーンにおいて車両が正しくステッカーを貼付 

されているか確認する。 
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2.5.5.13 ステッカーの無いタイヤ車両の場合、適切な指 

示を仰ぐため速やかにレースディレクションに報告しなければなら 

ない。 

 

2.5.5.14 特例的な事情において、ステッカーの損傷や誤って貼付した場合、 

FIM アジア ARRC テクニカルディレクターの判断により追加の 1 枚を 

支給することが出来る。 

 

2.5.5.14.1 しかし、その場合、損傷したステッカーの返還、または貼 

付した無傷のタイヤを FIM アジア ARRC テクニカルディレ 

クターに提示しなければならない。 

 

 2.5.5.15 指定されたタイヤは、チームメートを含むライダー間で交換すること 

は認められない。また、レースディレクションの許可がない限り、割 

り当て後の交換は、タイヤサプライヤーであっても認められない。 

 

2.5.6 エンジン 

 2.5.6.1 エンジンのタイプ：4 ストロークの垂直傾斜型 

 

 2.5.6.2 ボア及びストロークはスタンダードのものか公認時の状態でなければ 

ならない。 

 

 2.5.6.3 エンジン排気量はスタンダードのものか公認時の状態でなければなら 

ない。 

 

2.5.6.4 Honda RS150R/RSX/Winner X 150/Supra GTR/Voge FR150  

を除き、コンセッションオプション（性能バランス）がピストン直径 

58.5 ㎜を選択している場合、排気 155.4cc に制限される。（チーム 

/ライダーは、本条項もしくは事項 2.5.7.3 を選択する） 

 

 2.5.6.５ 車検チームまたはその代理者は、レースイベント中の特定セッション 

における RPM データをダウンロードする。 
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2.5.7 フュエルインジェクションシステム 

2.5.7.1 フュエルインジェクションシステムとは、スロットルボディー、フュ 

エルインジェクター、可変インテークトラクトデバイス及びフュエル 

プレッシャーレギュレーターを指す。 

 

 2.5.7.2 バタフライバルブタイプのスロットルボディーのみ認められる。 

 

2.5.7.3 スロットルボディーの最大サイズは 32 ㎜とする。 

HondaRS150R/RSX/WinnerX150/SupraGTR150/VogeFR250 

では、コンセッションオプションが選択されている場合、スロットルボ 

ディーサイズは 34 ㎜とする。（チーム/ライダーは、本条項もしくは事 

項 2.5.6.4 を選択する） 

計測点は、バタフライバルブに隣接するベンチュリーとする。 

  

2.5.7.4 他の一般生産型車両のスロットルボディー及びアフターマーケットの 

バタフライバルブタイプのスロットルボディーが認められる。特注ま 

たはプロトタイプのスロットルボディーは認められない。 

 

 2.5.7.5 大気及び空気と燃料の混合のみスロットルボディーバタフライを介し 

て燃焼室に送り込むことが認められる。 

 

2.5.7.6 インジェクターの数は、公認時または車両が生産された時と同じでな 

ければならない。 

 

 2.5.7.7 インジェクターは交換することが出来るが、それは量産タイプでなけ 

ればならない。 

 

 2.5.7.8 インジェクターは、インテークバルブ及びスロットルバタフライバル 

ブの間に無ければならない。スロットルバタフライバルブ前（アップ 

ストリーム）にインジェクターを位置することは認められない。 

 

 2.5.7.9 エアファンネルまたはベロシティースタックは自由とする。 

 

 2.5.7.10 燃料ポンプへのワイヤリングハーネスは自由とする。 
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 2.5.7.11 インテークパイプまたはインテークマニフォールドインシュレーター 

プレートは自由とする。 

 

 2.5.7.12 可変長インテークトラクトデバイスは認められない。 

 

2.5.8 燃料供給 

 2.5.8.1 フュエルポンプ及びフュエルプレッシャーレギュレーターは、公認さ 

れた車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでな 

ければならいが改造は認められる。 

 

 2.5.8.2 燃料タンクからインジェクター（フュエルホース、デリバリーパイプ 

アッセンブリー、ジョイント、クランプ、フュエルキャニスター）へ 

のフュエルラインは交換することができるが、それは、転倒による損 

傷を避けられるようにされなければならない。 

 

 2.5.8.3 フュエルベントラインは交換することが出来る。 

 

 2.5.8.4 フュエルフィルターを追加することが出来る。 

 

 2.5.8.5 クイックコネクターの使用または追加が認められる。 

例：ドライブレーキコネクター等 

 

2.5.9 シリンダーヘッド 

 2.5.9.1 シリンダーヘッドは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産 

したオリジナルのものでなければならず、以下の改造のみ認められる。 

 

  2.5.9.1.1 シリンダーヘッド表面は、圧縮比調整のために機械加工が 

認められる。圧縮比は自由とする。 

 

  2.5.9.1.2 材質の除去（ポーティング及びポリッシング）及びエポキ 

シ―の追加によるポートシェイプの変更によるインテーク 

及びエキゾーストポートの改造が認められる。 

 

2.5.9.1.3 インテーク及びエキゾーストポートの位置は,スタンダード 

面を維持する為に変更が認められる。 
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  2.5.9.1.4 インテーク及びエキゾーストのセンターライン角は公認時 

のスタンダード角を維持していなければならない。 

 

  2.5.9.1.5 この特別な作業をするための溶接は認められる。 

 

 2.5.9.2 センサーが外された場合、そのセンサー用の穴は塞ぐか溶接される。 

 

 2.5.9.3 その他を目的とする如何なる溶接も認められない。 

 

 2.5.9.4 バルブシートの材質は自由とする。 

 

 2.5.9.5 バルブ角は変更することが出来ない。 

 

 2.5.9.6 シリンダーヘッドのナット及びワッシャーは自由とする。 

 

 2.5.9.7 バルブコッターピン及びその材質はスタンダードのものを維持しなけ 

ればならない。 

 

 2.5.9.8 最大バルブサイズは以下とする。 

  2.5.9.8.1 インテークバルブ：22 ㎜ 

 

  2.5.9.8.2 エキゾーストバルブ：19 ㎜ 

 

 2.5.9.9 バルブの材質は自由とする。その重量は 13 グラムより軽くてはなら 

ない。 

 

 2.5.9.10 バルブインスペクションキャップ（インテーク及びエキゾースト）は 

自由とする。 

 

 2.5.9.11 インテーク及びエキゾーストバルブシールの両方ともに交換すること 

が出来るが、装着されていなければならない。 

 

 2.5.9.12 バルブスプリングは、異なるスプリング比の同等のスプリングに交換 

することが出来る。 
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2.5.9.12.1 バルブスプリングシート及びバルブスプリングリテーナ 

ーの寸法及びサイズは自由とする。 

 

 2.5.9.13 バルブガイドは、公認時に装着されているものまたは公認パーツでな 

ければならないが、カット及びグラインドは認められる。 

 

2.5.10 カムシャフト及びカムシャフトスプロケットまたはギア 

 2.5.10.1 カムシャフトは自由とする。 

 

 2.5.10.2 カムシャフトカバーまたはカムスプロケットインスペックションキャ 

ップは改造、変更することが認められる。 

 

 2.5.10.3 カムシャフトチェーンガイド及びテンショナーは自由とする。 

 

 2.5.10.4 カムシャフトスプロケットまたはギアは自由とする。 

 

 2.5.10.5 カムシャフトベアリングは自由とする。 

 

2.5.11 ロッカーアーム及びロッカーアームシャフト 

  ロッカーアーム及びロッカーアームシャフトは自由とする。 

 

2.5.12 タイミングチェーン及びタイミングチェーンガイド 

  タイミングチェーン及びタイミングチェーンガイドは自由とする。 

 

2.5.13 ペアバルブ（エアクリーナーボックスへの）―（クローズトブリーザーシステ 

ム） 

ペアバルブは取り外しまたは封印することが出来る。 

 

2.5.14 シリンダーブロック 

2.5.14.1 シリンダーブロックは、公認された車両用にマニュファクチャラー 

が生産したオリジナルのものまたは公認されたアフターマーケット 

オプション品でなければならない。 
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2.5.14.2 シリンダーブロック公認 

 2.5.14.2.1 シリンダーブロックは、公認を受けるため、FIM アジア 

ARRC 技術委員会に送付されなければならない。この過 

程では、サンプルユニットが到着し全ての関連データが 

整うまで約 14 日間を要する。 

   

  2.5.14.2.2 以下が現状の公認アイテムとなっている。 

 

 2.5.14.2.3 SＣＫレーシング、ブロックキットＹ１５ 

    コードＮｏ．EGBK-5857-FGSD-OM(01Y15CB9) 

 

 2.5.14.2.4 SCK レーシング、ブロックキットＲＳ１５ 

    コードＮｏ．EGBK-2357-FG00-00(01RSCB5) 

 

 2.5.14.2.5 SCK レーシング、ブロックキット RS15 58.5 FG 

    コード No.EGBK―２３５８－５FG0-00(承認待ち) 

 

 2.5.14.2.6 Voge Racing Block 

    コード NO.XXXXXXXX（承認待ち） 

 

 2.5.14.2.7 ＵＭＡレーシング、セラミックシリンダーブロック 

    コードＮｏ．02B00370 

 

2.5.14.2.8 カーディナルレーシングブロック・レーシングセット鋳造 

Ｙ１５ＺＲ コードＮＯ．TWS57Y 

 

 2.5.14.2.9 4S1M シリンダーブロック、ヤマハ YZ15R 

       コード NO.3280A0222464 

 

2.5.14.2.10 トバキ Y15ZR 57mm セラミックブロック 

（TTBC01-57）（承認待ち） 

 

2.5.14.2.11 トバキ RS150R 57.3mm セラミックブロック 

（TTBC02-57.3）（承認待ち） 
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2.5.14.3 燃焼比率を変更するためのシリンダーブロックデッキまたはベース 

表面の機械加工が認められる。 

 

2.5.14.4 シリンダーブロックガスケットの材質と厚みは自由とする。 

 

2.5.14.5 ボルトスタッド（シリンダー固定の物）は交換されても良い。ま 

た、その数及び直径はマニュファクチャラーが公認のために製作し 

たものと同じでなければならない。 

 

2.5.15 ピストン及びピストンリング 

 2.5.15.1 ピストン表面及び寸法は自由とする。但し、直径は公認時の仕様と同 

じでなければならない。 

 

 2.5.15.2 ピストン及びリングの材質は自由とする。ピストンには 3 つのリン 

グ溝(グルーブ)がなければならない。 

 

 2.5.15.3 ピストンリングのタイプは自由とするが、全て装着されていなければ 

ならない。 

 

 2.5.15.4 ビッグエンドピン（クランクピン）は、公認時に装備されたものでな 

ければならない。 

 

2.5.16 コネクティングロッドアッセンブリー 

2.5.16.1 コネクティングロッドアッセンブリーは、公認時に装備されたパーツ 

でなければならず、以下の改造のみ認められる。 

 

2.5.16.2 コネクティングロッドの端部の小さな孔は、大きなピストンピンを取 

り付けるために改造することが出来る。 

  

 2.5.16.3 コネクティングロッドベアリングは自由とし、交換が認められる。 

 

 2.5.16.4 ビッグエンドピン（クランクピン）は、公認時に装備されたものでな 

ければならない。 
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2.5.17 クランクシャフトアッセンブリー 

 2.5.17.1 クランクシャフトは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生 

産したオリジナルのものでなければならず、改造は認められない。 

 

 2.5.17.2 クランクシャフトフライホイールへの機械加工又は磨きは認められな 

い。 

 

 2.5.17.3 クランクシャフトバランサーギアは取り外しまたは改造が認められ 

る。 

 

2.5.17.3.1 バッファーボス、コンプレッションスプリング及び合 

わせピンは、取り外しまたは改造が認められる。 

 

2.5.18 クランクケースエンジンカバー 

 2.5.18.1 公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも 

のでなければならず、以下の改造のみ認めらる。 

 

 2.5.18.2 クランクケースカバーへの追加のプロテクティブカバーの装着が強く 

推奨される。 

 

 2.5.18.3 クランクケースとシリンダーブロックの合わせ面は、圧縮比を変更す 

るために機械加工が認められる。 

 

 2.5.18.4 マグネトー/スターターエンジンカバーは穴あけが認められる。しか 

し、安全上、その穴の直径は 10 ㎜以上とする。 

 

 2.5.18.5 イグニッションタイミングインスペクションキャップは取り外すこと 

が出来る。 

 

 2.5.18.6 マグネトー/スターターエンジンカバーは、同一エンジンシリーズの 

異なる機種の似通ったものと変更することが出来る。 

 

 2.5.18.7 全てのドレーンプラグ（エンジンオイルリリーススクリュー）は適切 

かつ確実にワイヤーロックされなければならない。 
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2.5.19 フロントスプロケットプロテクティブカバー 

 2.5.19.1 安全上、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジ 

ナルのスプロケットカバーが装着されていなければならない。 

 

 2.5.19.2 カバーには、ドリル又は機械加工で穴をあけることが認められるが、 

その穴は 10 ㎜以上であってはならない。 

 

2.5.20 オイルシール 

  全てのクランクケースに使用されているオイルシールは自由とする。 

 

2.5.21 ベアリング 

  全てのベアリングは自由とする。 

 

2.5.22 トランスミッション及びギアボックス 

 2.5.22.1 ギア比は自由とする。 

 

2.5.22.2 最高ギア段数は 6 速とする。 

 

 2.5.22.3 ギアシフトフォーク及びギアシフトシャフトの構造は自由とする。 

 

 2.5.22.4 カウンターシャフトの構造及び材質は自由とする。 

 

 2.5.22.5 ギアシフトカムの構造及び機構は自由とする。 

 

 2.5.22.6 メカニカルクイックシフターの追加が認められる。 

 

 2.5.22.7 電子式又は油圧式作動シフターは認められない。 

 

 2.5.22.8 フロント、リアスプロケット、チェーンピッチ及びチェーンサイズ 

は変更することが出来る。 

 

2.5.22.9 キックスターターアッセンブリーは取り外すことが出来る。 

 

2.5.22.10 エンジンカバーのキックスターターシャフト用の穴は塞ぐことが出 

来る。 
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2.5.22.11 スターターモーターは取り外すことが出来る。 

  

2.5.22.12 スターターワンウェイクラッチは取り外すことが出来る。 

  

2.5.22.13 スターターギア及びベアリングは取り外すことが出来る。 

 

 2.5.22.14  リアフェンダーに干渉しないチェーンガードの上部は取り外すこと 

が出来る。 

 

2.5.23 クラッチ 

2.5.23.1 クラッチシステムは、湿式を維持していなければならない。 

 

 2.5.23.2 油圧式クラッチシステムは認められない。 

 

 2.5.23.3 スリッパ―クラッチまたはバックトルクリミッターの使用が認められ 

る。 

 

 2.5.23.4 その他クラッチ構成部品は自由とする。 

 

2.5.24 プライマリードライブ 

 2.5.24.1 プライマリードライブ比は変更することが出来ない。 

 

 2.5.24.2 機械加工またはスキミングダウンによるプライマリードライブ及びド 

リブンギアの重量削減が認められる。 

 

2.5.25 オイルポンプ 

 2.5.25.1 内部オイルポンプは改造することが出来る。またはアフターマーケッ 

トのものに変更することが出来る。 

 

 2.5.25.2 外部エレクトリックポンプは認められない。 

 

 2.5.25.3 オイルフィルターは自由とする。 

 

2.5.26 ラヂエター及びクーリングシステム 

 2.5.26.1 ラヂエターサイズ、位置、取り付け位置は変更することが出来る。 
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2.5.26.2 追加のウォーターラヂエターが認められるが、フロント及びリアの外 

観は公認時のものと同じでなければならない。 

 

 2.5.26.3 ラヂエターキャップは自由とする。 

 

 2.5.26.4 ラヂエター前部へのプロテクティブメッシュの取り付けが出来る。 

 

 2.5.26.5 ウォーターポンプを変更することが出来る。 

 

 2.5.26.6 エレックトリックウォーターポンプをオリジナルのものに代えて取り 

付けることが出来る。 

 

 2.5.26.7 配管及び取り付け備品は、この目的のために製造することが出来る。 

 

 2.5.26.8 この目的のためのワイヤリングハーネスの改造が認められる。 

 

 2.2.26.9 ラヂエター及び冷却システム全体に使用できるのは水のみとする。 

 

 2.2.26.10 如何なる添加物、不燃液、ラヂエタークーラントまたはその他液体 

も認められない。 

 

 2.2.2611 ラヂエターファンは自由とする。 

 

 2.2.26.12 追加のラヂエターを取り付けるための追加のマウントブラケットの 

取り付けが認められる。 

 

 2.2.26.13 ラヂエターに向かってエアの流れを増加させるための追加のラヂエ 

ターシュラウド及びインナーエアダクトは認められるが、車両のフ 

ロント及びリヤの外観並びにプロフィールを変更することは出来な 

い。 

 

2.5.27 エアボックス 

2.5.27.1 RAM エアシステムは認められない。 

 

2.5.27.2 エアボックス及びエアボックスからの突出したダクトは認められな 

い。 
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 2.5.27.3 エアボックスは、スロットルボディーへのもの以外に繋がるエアダク 

トがあってはならない。 

 

 2.5.27.4 エアボックスの構造及び形状は自由とするが、上記規則を遵守しなけ 

ればならない。 

 

2.5.28 エキゾーストシステム 

 2.5.28.1 エキゾーストパイプは変更可能とするが、以下のサイズのアウトプッ 

トリストリクタ―サイレンサーが出口に取り付けられていなければ 

ならない。 

2.5.28.1.1 サイレンサーは、少なくとも 22% の穴の空いた領域  

を持つ穿孔ロールシートで製作されていなければなら 

ない。付録 1S 参照。 

2.5.28.1.2  最小穿孔長: 80 mm 

2.5.28.1.3 最小全長: 100 mm 

2.5.28.1.4 最大内径: 38 mm 

 

2.5.28.1 エキゾーストパイプ、サイレンサー、取り付けステーまたはブラケッ 

トの材質は自由とする。 

 

  2.5.28.1.1 チタニウム及びカーボンファイバーが認められる。 

 

 2.5.28.2 排気は他のライダーへの障害とならないように後方になされなければ 

ならない。 

 

 2.2.28.3 エキゾーストパイプの後端は、リアホイールの後端を超えてはならな 

い。 

 

 2.5.28.4 安全上、エキゾーストパイプの露出した先端は鋭利な先端を避けるた 

めに丸められていなければならない。 

 

 2.2.28.5 エキゾーストシステムの音量規制値は 122dB/A(5700rpm)とし、 

これを超えてはならない。 

 

  2.2.28.5.1 レース後の許容誤差は＋３dB/A とする。 
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2.5.29 イグニッション/エンジンコントロールシステム（ECU） 

 2.5.29.1 公認 ECU 

  2.5.29.1.1 aRacer RC Super X  

  2.5.29.1.2 aRacer Gen XX（承認待ち） 

 

 2.5.29.2 トラクション及びラウンチコントロールシステムが認められる。 

 

 2.5.29.3 フュエル及びイグニッションマップは自由とする。 

 

 2.5.29.4 マップセレクションスイッチを追加することが出来る。 

 

2.5.29.5  マグネトー（ローター）システム及びチャージングシステムは自由 

とする。 

 

 2.5.29.6 イグニッションコイル及びリードワイヤは自由とする。 

 

 2.5.29.7 スパークプラグ及びスパークプラグキャップは自由とする。 

 

2.5.30 電気系統 

 2.5.30.1 ワイヤハーネスは自由とする。 

  

2.5.30.2 安全上、ワイヤハーネスは取り回しを確実に行い、漏電がないか確 

認しなければならない。 

 

 2.5.30.3 キー/イグニッションロックは位置変更、交換または取り外すことが 

出来る。 

 

2.5.31 バッテリー 

 2.5.31.1 バッテリー及びバッテリーサイズは自由とし、その取り付け位置も変 

更可能とする。 

 

 2.5.31.2 バッテリーは確実に取り付けられ、外部に露出してはならない。 

 

 2.4.31.3 レギュレーター/ラクティファイヤ（整流器）は自由とする。 
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2.5.32 シャーシー 

 2.5.32.1 シャーシ―、フレームはオリジナルのものでなければならない。 

 

 2.5.32.2 シャーシ―、フレームは強度向上が認められる。 

 

 2.5.32.3 未使用のステー類は切削することが出来る。 

 

 2.5.32.4 ヘッドセットベアリングは変更することが出来る。 

 

 2.5.32.5 リアアブソーバーマウントの位置変更のための改造が認められる。 

 

 2.5.32.6 大きな径を持つリアショックアブソーバー及びショックスプリングを 

取り付けるための改造が認められる。 

 

 2.5.32.7 バイクシャーシーフレームの後部は、軽量化の為に削除することが出 

来る。 

 

 2.5.32.8 承認された構成部品（例：フェアリング、ステアリングダンパー、セ 

ンサー等）を取り付けるためにフレームに穴あけ加工を施すことが 

出来る。 

 

2.5.33 完全なスペア車両 

 2.5.33.1 完全なスペア車両への交換は認められない。 

 

 2.5.33.2 完全なスペア車両とは、登録された車両へのパーツ交換のために部品 

を供給するためにあるものとする。 

 

2.5.34 フロントフォーク及びステアリングダンパー 

 2.5.34.1 通常の RWU (right Way Up)正立フロントフォークのみ認められ 

る。 

 

2.5.34.2 アップサイドダウンのフロントフォークを装備する車両は、この 

RWU（正立）フォークタイプに変更しなければならない。これらの 

パーツは車両を生産している供給元による適合品で東南アジア地域 

で半版されていなければならない。 
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 2.5.34.3 フォークオイルのタイプ及びフォークオイルの量は自由とする。 

 

 2.5.34.4 内部スプリング及びダンパーシステムは改造または変更することが出 

来る。 

 

 2.5.34.5 オリジナルのキャップボルト/アッパースプリングシートは、スプリ 

ングのプリロード及びダンピング調整のために改造することが出来 

る。 

 

 2.5.34.6 オリジナルのキャップボルトアッパースプリングシートは、更なるス 

プリングのプリロード及びダンピング調整機能のみ出来るアフター 

マーケットのものと変更することが出来る。 

 

 2.5.34.7 追加の外部ダンパーユニットは認められない。 

 

 2.5.34.8 フォークチューブガードが認められる。 

 

 2.5.34.9 ダストシールは改造、変更、取り外すことが出来る。 

 

 2.5.34.10 全てのフォークは適切にオイルシールが施されなければならない。 

 

 2.5.34.11 ロワーフロントフォークのアウターチューブにあるホイールスピン 

ドルシャフトホールは、大きなスピンドルシャフトに合わせるため 

に機械加工することが出来る。 

 

2.5.34.12   ハーフフロントフォークモデルの車両 

2.5.34.12.1 アッパーブラケットコンプリート（フォーククランプ） 

は、完全なフォーククランプコンプリートユニットのカ 

スタム製作を含み自由とする。 

 

2.4.34.12.2 フォークインナーチューブの最大直径は 31 ㎜とする。 

 

2.3.34.12.3 他のアジアで生産された車両、モデルの 31 ㎜フロント 

フォークも使用することが出来る。 
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2.5.34.13 フルフロントフォークモデルの車両 

2.5.34.13.1 フロントフォークアッセンブリー（トップブリッジ、フ 

ォークヨーク、インナー及びアウターチューブ）は、公 

認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリ 

ジナルのものでなければならない。 

 

2.5.34.13 2 アフターマーケットの非電子式ステアリングダンパー 

は、フロントフォークインナーチューブに直接止付け 

ることが出来るが、ステアリングロックデバイスとし 

ての機能を持っていてはならない。 

 

2.5.35 ショックアブソーバー（リアサスペンションユニット） 

 2.5.35.1 ショックアブソーバーユニット及びスプリングは自由とする。 

 

 2.5.35.2 ショックアブソーバー及びその取り付けは、長さ調整のための改造が 

認められる。 

 

 2.5.35.3 トップ及びボトムショックアブソーバーマウントは位置の変更が認め 

られる。 

 

2.5.35.4 取り付け位置（マウントポイント）は常に一か所のみとする。 

 

2.5.36 スイングアーム 

 2.5.36.1 スイングアーム強化のためのスタビライザーまたはブレースのアタッ 

チメントは認められる。 

 

 2.5.36.2 追加材質（ブレース）の大きさの制限は、オリジナルのスイングアー 

ムより大きなものであってはならない。 

 

 2.5.36.3 金属製のガセット及びチューブの追加による強化が認められる。この 

ための溶接は認められる。 

 

 2.5.36.4 リアアブソーバーマウントの位置変更によるスイングアームの改造が 

認められる。 
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 2.5.36.5 台形のリアアブソーバー及びショックスプリングを装着するためのス 

イングアームの改造が認められる。 

 

 2.5.36.6 スイングアームブッシュ及びカラーは自由とする。 

 

 2.5.36.7 スイングアームピボットっシャフトの直径は公認時のままとする。 

 

 2.5.36.8 ホイールベースを調整するためのチェーンアジャストスロットの改造 

が認められる。 

 

 2.5.36.9 ファイナルドライブチェーンガイドは変更、取り外しまたは交換が認 

められる。 

 

2.5.37 ホイール 

 2.5.37.1 ホイールは、鋳造アルミニウムタイプのアフターマーケット製ホイー 

ルに交換することが出来るが、公認時の直径とし以下の幅が順守さ 

れなければならない。 

 

  2.5.37.1.1 フロント：最低 2.15、最大 2.5 インチ 

  

  2.5.37.1.2 リア：  最低 3.0、最大 3.5 インチ 

 

 2.5.37.2 ホイールアッセンブリー（ホイール、インナーチューブ（ある場合、 

エアインフレーションバルブ、ブレーキディスク/ローター、事前に 

設定されたホイールバランスウェイト及びベアリング））の最低重量 

は以下のとおり 

 

  2.5.372.1 フロント  ６Kg 

 

  2.5.37.2.2 リア  8.5Kg  

 

 2.5.37.3 鋳造アルミニウムタイプのホイール以外にスポークタイプホイールの 

使用が出来る。 

 

 2.5.37.4 ホイールハブはスポークタイプホイールに変更、交換することが出来 

る。 
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 2.5.37.5 ホイールの直径は、公認時のものを維持していなければならない。 

 

 2.5.37.6 クッションドライブ（スプロケットダンパー）は維持されていなけれ 

ばならず、交換、変更することが認められる。しかし、完全に取り 

除くことは出来ない。（例外として、オリジナルに装着されていな 

い場合を除く） 

 

 2.5.37.7 ホイールのバランスを目的としたホイールバランスウェイトは、追 

加、取り外し、変更することが出来る。 

 

 2.5.37.8 バランス用鉛ウェイトは確実に取り付け及び安全にテープ止めされな 

ければならない。 

 

 2.5.37.9 ノンスリップコーティング/処理をリムのビードエリアに施すことが 

出来る。 

  

2.5.37.10 如何なるインフレーションタイプ及びバルブキャップも使用するこ 

とが出来る。 

 

 2.5.37.11 スピードメータードライブは取り外し、スペーサーに代えることが 

出来る。 

  

 2.5.37.12 ホイールスペーサー及びカラーは、改造、追加または変更すること 

が出来る。 

 

 2.5.37.13 フロントホイールスピンドルシャフトのサイズは自由とし、材質は 

SUS（ステンレススチール）を含む金属製でなければならない。 

 

 2.5.37.14 ホイールベアリング及びホイールベアリングサイズは自由とする。 

 

2.5.38 ブレーキ 

 2.5.38.1 アフターマーケット製のノンセラミックタイプのブレーキディスクロ 

ーター及びアフターマーケット製のディスクキャリアが認められる。 

 

 2.5.38.2 ブレーキディスクの数（シングルかダブルか）は、公認された車両用 

にマニュファクチャラーが生産した状態でなければならない。 
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 2.5.38.3 フロントディスクはフローティング製のものも認められるが、オリジ 

ナルのローター及びマウンティングポイントを使用しなければなら 

ない。 

 

2.5.38.3.1 フローターの数は自由とする。 

 

 2.5.38.4 ディスクローターの寸法は自由とする。 

 

 2.5.38.5 フロントブレーキシステムクーリングダクトまたはブレーキエアスク 

ープが認められる。 

 

 2.5.38.6 完全に覆うタイプのディスクカバーは認められない。（以下の参考図 

参照） 

 

 2.5.38.7 それは金属以外の材質で製造されていなければならない。 

例：ナイロン、プラスチック、CRP 等 

 

 2.5.38.8 フロントフェンダーは、冷却ダクトまたはブレーキエアスクープを取 

り付けを実行するために若干の改造が認められる。 

 

 2.5.38.9 FIM アジア ARRC 技術委員会は、ブレーキ冷却ダクトまたはブレー 

キエアスクープアッセンブリーが危険であると判断した場合、拒否す 

る権限を有する。 
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2.5.39 ハンドルバー及びハンドコントロール 

 2.5.39.1 ハンドルバーは交換することが出来る。 

 

 2.5.39.2 ハンドルバー及びハンドコントロールの位置を変更することは認めら 

れる。（ブレーキマスターシリンダーは除く） 

 

 2.5.39.3 ハンドルバーカバーは取り付けなければならず、取り付け調整を目 

的とした若干の切削や改造が、認められる。 

 

2.5.39.4 ブレーキ及びクラッチレバーは、交換することが出来る。しかし、レ 

バーの端部は、最低直径 16 ㎜とし、最低 14 ㎜の厚みを持たせてい 

なければならない。 

 

 2.5.39.5 ブレーキ及びクラッチレバーの長さは、ピボットポイント中央から計 

測し 200 ㎜を超えてはならない。 

 

 2.5.39.6 ブレーキレバーの行程を調整するためのアジャスターをブレーキレバ 

ーに取り付けることは認められる。 

 

 2.5.39.7 スロットルケーブルは交換することが出来る。 

 

 2.5.39.8 安全上、スロットルケーブルは、ライダーや他の競技者への障害とな 

らないように配置されなければならない。 

 

 2.5.39.9 クイックスロットルタイプのスロットルシステムが認められる。 

 

 2.5.39.10 スロットルコントロールは手で握られていないときに自動で閉じる 

ものでなければならない。 

 

 2.5.39.11 スイッチ類は交換することが認められるが、エンジンストップスイ 

ッチはハンドルバーになければならない。 

 

 2.5.39.12 モーターサイクルには有効なイグニッションキルスイッチまたはボ 

タンがハンドルバー右側（グリップに手がある時に届く範囲）に装 

備され、作動しているエンジンを止めることが出来なければならな 

い。 
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2.5.39.13 ボタンまたはスイッチは赤色でなければならない。 

 

 2.5.39.14 車両には、他の車両との接触等により誤って作動しないようにハン 

ドルバーブレーキレバーを保護するためのブレーキレバープロテク 

ションが装備されていなければならない。 

 

2.5.40 フットレスト及びフットコントロール 

 2.5.40.1 フットレストの位置は変更することは出来るが、ブラケットは確実に 

取り付けられていなければならない。 

 

 2.5.40.2 フットレストはリジッドタイプでなければならない。 

 

 2.5.40.3 折り畳み式フットレストの全てのタイプは認められない。 

 

 2.5.40.4 フットレストの端部は最低直径 15mm を維持していなければならな 

い。 

 

 2.5.40.5 フットレストの端部にはプラスチック製、ナイロンまたは同等の素材 

タイプ製のエンドプラグが取り付けられていなければならない。 

 

 2.5.40.6 エンドプラグは、最低 8 ㎜の直径とする。 

 

2.5.40.7  FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、安全目的を満足しな 

いプラグを拒否する権限を有する。 

 

 2.5.40.8 リアブレーキペダルは自由とする。 

 

 2.5.40.9 ギアシフトレバーは自由とする。 

 

 2.5.40.10 クイックシフトシステムは自由とする。 

 

2.5.41 燃料タンク 

2.5.41.1 公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも 

のでなければならず、改造は認めらない。 

   燃料タンクの材質は変更することが認められ、以下の改造も認められ 

る。 
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2.5.412.2 2.5.41.6 燃料タンク内の燃料の跳ね返りを防ぐためにフィンの追 

加が認められる。 

 2.5.41.2 燃料タンクの位置変更は認められない。 

  

2.5.41.3 燃料タンクキャップは交換することが出来る。 

 

  2.5.41.3.1 燃料タンクキャップは、改造または穴あけが禁止され、 

閉じられている時に漏れ防止が施されていなければならな 

い。 

  2.5.41.3.2 追加の措置として、如何なる時も誤って開いたりしないよ 

うな安全ロックが施されていなければならない。 

 

 2.5.41.4 タンクブリーザーパイプの装備された燃料タンクにはノンリターンバ 

ルブが装備され、適切な素材で作られた最低容量 250 ㏄のキャッチ 

タンクに排出されなければならない。 

 

 2.5.41.5 燃料ホース及びクリップは交換することが出来る。サイズ及び燃料ホ 

ースの長さは自由とする。 

 

 2.5.41.6 安全上、ホース類はライダーの動きを邪魔するようなものであっては 

ならない。 

 

 2.5.41.7 燃料ホースに沿ってクイックコネクターの使用が認められる。 

 

2.5.42 ボディーワーク（カバー、パネル、レッグシールド等） 

 2.5.42.1 シングルシートカバーの追加が出来る。 

 

 2.5.42.2 シングルシーターカバーとテールピースを繋げることが出来る。左右 

のサイドパネルでシングルユニットを形成することが出来る。 

 

 2.5.42.3 カーボンファイバー又はケブラーをボディーワークの構成に使用する 

ことは認められない。 

 2.5.42.4 交換されたボディーワークは、一般生産型車両と同じ外観でなければ 

ならない。 
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 2.5.42.4 全てのボディーワーク（レッグシールド、ボディーパネル、ハンドル 

カバーを含む）は、オリジナルのシルエットを維持する範囲の変 

更、若干の調整、ドリルによる穴あけや切削が認められる。 

 

 2.5.42.5 シートユニットは自由とする。 

 

 2.5.42.6 フロントフェンダーは似通った複製品に変更することが出来る。 

 

 2.5.42.7 カバー類の全ての端部は丸められていなければならない。 

 

 2.5.42.8 フロントバイザースクリーンはハンドルカバーに追加することが出来 

る。 

 

2.5.43 ファスナー 

 2.5.43.1 スタンダードのファスナーは、如何なるデザイン及び材質の物に変更 

することが認められる。（チタニウムを含む） 

 

 2.5.43.2 強度とデザインは十分なものとし、スタンダードファスナーと比較し 

同等以上のものでなければならない。 

 

 2.5.43.3 ファスナーには、セーフティーワイヤー取り付けのための穴あけが認 

められるが、故意に軽量化のための穴あけは認められない。 

 

 2.5.43.4 フェアリング/ボディーワークのファスナーはクイックディスコネク 

トタイプのものに交換することが出来る。 

 

 2.5.43.5 アルミニウム製のファスナーは、車両構造に影響しない場所にのみ使 

用することが出来る。 

 

2.5.44 以下は変更することが出来るまたは公認された車両用に製作されたものから交 

換することが出来る。 

 

 2.5.44.1 如何なるブレーキオイルまたはサスペンションオイルも使用すること 

が出来る。 

 

 2.5.44.2 如何なるスパークプラグも使用することが出来る。 
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 2.5.43.3 ホイールバランスウェイトは取り外し、変更または交換することが出 

来る。 

 

 2.5.44.4 全てのガスケット及びその材質も自由とする。 

 

 2.5.44.5 外部ペイントワーク、デカール及びカラースキームは自由とする。 

 

 2.5.44.6 ボルト及びナットは変更または交換することが出来る。しかし、その 

材質はオリジナルのものと同じでなければならない。 

 

 2.5.44.7 計器、計器ブラケット及び関連ケーブルは交換することが出来る。 

 

 2.5.44.8 オリジナルでないパーツ（フェアリング、計器類等）をフレーム（ま 

たはエンジン）に取り付けるためのブラケットの材質は、チタニウ 

ムまたは強化繊維素材であってはならない。但し、遠くに認められ 

ている場合を除く。例：エキゾースト 

 

 2.5.44.9 フレーム、チェーン及びフットレストのプロテクティブカバーは、そ 

れが公認された車両に取り付けられたオリジナルのパーツの位置を 

変更しない場合、繊維複合材等、別の材質のものが認められる。 

 

 2.5.44.10 全ての燃料タンクは防爆剤が充填されていなければならない。（オ 

ープンコールドメッシュまたは Explosafe®） 

 

2.5.45 以下のアイテムは取り除くことが出来る 

2.5.45.1 計器、計器ブラケット及び関連ケーブル 

 

 2.5.45.2 タコメーター及びスピードメーター 

 

 2.5.45.3 ラヂエターファン及びワイヤリング 

 

2.5.45.4 冷却システム内のサーマルスイッチ、水温センサー及びサーモスタッ 

トは取り除くことが出来る。 

 

2.5.45.5 リアサブフレーム上のボルトオンアクセサリー 
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 2.5.45.6 余分なハンドルバースイッチ類 

 

 2.5.45.7 エアボックス内及び周囲の排気ガスコントロール装置（非公害）及び 

エンジン（O2 センサーエアインジェクションデバイス） 

 

 2.5.45.8 リアフェンダーに干渉しないトップチェーンガード 

 

 2.5.45.9 如何なる機能または目的の無い小さな二次カバー類は取り外すこと 

が出来る。しかし、車両の外観形状に影響を与えるものではならな 

い。 

 

2.5.46 以下のアイテムは取り除かれなければならない 

 2.5.46.1 ヘッドランプ、リヤランプ及び方向指示器は取り除かれなければなら 

ないが、前方からの外観プロフィールは維持されなければならな 

い。開口部は適切な素材で塞がれていなければならない。 

 

2.5.46.2 バックミラー 

 

2.5.46.3 ホーン 

 

2.5.46.4 ライセンスプレートブラケット 

 

2.5.46.5 工具キット 

 

2.5.46.6 ヘルメットフック及び荷物用フック 

 

2.5.46.7 パッセンジャー用フットレスト及び取り付けブラケット（ある場合） 

 

2.5.46.8 パッセンジャー用グラブレール 

 

2.5.46.9 セーフティーバー、センター及びサイドスタンドは取り外されなけれ 

ばならない。（固定されたブラケットはそのまま残さなければならな 

い） 

 

2.5.46.10 触媒装置 
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2.5.47 以下のアイテムは変更されなければならない 

 2.5.47.1  モーターサイクルには有効なイグニッションキルスイッチまたはボ 

タンがハンドルバー右側（グリップに手がある時に届く範囲）に装 

備され、作動しているエンジンを止めることが出来なければなら 

ず、そのスイッチは赤色でなければならない。 

 

 2.5.47.2 全てのドレーンプラグ（エンジンオイルリリーススクリュー）は、確 

実にワイヤーロックが施されていなければならない。 

 

 2.5.47.3 オイルキャビティ―への外部オイルフィルターボルトは安全にワイヤ 

ーロックされていなければならい。（例：クランクケース上） 

 

 2.5474 ブリーザーまたはオーバーフローパイプが装備される場合、それは既 

存の排出口から排出されなければならない。オリジナルのクローズト 

システムが維持されていなければならない。大気への直接的な排出は 

禁止される。 

  

2.5.47.5 ブリーザー及びオーバーフローパイプはホースクリップで確実に留め 

られていなければならない。 

 

 2.5.47.6 トラック上へのオイル飛散を防ぐため、車両にはオイルキャッチタン 

クが装備されなければならない。そのキャッチタンクは最低 250 ㏄ 

のオイルを保持できなければならない。別のイラスト図参照。 

 

 2.5.47.7 全ての車両にはベリーパン（ロワーフェアリング）は装備されていな 

ければならず、エンジン破損等の場合に最低 1 リットルのオイル/液 

体を保持出来るものでなければならない。 

 

 2.5.47.8 フェアリングのロワーエッジは、フェアリングの最下部より最低 50 

㎜上方に位置していなければならない。 

 

2.5.47.9 ロワーフェアリングの横行壁の上端は最下部より最低 50mm 上方で 

なければならない。この壁と床面との角度は≦90°とする。 
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 2.5.47.10 ロワーフェアリングには、直径 15mm の孔がフロント底部に設けら 

れなくてはならない。この孔は、ドライコンディションでは閉じら 

れていなければならない。 

 

2.5.4711 この封印はウェットレースまたはウェットプラクティスが宣言された 

場合に開放されなければならない。 

 

       2.5.47.12 全ての車両には、チェーンガード（シャークフィン）が、スイングア 

ームの後部に取り付けられ、リアスプロケットを覆い、ライダーの身 

体の一部がロワーチェーン可動部とリヤホイールスプロケット間に挟 

まれることを防がなければならない。 

 

2.5.48 追加の装備 

2.5.48.1 テレメトリーは禁止される。 

 

 2.5.48.2 エンジン作動中またはバイクが奏功している間のリモート又はワイヤ 

レス方式により、バイクから如何なるデータ交換やセッティングを 

行う事は認められない。 

 

 2.5.48.3 データロガーの使用が認められ、以下のデータログセンサー（追加の 

データロガーに接続）を車両のオリジナルのセンサーについ以下す 

ることが出来る。 

2.5.48.3.1 フォークポジションセンサー 

2.5.48.3.2 ショックポジションセンサー 

2.5.48.3.3 フロント及びリアブレーキプレッシャーセンサー 

2.5.48.3.4 ブレーキディスク温度センサー 

2.5.48.3.5 燃料プレッシャーセンサー（温度ではない） 

2.5.48.3.6 オイルプレッシャーセンサー 

2.5.48.3.7 オイル温度センサー 

2.5.48.3.8 トランスポンダーまたはラップタイム信号 

2.5.48.3.9 GPS ユニット（ラップタイム及びトラック位置） 

2.5.48.3.10 タイヤプレッシャーセンサー（TPMS） 

 

2.5.49 車両のバランス理念 

 2.5.49.1 FIM アジア及び ARRC 技術委員会は、公平性を維持する為、第 3 戦 

及び第 6 戦後に車両性能のバランスを見直す。 
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2.5.49.2 FIM アジア ARRC 技術委員会は、同一クラス内にある車両の公平性 

を維持する為にバランスを調整する権限を有する。 

 

 2.5.49.3 以下がその方法とする。 

  2.5.49.3.1 エンジン REV 規制 

  2.5.49.3.2 車両重量規制の変更 

  2.5.49.3.3 エンジンのメカニカル数値規制 

     例：バルブサイズまたはバルブリフト規制 

  2.5.49.3.4 インテークサイズ規制 

  

 2.5.49.4 バランス理念に関する決定は、大会の公平性の維持の為、FIM アジア 

ARRC 技術委員会により必要に応じて行われる。 

 

2.5.49.5 承認された特例 

以下のタイプが特例とする。 

2.5.49.5.1  Honda RS150R、RSX、Winner X 150、 

Supra GTR 150 

  2.5.49.5.2 Voge FR150 

2.5.49.5.3 参加者は、次の 2 つの特例オプションのうち、いずれか  

1 つを選択できる。 

a) 最大ピストン径 58.5 mm 

b) 制限スロットルボディー 34 mm 

2.5.49.5.4 本特例は定期的に見直され、必要に応じて微調整される。 
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オイルキャッチタンク図 

 


